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SNA 推計のための基礎統計の整備（確報）1 

 

大守隆・中村洋一・野村浩二・門間一夫 

（取りまとめ：野村） 

2008 年 8 月 12 日 

 
[検討課題] 

加工統計と一次統計の有機的な連携のためには、加工統計構築のために必要な基礎統計

整備の検討という視点とともに、それを可能とするような加工統計の構造自体の検討もま

た重要な視点となる。ここでは検討課題を大きく次の三つに分割する。Ⅰは JSNA の基礎

フレームであり、その定義や検討における体制の問題を含めて取り扱う。具体的な構造的

検討と基礎統計の整備の方向性は、5年おきのベンチマーク推計と年次推計とに分けて、そ

れぞれⅡとⅢで扱う。 

 

Ⅰ. 基礎フレーム・体制 

1. JSNA の定義 
現在の「国民経済計算年報」（内閣府）、「産業連関表（基本表）」（総務省）、「民間企業資本

ストック」（内閣府）、国際収支表、資金循環表などの他加工統計、それら加工統計の総体

とその作成基準が「日本の国民経済計算体系」（JSNA2）であるという位置づけを明確に定

義する。JSNA 体系内における、構造、概念、分類体系および計数における内部整合性の

確保は当然に要求される。 

 
統計法第六条第一項には、「内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関す

る基準に準拠し、国民経済計算の作成基準（以下この条において単に「作成基準」という。）

を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。」

とある。ここでの国民経済計算について、以下の三つを識別することが重要である。 

①「国際連合の定める国民経済計算」  ＝SNA 

②「国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、 

   定める国民経済計算の作成基準」 ＝（広義の）JSNA 

③「これに基づき、毎年少なくとも一回、（内閣総理大臣が） 

                                                  
1 本稿はＷＧ２会合提出資料を一部縮約したもの。オリジナルは統計委員会ホームページの基本計画部会第２ＷＧ第 15
回会合（2008 年 7 月 11 日）提出資料（http://www5.cao.go.jp/statistics/wg/wg2/wg2_16/siryou_7.pdf）を参照のこ

と。 
2 現在では、国内では日本の国民経済計算の推計値を指して単に SNAと称されることがほとんどであるが、国連勧告と
しての SNAとの併用は議論の混乱をもたらしている（“SNAでは・・”と呼称しながらも、それは SNAとは乖離する日
本の JSNAにおける慣行であることも多い）。カナダでは CSNA、オーストラリアでは ASNAなど、社会会計の体系と
しての SNA自体と、その推計値である JSNAの用語的識別は当然のことである。 
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   作成しなければならない国民経済計算」 ＝JSNA-ANA, -QNA 

 
日本では一次統計のみならず、加工統計も分散した体系のもとで構築されている。現行の

加工統計構築における分散型システムは、JSNA 内における整合性欠如のひとつの要因で

あるとする見方もある一方、より進んだ分散型の姿を探ることで全体としての精度向上を

実現する方法も考えられる3。いずれにしても、JSNA の体系的な整合性確保のためには、

検討の場を集約する必要性がある。 

 

2. JSNA の検討の場の集約化 
現在、統計委員会の国民経済計算部会の元には、以下の４つの委員会が設置されている。 

・勘定体系・新分野専門委員会 

・生産・支出専門委員会 

・財政・金融専門委員会 

・ストック専門委員会 

現行のこの 4つの委員会は、内閣府所管統計である JSNA-ANA, -QNAを対象と想定して

設置されたものであるが（旧国民経済計算調査会議の委員会が若干統廃合されて、統計委

員会の国民経済計算部会のもとに編成）、統計委員会の国民経済計算部会は JSNA-ANA, 

-QNA に限らず、広義の JSNA における整合的な体系を議論する場であるという位置づけ

を明確にすべきである。次のような専門委員会の追加的設置が必要であろう。 

 
①産業連関表専門委員会 

現在、10府省庁で作成される産業連関表（基本表）の検討は、「産業連関幹事会」や「産業

連関技術委員会」でおこなわれているとされているが、議事録・議事要旨・資料の公開は

されておらず、いかなる検討と議論がなされたのか外部から窺い知ることは困難である。

基本的な構造として、JSNAの四半期推計（JSNA-QNA）は年次推計（JSNA-ANA）を基

盤として、年次推計はベンチマーク推計を基盤としている。ゆえに、後述するような ANA

（および QNA）の構造的課題の解決のためには、その多くの場合にはおいてベンチマーク

値としての産業連関表からの再構築を必要とする。基本表を所与としてきた JSNA-ANAの

改訂は、まさにその制約のもとにあった。統計法第 3 条第 1 項の基本理念に沿った、体系

的な整備をおこなうためには、JSNA 体系の検討を集約することは不可欠である。また産

                                                  
3 JSNA-ANAおよび-QNAにおける家計最終消費に関しては、ESRI計算部が基本的な推計主体であり、総務省統計局
統計調査部消費統計課の直接的な参加はないが、基本計画部会 WG2 の委員会では家計最終消費支出ベクトルについて
は総務省統計局より“加工統計”を構築して JSNAコモとの整合をチェックする可能性について案が提示された（消費
統計課大貫課長）。支出アプローチにおいても供給側と需要側からの接近があり、精度向上のためにはその両者からのチ

ェックが重要であるが、所管省庁が一次統計から“より”加工した統計を作成することで、JSNA 体系との整合チェッ
クを容易にすることは精度向上へと大きく寄与するであろう。農林水産省においても「農業・食料関連産業の経済計算」

などの SNAにほぼ準拠した加工統計がある。また、経済産業省においても全産業供給指数の中で、QEの需要項目に対
応させて推計値を作成している。それらは相互にチェックされるべき加工統計であり、全体として問題発見的な機能を

持ちながら精度向上に寄与する。こういったプロセスは加工統計における内部整合性の重要なチェック機能を提供する。 

2



 
 

業連関表（基本表）は、基幹統計である JSNA の一部分でありながらも、それ自体がまた

「基幹統計」（統計法第二条第四項三）の重要な候補とされている。基幹統計として、オー

プンな議論とともに、投入構造および産出構造の推計を含めた作成基準の透明化が求めら

れる。そのため国民経済計算部会の委員会として「産業連関表専門委員会」を設置し、JSNA

体系のもとでのベンチマーク表のあるべき姿を議論すべきである。後述するように、それ

は現行の商品×商品表（X表あるいは A表と呼称）ではなく、それを包括する JSNA体系

のベンチマーク表としての SUT/IOTである。また、JSNA体系としての整合性保持および

精度向上のため、年次産業連関表のインテグレーションも本委員会で検討・調査がおこな

われるべき課題である。 

 
②価格体系専門委員会 

基幹 IO を議論する委員会とともに、「価格体系専門委員会」の設置も検討されるべきであ

る。現在、年次推計および四半期推計（JSNA-ANA, -QNA）で利用される価格統計は CPI

（総務省）および CGPI/CSPI（日銀）などであるが、それは JSNAでの支出系列（コモ）

における実質化とは異なる目的のために作成されている統計である。このため、JSNA で

はそれらを需要段階別に再構成し、CPI－CGPI/CSPI 間の整合性のチェックや、欠けてい

る価格指数、遡及推計を行う（現在の基準による過去の長期データ推計などは加工統計な

らではの視点である）など取り組むべき課題は多いにもかかわらず一般のユーザーには見

えづらい状況となっている。第 2 に、今後の生産性統計勘定の整備に関連して労働サービ

スと資本サービスの（品質調整済み）価格指数の整備は極めて重要な課題である。第 3に、

基本価格（basic price）への対応も JSNAの大きな課題であり、そのためにも税体系と基

本価格の問題を正確に議論して課題を明確にする必要がある。そして第 4 に、遡及という

過去に向いた方向とともに、将来に向けた価格統計としての重要なチャレンジは

hard-to-measure とされるサービス分野、非市場産出を含む分野における価格指数

（constant-quality price）の開発である。 

 
③サテライト勘定専門委員会 

環境、エネルギー、労働、生産性統計、R&D、GFS、非営利（NPI）、医療（SHA）、教育、

旅行（TSA）など本体系と密接な関係を持つ各種サテライト勘定について4、「サテライト勘

定専門委員会」（委員とテーマごとに専門分野の委員から構成）を設置し、JSNAとしての

更なる精度向上および包括的な整合性確保に向けた議論をおこなうべきである。 

 
④地域勘定専門委員会 

現在、都道府県民経済計算は、内閣府と都道府県が共同して策定した「標準方式」に則り

                                                  
4 とくに総合エネルギー統計（エネルギーバランス表）については、産業連関表（基本表）と同様に独立した委員会を
設置することも検討されるべきであろう。 
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都道府県が推計しているが、すべての県が公表を終えるまでのタイムラグは 2 年近くとな

っており、また JSNA の計数と各都道府県集計値との乖離は無視できない。今後推計の早

期化を図るべきである。また地域ブロック別勘定および四半期速報も整備すべきである5。

これらの実施のため、「地域勘定専門委員会」を設置する必要がある。 

 
国民経済計算部会を JSNA の検討の場として集約し、国民経済計算の諸統計体系のコーデ

ィネーション・フレームワークとしての有効性6が発揮できる体制を整備すべきである。

JSNA に期待されるべきこうしたチェック機能は、日本の統計システム全体を改善するた

めの視点としてこれまでほとんど機能しなかったことが指摘されている。 

 

3. 国際基準への準拠：未対応課題・未整備勘定 
JSNA 作成においては、国際的な比較可能性の保持を重視すべきであることは統計法第 6

条に規定するとおりである。現行の JSNA では、国際基準から乖離した未対応課題・未整

備勘定が未だ少なからず残されており、1993.SNA Revision 1を含め具体的な対応を急ぐ

必要がある。とくに大きな乖離は、①固定資本減耗の時価評価（現行では簿価評価）、②

FISIM（間接的に計測される金融仲介サービス）（現行では試算系列のみ推計）、③自社開

発ソフトウェア（固定資本に計上されていない）、④育成資産（在庫資産を過剰計上してい

る）、⑤公的部門の分類などが指摘される。具体的な対応策は以下のとおり。 

 
①固定資本減耗：1968SNAからの未対応課題。資本ストック推計の抜本的改訂ととも

にそれと整合して推計されるよう ESRI 内でプロジェクトが進行中であり、平成 22

（2010）年秋に予定されている平成 17（2005）年基準改定時に少なくとも大分類、製

造業は中分類程度での推計値を（産業連関基本表に先駆けて）JSNA-ANAに導入する

ことを目指すべきである。産業連関基本表への導入には、2010年表に向けて詳細な経

済活動部門への分割等に関する検討が必要である。 

 
②FISIM：統計概念としての検討課題や測定上の問題は日本でも諸外国でも残されて

いるものの、欧米主要国ではすでに大半の諸国で導入済みの現状においては、日本が

未導入であることによる弊害は大きいと言わざるを得ない7。現状では ESRIにおいて

参考系列として推計されているが、それによれば日本の現行の GDPは FISIM導入済

                                                  
5 米国での“GDP by State”（年次）は６カ月ラグ、“Personal Income by State”（四半期）は４カ月ラグで、いずれも
国民経済計算（米国の国民所得生産勘定：NIPA）を作成している商務省経済分析局（BEA）が推計を担当している。
なお、これらの計数は NIPAと整合性が保持されている。 
6 作間逸雄（1996）「国民経済計算における 1993 年 SNA の意義」（『（専修大学社会科学研究所）社会科学年報』第 30
号）。 
7 2年前の資料ではあるが、ESRI(2006)による OECDへのヒヤリングでは、FISIMを本体系に導入していない G7は
英国と日本のみである。Akritidis, Leonidas (2007)”Improving the measurement of banking services in the UK 
National Accounts”（Economic & Labour Market Review, ONS)によれば、英国では改善のための検討が継続しており
2008年の導入予定である。なお ANAで導入し QNAで導入していない国はきわめて例外的である。 
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みの諸外国より 2％ほど過小評価されたものとなっており、早急な対応が迫られる。

平成 22（2010）年秋の平成 17年基準改定時に参考系列から本体系への移行を目指す

べきである。具体的な精度向上への方法論的検討を急がなければならない8。 

 
③自社開発ソフトウェア：日本では企業会計において未対応であることを理由にして

導入を見送ってきたが、諸外国では同様な状況にありながらも国民経済計算としての

整合性を図る必要から、コスト評価法によって各国で歩調を合わせて対応が図られて

きた。OECDタスクフォース9で検討されたコスト評価法により、諸外国と比較可能な

計数の開発を急ぎ、平成 17年基準改定時（2010年）に固定資本として計上する10。 

 
④育成資産の仕掛品在庫：1993 SNA への対応として導入した育成資産の仕掛品在庫

であるが、当該在庫資産の過大推計が指摘され、また現状の推計方法では QE や年次

推計、そして産業連関表（基本表）においてもバイアスをもたらすことが問題となっ

ている。ストック専門委員会での検討を受けて平成 17 年基準改定時（2010 年）に改

正をはかるべきである11。 

 
⑤公的部門の分類基準：JSNAの公的部門の分類基準（政府による所有かつ支配＋α）

は国際的にみて特異であり、実際の適用が曖昧であった。93SNA Rev. 1では、公民分

離の判断手順を示し、①その単位は制度単位であるか、②その制度単位は公的部門に

入るか（支配の基準が法人企業について８つ、非営利団体について５つ提示)、③その

公的制度単位は市場生産者か非市場生産者か、に沿って分類を決めることになってい

る。これに沿って平成 17 年基準改定時（2010 年）に間に合うように分類体系を見直

す必要がある。また、JSNA-ANAと産業連関基本表では公的部門の格付けに若干の乖

                                                  
8 日本の FISIM導入による問題は、長野哲平(2002)「名目 GDP推計における金融仲介サービスの計測法について」（『金
融研究』）、大森徹(2003)「「間接的に計測される金融仲介サービス」概念の検討」（日本銀行調査統計局Working Paper.）、
作間逸雄「FISIMをめぐる覚え書き」（FISIM検討委員会団 3回資料）参照。 
9 Lequiller, Francois, et al (2003),”Report on the OECD Taskforce on Software Measurement in the National 
Accounts”: OECD Statistics Working Paper 2003/1. 
10 自社開発ソフトウェアは社会会計としての整合性確保のために推計されるべき課題であるが、その認識が欠如したま
ま諸外国の歩調から乖離していたことが日本における導入を遅らせていたとする見方もある（たとえば『統計行政の新

たな展開方向』（平成 15年 6月）では「国連 93ＳＮＡ勧告において、無形固定資産として取り扱うこととされているが、
既存の統計調査では汎用型ソフトウェア及びインハウス型ソフトウェアについては包括的な推計を行うことができな

い。・・（中略）・・これは、基礎統計が存在しないかデータ収集が極めて困難であるため、我が国のＳＮＡでは導入して

いないものである。」（p.19））。 
 JSNA における自社開発ソフトウェアに関する問題の指摘は古く、大森徹(1998)「国民経済計算におけるコンピュー
タ・ソフトウェアの取り扱いに関する概念的整理」（IMES Discussion Paper Series No.98-J-30.）、作間逸雄(2001) 「ポ
パー3世界論と生産境界－1993年 SNAの生産境界・資産境界をめぐって－」（『（専修大学社会科学研究所）社会科学年
報』第 35号）などでもその推計の必要性はから課題として指摘されている。日本におけるコスト評価による推計は、宮
川努(2003)「IT資本ストック系列の作成」（『経済分析』「産業別生産性と経済成長：1970-98年」第 4章）や Nomura, Koji 
(2004)「Capitalizing Own Account Software in Japan」(PTEP, JFK School of Government)などの計測事例もあり、
この未対応によっては日本の GDPは 0.6%ほど過小評価されていると試算されている。 
11 1993SNA における育成資産の仕掛品在庫によっては、JSNA において在庫資産の大幅な過大推計が行われているこ
とは Nomura, Koji(2006)”An Alternative Method to Estimate WiP Inventory for Cultivated Assets”(KEO Discussion 
Paper No.101)参照。 
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離が存在しており共通化する必要がある。 

 
未整備勘定として、従来から続いている課題は、現行の JSNA において制度部門別生産勘

定および所得の発生勘定が構築されていない点である。経済活動（産業）・制度部門クロス

表作成は 1993 SNAの主要な変更点の一つであるが、法人企業／個人企業別の基礎統計が

十分でないなどの理由により、JSNAでの採用は見送られてきた12。民間部門では、法人・

個人企業と経済活動（産業）との識別のもとで基礎統計整備との対応を検討する必要があ

る。制度部門と産業のクロス表を作成しながら、制度部門別別生産勘定および所得の発生

勘定の構築のため、ベンチマーク推計および年次推計における基礎統計の整備としての検

討を急ぎ、遅くとも平成 22年基準改定時（2015年）における導入を推進すべきである。 

 
また現行の JSNA では、一般政府は非市場生産をおこなう政府サービス生産者であるとみ

なしている13。すなわち「一般政府」の内側でおこなわれる、「公務員住宅賃貸」（一般会計）

などは産業として格付けられることから、それゆえに本来あるべき「制度単位（institutional 

unit）としての一般政府」からはこれらの経済活動を部分的に除いて「JSNA における制

度単位としての一般政府」を定義している。本来は制度部門と経済活動のクロス表が必要

であり、このような擬制は問題がある。また GFSと JSNAの整合の必要性は当然である。 

 

4. 1993 SNA Revision 1 への対応 
主要な論点として、①年金制度、②加工中の財、③資本サービスコスト、④研究開発（R&D）、

⑤軍事支出などがある。諸外国で導入の予定状況はまちまちであるが、オーストラリアや

カナダはわずか 1－2 年のうちに対応が図られ、OECD 加盟国の多くは 2014 年までに採

用予定となっている。平成 27（2015）年の基準改定をまたずとも、可能なものから部分的

な対応を年次改訂において図るべきである。米国商務省経済分析局（BEA）においても、

基準改定をまたずに、今後は年次改訂において過去の長期にわたる計数の改訂をおこなう

ことも予定されている。 

 

5. 日本の分類体系の課題 
加工統計から一次統計のより体系的な構築のためには、産業分類と生産物（商品）分類を

                                                  
12 旧国民経済計算調査会議「第 3回 生産・支出委員会資料」（1997年 7月 17日）および「第 5回 生産・支出委員
会資料」（1998年 5月 15日）。 
13 ESRI計算部（2007）『推計手法解説書（平成 19年改訂版）』では、「いわゆる政府関係諸機関は、制度部門分類の観
点からは、SNA 上公的部門である一般政府になるもの、公的企業になるもの、また民間部門である民間企業になるもの、
対家計民間非営利団体になるものがある。まず、公的部門と民間部門の区分として「所有・支配基準をみたしているか

どうか」が判断の基準となる。具体的に言えば、政府出資の状況、役員の任命権・認可権の状況、経営方針の決定権の

状況、政府代行業務の有無等の検討を行っている。また、一般政府と公的企業の区分として「財・サービスの市場性の

有無」が判断の基準となる。具体的に言えば、金融資産の保有状況、業種・価格等の市場性の有無等の検討を行ってい

る。・・（中略）・・制度部門のひとつである一般政府は、政府サービス生産者の活動のみならず、産業として活動を行う

こともあるが、わが国の SNA の体系においては、一般政府と政府サービス生産者の範囲は一致しているものとしてい
る。」とある。 
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体系的に再設計することが、日本の経済統計体系におけるきわめて大きな課題である。米

国は、1990年代から新しい産業分類への検討をはじめ NAICS（北米産業分類体系）、そし

て 1990年代後半からは NAPCS（北米生産物分類体系）14の構築と導入をおこなってきた。

日本では、1990 年 6 月の日本標準商品分類（JSCC）があるが、それ以降の経済構造の大

きな変動を受けても一度も改定はおこなわれておらず、現在その利用事例を見出すことは

困難である。産業連関表基本表やコモ法などの加工統計でも工業統計の品目などの一次統

計でも利用されていない。日本標準産業分類（JSIC）は昨年 11月に改定（第 12回）され

たが、基本的な概念において問題も指摘される。 

 
日本標準産業分類における概念的な問題について、宮川（2007）15は北米産業分類体系

（NAICS）16および生産物分類体系（NAPCS）を検討し、「（現行の）JSIC は一貫した分

類概念を持つものではなく、需要サイド概念と供給サイド概念が混在した体系として構築

されていること」および「このような現状の分類体系を基にすれば、供給サイドの統計調

査である経済センサスにおいて部門別の詳細な調査票を作成することは、多くの困難を伴

う17」ことを指摘している。分類体系から、（経済センサスなど）一次統計、そして（産業

連関表など）加工統計へと繋がる連携性を構築する上で、日本の産業分類・生産物分類は

体系的に再検討されるべきときにある。 

 
また、現行の日本の分類体系における本社・事業持株会社の格付けにおいては、二つの国

際標準である「国際標準産業分類（ISIC）」および「北米産業分類体系（NAICS）」との間

に大きな相違がある（表１参照）。たとえば、製造業の本社が事業所として独立して存在し

ているとき、それは日本（JSIC）では製造業に格付けられるものの、日本以外の国際標準

ではサービス業（大分類として ISIC では「M.専門、科学及び技術サービス業」、NAICS

では「55.事業経営業」）として格付けられる18。よって大分類の産業別国際比較でも、たと

                                                  
14 NAPCSについては、以下の URLに詳しい：http://www.census.gov/eos/www/napcs/napcs.htm。 
15 宮川幸三（2007）「北米産業分類体系と米国経済センサス」（KEO Discussion Paper: No:106）。 
16 第 649回統計審議会議事録（平成 19年５月 11日）によれば、「かつて産業分類の基本的な考え方は、経済活動、ア
クティビティの類似性に注目して分類するという考え方が中心的であったが、最近では特に需要サイドでどれだけ類似

しているかという物差しを重視する傾向が国際標準産業分類や北米産業分類においても強くなってきている状況にある。

今まで以上にアウトプットを重視した分類についても考えるべきであろうという意見が示された。」とある。しかし、

1997年に導入された NAICSの最大の特徴は生産側のコンセプトのもとで作られ、生産性、単位労働コスト、資本集約
度、投入産出関係などを測定するために使われることを明示したものであり（それは米国センサス局の website で
Development of NAICSとして次のように明確に記述している―“It is the first economic classification system to be 
constructed based on a single economic concept. Economic units that use like processes to produce goods or services 
are grouped together. This "production-oriented" system means that statistical agencies in the United States will 
produce data that can be used for measuring productivity, unit labor costs, and the capital intensity of production; 
constructing input-output relationships; and estimating employment-output relationships and other such statistics 
that require that inputs and outputs be used together.”（http://www.census.gov/epcd/www/naicsdev.htm）、JSIC改
定当時における議論とは乖離している。 
17 需要サイドの概念に基づく分類を適用した場合、事業所が複数産業にまたがって生産活動を行うケースが増加するた
め、事業所の産業移動の発生頻度は増大する。そのとき母集団名簿における産業情報に基づいて調査票を配布しても、

実際の産業格付けとは異なってしまう頻度が増大する。詳細な部門別調査票を持つ統計調査設計は困難である。 
18 事業持株会社などで子会社を含むとすれば本社の格付けは困難を極めるであろうし、製品の販売構成（あるいは付加
価値率）の変化によっても産業格付けが変動しうるという問題を持つ。 
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えば一国全体の付加価値構成比における製造業比率のような単純な指標においてさえ、日

本では製造業の付加価値率は本社・事業持株会社の付加価値を含んで定義されることにな

ってしまう。つまり分類の特殊性によって、産業別付加価値構成の国際比較すら困難であ

ること（定義的に製造業が過大推計となること）を余儀なくされてしまう。 

 
表 1：JSIC、ISIC及び NAICSにおける本社、事業持株会社 

及び純粋持株会社の分類について 

 
※ 本社・事業持株会社については、日本標準産業分類（JSIC）の結果数値を集計することにより、国際標準産業分類 第４次改

定版（ISIC Rev.4）や北米産業分類システム（NAICS）との比較が可能となる。また、純粋持株会社については、各分類の最小レ

ベルの分類項目での比較が可能である。（この※は総務省添付コメントである） 

（資料：総務省） 

 
国連統計委員会による少なくとも ISICの 2桁レベルでデータを報告できるようそれぞれの

国の分類に適用するべきであるという要請は、アジア諸国を含むほとんどすべての国で満

たされていると考えられる19。現行の JSICのもとでは、日本が ISIC2桁分類ほどに比較可

能であるためには適宜、（表 1の下に付属された※項目のように）本社・事業持株会社をサ

ービス業へ移動するように再集計をおこなうことが必要になる。しかし、大分類や中分類

しかもたないほとんどの各種統計調査（法人企業統計など）や JSNA経済活動分類自体（推

計作業において JSICの 3桁産業分類およびその下の「本社」に関する分類など分離されて

いない）では、そのような再集計をおこなうことはほとんど不可能に近い。分類とは小分

類を規定するものだけではなく、大分類と中分類など階層を持った体系である。現行では、

ISIC2桁程度でさえ国際比較は困難である。 

 
                                                  
19 アジア諸国においても、国際機関アジア生産性機構（Asian Productivity Organization: APO）の 2008年調査では、
Rev.4への移行には時間がかかるが、APO加盟のアジア諸国のすべてで ISIC Rev.3（パキスタンとフィリッピンはRev.2）
の 2桁レベルでの比較可能性を保持している。 
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Ⅱ. ベンチマーク推計 

1. 日本の産業連関表作成 
日本の産業連関表作成の歴史は長い。日本の最初の産業連関表は、経済企画庁（現、内閣

府）と通商産業省（現、経済産業省）がそれぞれ独自に作成し、1955 年（昭和 30 年）に

試算表として公表した。行政管理庁（現、総務省）の統計審議会では、整合性のとれた産

業連関表を関係省庁において統一的に作成することが望ましいとの答申（1955 年 6 月 30

日）がある。半世紀後の現在、もう一度これを繰り返すべきときにある。 

 
日本での作表の歴史は共同作業による加工統計構築のひとつの成功例として、ＩＯ作成担

当者に蓄積された知見とともに高く評価される。そして日本では産業連関表およびその分

析の政策評価への寄与も大きい。一方、現状の課題としてみれば、行政改革のもと、各省

に蓄積された人的資源の蓄積を維持・継承することが困難となってきていることは産業連

関表の作成部局においても例外ではない。とくにＸ表（IOT）作成という広範なアクティビ

ティの技術知識に関する情報を要求する推計方法を維持することは、人的側面からも、ま

た（後述するように）各種投入調査の困難性からも現状の推計手法における問題が無視で

きなくなってきたとの指摘もある。一方では、急速に変化する実体経済の把握をおこなう

上で、「経済センサス」という基礎統計の基盤の上で精度向上を目指すことも可能になって

きているのではないかという期待も大きい。米国の事例がもっとも印象的である。30 年ほ

ど前であれば、日本の産業連関表の評価は米国に比して高かったかもしれない。しかし、

米国では、経済センサスとの有機的な相互の連携のもと産業連関表は観察的基盤の上に再

構築された。 

 

2. JSNA における二段階ベンチマーク推計の限界 
10 府省庁共同で作成される共同産業連関表（基本表）という加工統計を“所与”として、

JSNA での年次計算（ANA）が推計されるという現在の構造は、JSNA 体系の精度向上を

目的とする上で限界に来ている。現在、基本表では工業統計など事業所ベースの統計を中

心にしながらも、X表あるいは IOT表（商品×商品表）を作るために付加価値項目など事

業所分割をおこない（ほぼ産業技術仮定）、それを所与として JSNA では Use 表（商品×

産業表）を今度は IOT表を正しいと仮定して商品ごとに技術が同一であると仮定したうえ

で（商品技術仮定）で構築している。 

 
現在では基準年次の Use表という JSNAのベンチマークが、基礎統計と直接的に結び付く

のではなく、基本表を経由して接合せざるを得なくなっており、ベンチマーク推計として

その二段階推計方法によってバイアスを生じている。 
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3. ベンチマーク表のインテグレーション（統合） 
両者の概念と構造の整合ある完全なインテグレーション（統合）をおこない、2010年産業

連関表の構築を目標に推進すべきである。インテグレーションのためには、現行の基本表

の体系（詳細な IOT（商品×商品表）と粗い Supply 表）から、よりコンプリートな体系

（SUT/IOT：詳細な Use表の作成と同様な産業商品分類を持つ Supply表そして IOTとい

う体系：推計順序としては基本的に SUT→IOTであるが、アクティビティがより明確な場

合には(IOT + Supply)→Useの流れも存在しうる SUT/IOTの同時決定である）へと構造転

換を図る必要がある。 

 
このような構造上の変換は、現行の基本表を否定するものではない。体系的拡張のうえで、

基礎統計との対応を明確にして現行の基本表も推計されるし、その測定精度の向上へと寄

与することで、政策シミュレーションのより有効なツールを提供する。そのためには、列

部門が調査単位としての事業所の集計としての産業によって定義される Use 表に対して、

本来の産業分類としてのアクティビティとしての産業へと純化させる Use 表を作成するこ

とが必要であり、それは現在の基本表の理念であるアクティビティと合致している。その

ための基礎統計の整備も重要な課題である。そのうえで Symmetric IOTへと変換すること

で（狭義の）産業連関分析に利用可能となる。 

 
「基幹統計」（候補）として位置づける産業連関表とはインテグレーションによって構成さ

れる体系的な JSNAベンチマーク SUT/IOTとすることが相応しい。2010年ベンチマーク

表の作成、（以下に述べるように）経済センサスでの投入調査導入のタイミングと合わせて

検討を急ぐべきである。 

 

4. 制度部門・産業別クロス・ベンチマーク推計 
JSNA のベンチマークとしての産業連関表およびその基礎統計整備として求められる、重

要な視点は Use 表（および固定資本マトリックスなど）における列部門を制度部門・産業

部門のクロス分類として推計することである。既述のように、それは 1993 SNAの主要な

変更点の一つであったものの、JSNA（旧国民経済計算調査会議における 1997 年／1998

年の検討）では法人企業／個人企業別の基礎統計が十分でないなどの理由により制度部

門・産業クロス表の採用は見送られてきた。 

 
JSNA-ANAにおける制度部門別生産勘定の作成のためには、まずベンチマーク年次におけ

る経済センサスを基礎統計とした法人企業および個人企業別の産業別に、投入構造および

付加価値、とくに営業余剰と混合所得の識別が求められる。後に詳述するように、GDP推

計における三面アプローチにおける日本の大きな課題となっている所得面からの推計のた
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めには、産業別に法人企業／個人企業別の付加価値項目についての基礎統計が重要である20。

平成 23年に予定されている経済センサス（活動調査）によって、ベンチマーク時の基礎統

計整備が必要であり、それを受けてベンチマーク産業連関表（SUT/IOT）では制度部門・

産業別に設計をおこなう。同じ産業分類においても、企業形態の差異によっては投入構造

の相違が想定されよう。その統御は、投入係数の安定性を高め、IOT およびそれによる産

業連関分析の精度を高めることが期待される。 

 

5. 間接税と価格評価 
現行の産業連関表基本表は、各取引額に消費税を含む「グロス表示」となっている。基本

価格（basic prices）による SUT/IOT の作成および JSNA における基本価格による GDP

推計をおこなうことは、日本の統計システムにおいて中長期的な大きな課題である。将来

的に消費税の複数税率が導入される可能性に対しても、基本価格評価が重要であると指摘

されている。基本価格による評価をおこなうためには、消費税のより詳細な産業別納税額

など、各種間接税・補助金等に関するより詳細な税務情報の利用が不可欠である21。 

 
行政記録の活用に加え、各種の統計調査における消費税・各種間接税の取り扱いについて

も再検討が必要である。工業統計では、仕入額や出荷額において消費税を含んだ価格によ

って記入することを求めている。しかし、別途、経済産業省委託「今後の工業統計調査の

あり方に関する調査研究」報告書（2008年 3月：日立総合計画研究所）によるアンケート

調査では、従業者数 300人以上の製造業における 63.1％の企業が製造品出荷額において「す

べて消費税抜きで記入」しており、出荷額に消費税を含めて記入しているのはわずかに

14.2％に過ぎないことが示され、大きな課題として認識されるに至った22。経済産業省が明

確な問題意識を持っていたゆえに、工業統計調査ではこのような問題発見的な調査研究が

おこなわれていることは高く評価されるべきである。そして調査結果を受けて、工業統計

では対応が図られているが、その他の統計調査についても再検討されるべきである。 

 
6. 現行基本表推計法における課題：投入調査 

基幹統計（候補）としての産業連関表を考えたとき、その作表プロセス・方法論はよりオ

ープンに開示されなければならないが、精度向上の方向を考えるために現在 IO表の中核的

な基礎資料でありながらも、ユーザーによってあまり顧みられる機会のない投入調査（特

                                                  
20 産業別に法人企業／個人企業別の付加価値項目が要求される別の事例は、資本の測定である。1993SNA Rev.1で測定
が求められる資本サービス投入量の推計のためにはいくつかのアプローチがあるが、内生資本収益率のアプローチにお

いては日本では制度部門別産業別の営業余剰および混合所得の分離が課題となっている（野村浩二『資本の測定―日本

経済の資本深化と生産性―』慶應義塾大学出版会, 2004年）。 
21 日本の試算としては、新井園枝・荒川晋也「2000 年暫定基本価格表の作成と 2000 年地域間産業連関表の作成」（環
太平洋産業連関分析学会第 17回(2006年度)大会報告）がある。 
22 なお、税抜経理を行っている事業所は、製造業全体で 79％であり、そのうち従業者数 10-29人の事業所では 48.5%、
同 30-99人 68.3％、同 100-299人 85.2％、そして 300人以上では 90.7％と、「小規模な事業所においては、経理処理が
より簡易な税込経理が選択される傾向がある」ことが指摘されている。 
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別調査）を検討する。IO表の投入構造は、承認統計である「鉱工業投入調査」や「サービ

ス産業・非営利団体等投入調査」などにより推計されている。 

 
「鉱工業投入調査」は産業連関表作成のために、主として主要工業製品の原価構成を把握

し、投入構造推計の基礎資料を得ることを目的としている。調査対象事業所は、 

・昭和 55(1980)年調査では約 2万事業所を対象としたが、 

・昭和 60（1985）年調査では 1.1万事業所ほどへと半減（回収率 54.7％） 

であるが、経済産業省ホームページによると、現在は 

・平成 17（2005）年調査では約 2,000企業（有意抽出：回収率は 49.5%） 

とあり、回収率の低下によって調査対象を事業所から企業に変えている23。 

 
「サービス産業・非営利団体等投入調査」は「サービス業及び非営利団体等を営む事業所

がその事業活動に要した費用の内訳等の実態を把握し、産業連関表の作成における投入額

推計等の基礎資料を得ることを目的」としているが、その「平成 12年調査結果報告書」（総

務省統計局統計基準部）（平成 14年 7月）によれば、 

・5721調査対象事業所のうち回収数は 2301であり、回収率は 40.2％ 

・そのうち集計数は 2065であり、有効回答率は 36.1％ 

である。 

5年後のベンチマークイヤーの「平成 17年調査結果報告書」（総務省統計局統計基準部）（平

成 19年 9月）によれば、 

・5602調査対象事業所のうち回収数は 1301であり、回収率は 23.2％ 

・そのうち集計数は 1218であり、有効回答率は 21.7％ 

と、有効回答率は 36.1%から 21.7%へと大きく低下している。平成 17年調査における調査

事業所数によれば、対象は 108業種であるが、一つの業種あたりの平均事業所数は 11.3で

あり、そのうちの 4.4事業所は「本社・本店・本所」としての活動を含むものであり、単独

事業所および「支社・支店・支所」ではおよそ 7 つの事業所によって投入構造を推計して

いることになる。また極めてサンプル数の小さな業種（カラオケボックスでは 1、すし店、

下宿業、美容業ではサンプル 3）もある。 

 
統計調査として回収率を高める努力をすべきことは言うまでもないが、投入調査における

回収率の低さ自体を問題にすることは、統計システム全体から見れば歪んだ視点であると

言わざるを得ない。回収率の低下傾向を受けて、それを高くするために調査項目の簡素化

のみが指向されるようなことであっては、産業連関表にしわ寄せをしているだけである。5

年に 1 度のベンチマークイヤーにおける国民経済計算の中核的なパラメタでありながらも

                                                  
23 企業を調査対象としていることによっては、投入調査の調査票においてアクティビティを把握しようとする工夫があ
るとは考えられるものの、現在ホームページ上では調査票が公開されていない。 
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24、記入者の回答を得ることが困難である調査項目に対しては、統計調査としてどのように

改善を図ることができるか、そのための加工統計の設計はどうあるべきか、特別調査の中

で包み隠すことなくオープンな場で正確に議論されるべき課題である。 

 
回収が容易ではないとしても、重要な統計調査は「基幹統計調査」とすることを排すべき

ではないし（むしろそれにこそ罰則規定を含む基幹統計調査を指定する意義がある）、ベン

チマーク産業連関表がその重要性によって基幹統計の候補であることには変わりはない。

基本計画部会としては、各種投入調査という基礎統計の整備・改善を通じて基幹統計たる

ベンチマーク産業連関表の作表を強くサポートすることが望まれる。 

 
7. 経済センサスと投入調査 

産業連関表作表における各種の投入調査を改善する最大の可能性は、経済センサスにおけ

る導入である。平成 23 年経済センサス（活動調査）は、「国民経済計算の精度を高めるた

めにおこなう」との認識のもとで進んでいると考えられるが、一方で「最大の目標は回収

率を確保することであり、そのためには経理項目をしぼったものとしていかなければなら

ない」という指摘もあった。投入調査に着目すれば、経済センサスの現状の可能性として、

おおまかには以下のような三つの選択肢がある。 

 
(A) [現状方式]  

経済センサスの調査項目を簡素化＋分離して現行の投入調査（特別調査）を実施 

(B) [ロングフォーム方式] 

ショートフォームと、投入調査などを織り込んだロングフォームを作成（部門別の詳

細な調査票を設計） 

(C) [米国方式] 

投入調査などを調査票に完全に織り込む（部門別の詳細な調査票を設計） 

 
(A)は、たとえば現行の「工業統計と鉱工業投入調査」の組み合わせのように、現状の再現

である。しかしそこでは、(1)工業センサスに比べタイミングが半年ほど遅れることでそれ

が産業連関表基本表の作表において 6－9カ月の遅れをもたらすと考えられること、(2)さら

に JSNA確報および確々報にはより深刻な支障となることが指摘されていること、(3)投入

調査は従来対象年に最も近い情報（つまり前年の情報）を元に実施されていたが、21 年の

事業所企業統計の名簿（金額は調査されていない）を利用して抽出することになること25、

(4)しかも工業センサスの完全な代替にはならない可能性があること（製造業を従業種とし

                                                  
24 むしろ 5年に 1度であることによって、被調査事業所によっては新規の調査と同様に扱われてしまうことや、事業所
の記入負担者を特定できないまま調査票を発送せざるを得ないなどが、問題として指摘されている。 
25 もちろん平成 23 年経済センサス結果を用いて投入調査を実施することが望ましいが、その場合は産業連関表の公表
が 18か月も遅れてしまうという見通しであり、(B)と(C)の同時実施が望まれる。 
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ている事業所の製造部門の売上高の細部を把握できずに、従来の「工業統計」との断層が

発生する可能性）などの懸念があり26、基準改定や確報をどう作るかについて十分な議論が

おこなわれていないとの問題を指摘する声も多い。平成 21年経済センサス（基礎調査）に

よる名簿整備によっては主業種に限れば調査対象が広がるメリットもあるが、従業種が大

分類のみの調査であっては十分な供給（Supply）表の推計ができずに基本表や SNA-ANA

においてもその精度を保証することはできないとする指摘もある。 

 
その他の問題としては、平成 23年経済センサスで従業種については大分類のみ把握という

ことになれば、従来の「サービス業基本調査」（経済センサスの実施により廃止が決定）よ

りも精度が低くなる可能性が大きいとの指摘や、「平成 23 年調査に関しては、企業の基本

的な情報すら把握できない本社調査になるようであるならば、むしろ本社調査よりは事業

所調査を充実させることの方が有益ではないか」（経済産業省経済解析室）との指摘もある。

また、経済センサス（活動調査）実施年における、経済センサスと法人企業統計、法人企

業活動調査、医療施設調査、学校基本調査など各種統計調査との関係性および重複是正措

置についても根拠が必ずしも明確ではなく、統計調査全体として記入者負担を抑えながら

経済センサスの調査項目を充実させる方向を探る余地はある。 

 
また、大きな問題を抱えている現在の「投入調査」については、現状方式は何の改善策も

もたらしていないことは留意すべきであり、もし(A)方式を選択する場合には、投入調査・

販売先調査などの現行の各種特別調査の精度検証を合わせておこなう必要がある。現状方

式の経済センサス導入によってもたらされる「国民経済計算の精度向上」とは具体的に何

を指すのか、本来主要な目的である産業連関表（基本表）の精度向上に対してどのような

貢献ができるのか、ドキュメントを正確に準備し、議事録を公開するオープンな場での正

確な議論を行うことで、国民に対する説明責任を果たすべきである。 

 
(B)と(C)は基本的に同じ調査票設計を必要とする。記入者負担の面からみれば、 もし(A)

と(B)で「投入調査」のサンプル数が同じであるとすれば、(A)は経済センサスと同年次にお

いて分離して実施されることから調査対象には二重の負担感を与える可能性があり、(B)で

は経済センサスの調査票を経済活動部門別に詳細に設計することで、特定の財・サービス

の投入調査を調査しやすく記入者負担を低減することができることが期待されるから、記

入者負担は(B)の方が少ないであろう。分類や調査票の設計次第では回収率の低下をもたら

すかもしれないが、詳細な産業連関表作表を可能とするに有効な基礎統計をもたらしうる

意義は大きい。(B)と(C)において学ぶべき事例はすでに米国にあり、二年間かけてキャッチ
                                                  
26 これまでの「工業統計」も「製造業に属する事業所」（主業種が製造業である事業所）を対象としているが、調査票
回収後、結果的に製造業が従業種となっていることが判ったケースであっても、実際には継続的に調査に協力して頂い

た事業所も少なくないため、統計データの連続性が確保されていた。断層の発生によっては「接続表」という 3 ベンチ
マークを接合した利用価値の高い産業連関表はその作成が極めて困難になる可能性が指摘されている（経済産業省経済

解析室）。 
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アップするように全力を尽くすことが、記入者負担を抑えながら社会に精度の高い情報基

盤を提供するための最善の方法である。それは 5 年に 1 度のベンチマーク推計値であるこ

とを、もう一度確認したい。 

 
適切な分類、調査票の入念な設計によっては、調査票の枚数が大幅に増加しても必ずしも

回収率が低下しないという研究事例がある。宮川（2007）では、Murphy（2005）27による

米国経済センサスの事例を紹介し、「NAPCS 導入以前の 1997 年センサスでは、市中銀行

業の収入源として項目 9において 35種類の種別ごとに調査が行われているが、NAPCS導

入以後の 2002年センサスでは、項目 22において 168種類もの調査項目が設計されている

（市中銀行部門の調査票全体でみれば、1997年の 3ページから 2002年には 16ページに増

加している）。・・（中略）・・Murphy(2005)によれば、NAPCSのようによく定義された生

産物分類に基づいて調査が行われた場合には、たとえ調査票の枚数が増加したとしても、

必ずしも回収率が低下することはないという。このことは、2002年の NAPCS導入テスト

において、廃棄物管理・浄化産業や金融業でも証明されている（若干、文章は集約化）」こ

とを指摘している。 

 
これまでに日本の基本表作成において蓄積されたアクティビティや技術に関する知見のも

と、産業分類と生産物分類の体系的見直しとともに、経済活動別に投入調査を含む調査票

の設計を急ぎ、真に「産業連関表そして国民経済計算の精度向上」につながる平成 23年経

済センサスの設計をおこなうことが強く求められており、それは加工統計の精度向上のた

め経済センサスに求められる必要スペックのひとつである。投入調査の導入には段階的接

近が現実的であるかもしれないが、学ぶべきモデルはすでに米国の経験にある。米国の経

験と体系を正確に学ぶことで分類体系、経済センサス、企業組織調査、そして産業連関表

という体系的整備と検討のために米国が費やした長い時間をスキップすることが望ましい。 

 

Ⅲ. 年次推計（JSNA-ANA） 

1. JSNA-ANA 
年次推計（JSNA-ANA）とは、確報（年度終了後翌年 12 月）および確々報（年度終了後

翌々年 12月）である。JSNA-ANAにとって 5年おきのベンチマーク推計が延長推計のた

めの基盤を与えるものとすれば、四半期推計（JSNA-QNA）にとってその延長推計の基盤

を与える第二次ベンチマーク推計は JSNA-ANAである。景気判断を要するマーケット関係

者の興味は QNAなどの精度に集まる傾向にあるが、その基盤となる各種パラメタは ANA

に依存していることを留意されるべきである。また、経済学者などの JSNA ユーザーにと

                                                  
27 Murphy (2005) ”Testing NAPCS Products in the 2002 Economic Census: Successes and Lessons Learned”, paper 
presented for the 20th session of the Voorburg Group. 
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っては、マクロあるいは産業部門別の JSNA-ANAを分析対象とすることが多く、その重要

性はあらためて指摘するまでもない。Ⅲ.年次推計では、ANAの精度向上のため、その構造

的な変革および基礎統計の整備の方向性を検討する。 

 
国際的に ANAの推計の構造を見れば、諸外国の多くが生産アプローチを中心としているの

に対して、日本は支出アプローチを中心としている。本来、GDP推計の三面アプローチに

組み込まれているはずの多面的なチェック機能が働いていないと考えられるなど

JSNA-ANAという加工統計の推計フレームとして改善すべき検討課題、そしてこれまで改

善のための制約となってきた基礎統計未整備の課題は多い。 

 

2. GDP 推計のための三面アプローチによる接近 
はじめに三面のアプローチについて整理しよう。GDPはその三面等価性に対応して、測定

のフレームワークとしても、以下の三つがある。 

 
①生産アプローチ（production approach） 

生産アプローチとは粗生産額（gross output）からすべての中間投入（intermediate inputs）

を除いた残差としての粗付加価値（gross value added）を求めることによって GDP（output 

based）推計へと接近する。これは JSNA では付加価値法（VAM）と呼ばれるものに該当

する。 

②支出アプローチ（expenditure approach） 

支出アプローチは最終需要（最終消費、総固定資本形成、在庫純増、そして輸出マイナス

輸入）によって GDP（expenditure based）を推計する。支出アプローチにおいて利用さ

れる測定法は、コモディティ・フロー法（CFM）である。それは財別に供給（含む輸入）

を把握したうえで、その使用（含む輸出）を推計することで接近する。 

③所得アプローチ（income approach） 

生産・支出からのアプローチが粗生産額から中間投入（中間消費）を除いた差分として推

計されるのに対し、所得アプローチでは雇用者報酬（賃金・俸給および雇主の社会負担）、

生産に課される税マイナス補助金、固定資本減耗及び営業余剰・混合所得の積算によって

より直接的に GDP（income based）へと接近する。このとき中間投入合計は、生産アプロ

ーチとは対照的に、粗生産額から粗付加価値を除いた残差として定義される。 

 
現在、JSNA では所得からのアプローチはおこなっていないが、旧国民所得統計（53SNA

での JSNA）の「国民所得報告」の作成手続きでは、分配国民所得と国民総支出が推計さ

れ、生産面の産業別国民所得は分配国民所得の組替えによって推計されていた。現在、基

礎統計整備と税務情報の利用の検討を含めて、中長期的にその開発が強く期待されており、

JSNA-ANA（そして QNA）の精度向上に大きな貢献をもたらすものとなろう。 
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3. JSNA における GDP 推計法 
現行の JSNA における GDP 推計方法は、支出アプローチを基準としている。共同産業連

関表（基本表）におけるベンチマーク推計、および JSNAにおける年次推計（ANA）と四

半期推計（QNA）、それぞれにおいて三面アプローチの視点から現行の推計方法を整理し

たものが表２である（   は JSNAの未整備部分を示している）。 

 
表２：GDP測定の三面アプローチ（   は JSNAの未整備部分） 

JSNA 
GDP Account 

Expenditure 

Approach 

Production 

Approach 

Income 

Approach 

(B_ANA) 

Benchmark Estimates 
B_ANA-EA B_ANA-PA B_ANA-IA 

(ANA) 

Annual Estimates 
ANA-EA ANA-PA ANA-IA 

(QNA) 

Quarterly Estimates 
QNA-EA QNA-PA QNA-IA 

 
QNA は支出による一面からの推計値であるのに対し、ANA およびベンチマーク推計は生

産と支出からの二面アプローチである。後者のふたつはともに二面アプローチとしながら

も、その調整プロセスには大きな差がある。ベンチマーク推計は、中間投入構造を含む産

業連関フレームワークを基礎とし、支出面と生産面は商品ベースでの整合的な投入産出バ

ランスのもとに調整がおこなわれる28。 

 
一方、JSNA-ANAでは、支出側（コモ法）の推計値が GDP推計の基準とされ、生産側（付

加価値法）による推計値との差分は統計上の不突合として処理される。現行ではその背景

に使用（Use）表の中間投入構造を持たずに、SUT フレームとしての整合性を欠く二面ア

プローチによっていると評価される。ただしこれは、統計上の不突合がある限度を超えて

きたきに何らかの人的な調整プロセスがあることを前提としており、もし文字通りに統計

上の不突合として処理されているのみであれば、現行 JSNA-ANAは QNAとともに単に支

出アプローチの一面にのみ依存しているという評価をおこなうことも可能であり、GDP推

計の基盤としてより強固となるよう、構造的な再設計が必要とされる。 

 

4. 三面アプローチの調整場としての ANA-SUT/IOT 
ANA における二面アプローチ（将来の三面アプローチ）による、GDP 推計値の調整の場

                                                  
28 それは現行の基本表の体系のもとでおこなわれ（ここではほとんど説明がつかない「家計外消費支出」などの概念も
残っている）、JSNAとしては二段階ベンチマーク推計となっており、その限界は本稿Ⅱで検討したとおりである。 
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としてのフレームワークが必要であり、それは ANA-SUT/IOT である29。産業連関フレー

ムのもとで最終的にはバランスが保持されることが望ましいものの、各推計における測定

の精度が検証され、問題発見的に機能するためには二面（および将来の三面）推計値をあ

らかじめ調整しないこともまた重要である。そして ANAにおけるこのような検討プロセス

は、そのまま将来における QNAの構造的拡張とその検討に適用することができ、四半期推

計の精度を大きく高めることが期待される。 

 
ANA-SUT アプローチの開発は（その精度としてはベンチマーク時における基礎統計とし

ての経済センサスにおける投入調査実施とも関連するけれども）、形式的には加工統計側の

構造の課題であり、二面アプローチからの調整は平成 17 年基準改定時（2010 年）に向け

て開発を急ぎ、三面アプローチについては必要な基礎統計整備のために時間を要するが遅

くとも平成 22年基準改定時（2015年）における導入を推進すべきである。 

 

5. 年次産業連関表のインテグレーション：延長表と ANA-SUT 
産業連関表の年次推計としては、経済産業省によって基本分類に基づく延長表が推計され

ている30。延長表（経済産業省）と JSNA-ANA-SUT（内閣府）では、その作成目的が異な

りうるものの、一つの国で同じ年次に二つの異なる公式産業連関表を作成し続ける姿は、

中長期的には解消されなければならない課題である。構造的な差異を別にしても、現状と

しても最終需要推計などは概念およびその計数として整合性の保持が求められる要素も多

い。現行の延長表最終需要推計とコモ法の推計をみるならば、相互の検討によって互いに

改善すべき余地を見出すことができる。 

 
段階的なアプローチを採用することが現実的であろう。まず年次推計における最終需要ブ

ロックなど共通項目部分に関して、測定方法や基礎統計の差異を検討したうえで、部分的

なインテグレーション（統合）をおこなうべきである。JSNA 産業連関フレームとしての

整合性保持のため国民経済計算部会のもとに設置されるべき「産業連関表専門委員会」に

おいて、平成 17年基準改定（2010年）からの JSNA-ANAコモ法との段階的統合化に向け

ての検討をおこなう必要がある。 

 
そして中長期的には、10 府省庁合同作成のベンチマーク SUT/IOT と同様に、内閣府およ

び経済産業省の合同で年次 SUT/IOTとして、ひとつの日本の公式年次産業連関表を作成す

るべきである。平成 22 年基準改定時（2015 年）に向けて推進をおこなう。産業連関表作

                                                  
29 オーストラリアでは、SUTを 3回推計し（first preliminary, second preliminary, final）、ASNA（オーストラリアの
国民経済計算）の年次推計を SUTフレームに基づいて 3面から行っている。ここでは、生産・所得・支出の３面から
のGDPが一致するまで計数調整が行われるため、年次の統計上の不突合はない（ただし四半期速報では不突合が残る）。 
30 2000年表より基礎統計として動態統計を中心とする簡易延長産業連関表が作成されるようになり、基本表と同等な
産業分類を持つ延長表は 1999年表をもって一時作成休止となったものの、本年 6月に 2004年延長表（2000年基本表
をベンチマーク）として復活している。 
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成のための加工統計側の作表技術と知識を一つの年次表へと集約させ、また合わせてその

ために必要な基礎統計整備のための要求を正確に一次統計側に与えることが必要である。

そのコーディネーション機能は、統計委員会が果たされなければならない。 

 

6. コモ法の構造的課題 
支出アプローチによる GDP（expenditure based）の精度向上を目的としたとき、現行コ

モディティ・フロー法の構造的改訂および基礎統計の整備が必要である31。構造的には、次

のような課題を挙げることができる。 

 
①中間消費の産業別推計：コモディティ・フロー法は、商品別国内出荷に輸入を加算して

総供給を求め、輸出を含む商品の需要先へと配分する。JSNAにおける現行のコモ法では、

その際に明示的に取り扱われる配分先は、建設部門向け中間消費、その他部門向け中間消

費、家計消費、固定資本の四つに限られている。そのうち、その他部門向け中間消費とい

う集計ベクトルのみの単純化は、ANAの時系列推計において大きな不安定要素となってい

ると考えられる。中間消費構造の変化をコモ法と連動して描写する体系へと拡張する必要

がある32。 

 
②最終需要項目の細分化：コモディティ・フロー法は、2200品目ほどの財を持つ JSNA-ANA

においても、観察的な基礎の脆弱な上に推計することを余儀なくされている。コモ法とは

「産業連関表との結合が図られること、人的推計法と比べて、概して推計漏れが少ないこ

と等の長所を持つ半面、重要項目ごとの配分比率やマージン率を実態に即したかたちで変

動させることが難しい」面もあり、他方「家計や企業などの主体別統計を利用する人的推

計法は、わが国においては基礎統計が豊富なこともあって、優れた推計方法ではあるが、

中間消費も含めた生産物相互間の投入-産出関係をとらえ、その一連のなかで最終需要を把

握するものではないので、産業連関表との関連をつけることができないという制約をもっ

ている」としている（旧経済企画庁経済研究所）。その上で、68SNA に対応した JSNA で

はコモ法を全面的に採用することとなったが、現在では人的推計法（需要サイド）と物的

推計法（供給サイド）の推計法を有効に組み合わせることができるような構造が必要であ

る。GDP推計の支出アプローチを支える需要（支出）サイドのデータをより適切に反映さ

せるためには、現在の家計消費と固定資本というおおまかな二分化から脱する必要がある。

家計消費ベクトルは、商品－費目コンバータを通じて費目別消費支出として需要側データ

                                                  
31 支出アプローチにおける中間・最終需要データの反映を含む体系の見直しは、ESRI 計算部国民生産課における
93JSNA 長期時系列整備プロジェクトとして進行しており、本稿で検討する六つの課題は野村浩二・二上唯夫（2008
年 4 月）「JSNA における GDP 勘定体系の検討－支出アプローチを中心とする課題と改訂の方向性－」（mimeo）によ
っている。 
32 現行の JSNA-ANA においても産業別生産額および中間投入比率（付加価値率）は別途推計されており、中間投入係
数の基準年値からの補正を含みながら、産業別中間消費を明示的に推計することができる。産業別生産額の時系列変動

を反映した暫定中間消費額をもとめていくことで、最終需要別推計とともに、現在ほとんどの品目で固定されている配

分比率を補正する役割を担うことが期待される。 
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との相互チェックをおこなうことができる。商品のグルーピングとしての各種目的分類と

して、個人消費（COICOP）、対家計非営利団体の目的分類（CONPI）および政府機能分

類（COFOG）への対応も考慮し、GFS や各種サテライト勘定との接合を図ることもコモ

法（あるいは相互）の精度向上に有効であると考えられる。 

 
③商品分類の統合：コモ法はその目的から時系列接続を重視するために、コモ 6 桁分類と

基本表での 7桁分類（基本分類）においてもいくつかの概念差がみられる33。また基本表に

おける 10 桁分類（3600 ほど）からみればコモ 8桁分類も更なる細分化が可能である。こ

れらを検討するうえで、ひとつの障害はコモ法の商品分類（8桁および 6桁）が公開されて

いないことである。分類自体を公開しない意味は乏しく、公開されている基本表 10桁分類

との対応関係を明確にして統廃合を推進すべきである。それは、今後数年かけて構築され

るべき「日本標準生産物分類」と同一のものとしてインテグレーションが図られるべきで

ある。 

 
④非市場産出の包括：現行コモ法での推計対象は、市場生産活動の生産物のみであり、政

府サービス生産者および対家計民間非営利サービス生産者（NPISHs）の産出（市場産出お

よび非市場産出）については推計値を事後的に加算している。需要（支出）サイドのデー

タをより有効に活用した支出アプローチのためには、描写される商品が網羅的でなければ

ならない。 

 
⑤建設コモの見直し：現行では建設部門の産出額推計は、コモ法によって間接的に推計さ

れる建設部門の投入コスト積み上げで推計されている。いわゆる建設コモである。その手

法による精度が懸念されることは当然である。コモ法開発当時とは異なり、現在では建設

部門を特別に取り扱う必要はもはや見出されず、コモ法におけるひとつの商品としてそれ

ぞれの建設部門の産出額を推計する方法へ再構築する必要がある34。 

 
⑥中古品・屑・副産物：基本表と JSNA コモ法との視点の違いのひとつは、中古品などの

取り扱いである。現行の基本表では、中古品そのものは計上されずにそれに要する商業（い

わゆるコスト商業）のみが計上される。（鉄屑と同様として扱われる）中古の鋼船以外は対

象外である。一方、JSNA では、中古品売却額は控除項目であり、総固定資本形成から中

古品を輸出したときなど最終需要項目を超える取引は計上されなければならない。現行の

JSNAは、中古品・屑の取り扱いはほぼ基本表にしたがったままであり、制度部門間取引、

特に海外取引の推計方法の検討とともに体系的な拡張を先駆けておこなう必要がある。そ

の改訂を受けては、付随するコスト商業として基本表へとフィードバックできる。 

                                                  
33 「産業用機械器具（除建設機械器具）賃貸業」および「建設機械器具賃貸業」はコモ法では推計されていない。 
34 建設部門の中間投入構造は、基準年次では建設部門分析産業連関表の利用も 1970年より可能である。 

20



 
 

 

7. サービス産業の把握 
内閣府による「国民経済計算からみた基礎統計の課題」と題する資料35では、主要な課題の

はじめに「第三次産業については、売上高等の情報が把握されていないために、JSNA の

推計に際して、業界団体資料や代替指標の利用、トレンド推計等を行っているものがある」

として掲げている。基礎統計としてサービス産業の統計整備は大きな課題として認識され

ていた。そういった要請に応え、総務省は本年 7月より「サービス産業動向調査」（約 39,000

事業所の月次調査）を開始する。そこでは、経営組織および資本金等の額、従業者数、月

間売上高、主な事業の種類が調査され、JSNA-QNAにおけるサービス業の生産額推計にお

ける脆弱性は大幅に改善されることが期待される。 

 
一方、「サービス産業動向調査」と、経済センサス（それに伴い「サービス業基本調査」は

廃止）の間におけるサービス産業を包括する年次調査においてはまだ脆弱な分野が残され

ている。月次調査では従業者数や売上高など簡易な調査にとどまらざるを得ないが、年次

調査においては部門別生産額や費用項目に関するより詳細な調査が必要となる。ESRI「国

民経済計算からみた基礎統計の課題」では、中間投入比率として年次推計のための十分な

情報が得られないもの（第三次産業分野）として、教育、介護、その他の対事業所サービ

ス、その他の対個人サービス、出版印刷（2002年の JSIC改定で工業統計の対象外となっ

たため）が課題として指摘され、それらの産業においては中間投入比率について固定比を

仮定せざるを得ないことを問題視している。米国でも四半期調査では Quarterly Service 

Survey（QSS）、年次推計としての Service Annual Survey（SAS）、そして 5年おきの経

済センサスとして設計されている。SAS の役割は、QSS で調査されていない e-commerce

や詳細な費用項目、また四半期推計に対する改訂などに対応をはかることである。 

 
生産アプローチによる GDP（output based）の精度向上のためには、詳細にプロダクトミ

ックスを描く生産構造とともに、中間投入総額およびその投入構造を把握できる基礎統計

が不可欠である。サービス産業については、より詳細な経理項目の年次調査が必要である。 

 

8. その他の基礎統計の整備・課題 
①在庫推計：国際的に見ても在庫品増加の推計は最も信頼のおけない推計値のひとつであ

るが、現行の日本の GDP推計は支出アプローチを基準としていることから、精度向上への

継続的な検討が一層求められている。後述するように、平成 23年経済センサス（活動調査）

によっては、工業統計の利用が困難となり、生産動態統計の代用の検討がおこなわれてい

る。現在、製品在庫・仕掛品在庫・原材料在庫は工業統計表を基に推計しているが、これ

らを生産動態統計から代替的・簡易的に推計することは今のところ不可能である。したが

                                                  
35 国民経済計算部会第１回勘定体系・新分野専門委員会配布資料 5（2008年 2月 21日）。 
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って工業統計表の遅れによる問題は、支出アプローチによる日本の GDP推計において深刻

なものとなる。QNA方式で推計法を作成することは不可能ではないが、在庫変動の推計は

QNA においてももっとも精度の低い項目であることを考えるとこれは望ましい選択肢で

はない。工業統計表が従来どおりのタイミングで公表されていくことが望ましいが、これ

が不可能なら生産動態統計で在庫に関する情報を収集する必要がある。 

 
②政府支出：現行推計では政府支出に決算を用いているが、これが進捗ベースでないこと

がコモ法にかなりの歪みをもたらしていると考えられる。この点は中期的課題として GFS

の整備とともに改善していく必要がある。特に、公共投資推計では、QE段階では一応（推

計精度に問題があるが）進捗ベースであるものが、確報で支出ベースに置き換わることと

なっており、これが確報段階での民間設備投資へのノイズ要因となっている可能性もある。 

 
③商品別配分比率：乗用車、パソコン、携帯電話など民間消費と設備投資の両方に用いら

れる商品の配分比率は現状では得られていない。これはベンチマーク作成時での重要課題

でもあるが、ANAでも景気循環に対しての民間消費と設備投資の反応が異なることは十分

に想定され、コモ法による需要項目別推計の精度を大きく左右する問題である。 

 
④個人企業の活動把握：この点は生産動向把握面でも大きな課題であるが、制度部門別生

産勘定・所得の発生勘定、所得アプローチによる GDP（income based）推計の開発やこれ

を用いた三面等価のチェックという面でも大きな課題である（現行方式では営業余剰が残

差となっており、分配面からのチェックは行われていない）。企業規模別の経営状況の差を

把握することの政策的重要性も増している。現在用いている、「個人企業経済調査」（総務

省）は対象産業が「製造業」，「卸売・小売業」，「飲食店，宿泊業」及び「サービス業（他

に分類されないもの）」と限定されている上に、サンプル企業数が 4000 弱と少なく、その

ままの形で JSNA の中で利用していくにはノイズが大きすぎるように思われる。母集団の

多様性に見合ったサンプルを確保することが重要と考えられる。 

 
⑤企業統計の事業所変換：JSNA の年次推計あるいは四半期推計では、事業所ベースの統

計調査ではなく、「法人企業統計」など企業ベースの統計調査に依存し、企業によって格付

けた産業別計数によってそのまま JSNA における経済活動別推計値を延長推計するといっ

たプロセスが多く見受けられる。これは非常に危険な慣行である。今後、QNAにおける生

産アプローチからの GDP推計のためには、税務情報の活用とともに法人企業統計など企業

統計の一層の活用が期待される。そこでも個別企業の事業所変換は産業別計数の推計のた

めに重要である。経済センサス（基礎調査）によっては、個々の企業レベルのデータを事

業所レベルに推計可能となるよう、コンバータとしての機能を持つ企業組織情報が整備さ

れることが期待される。しかし企業組織情報の更新を年次で可能となるためには、米国で
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すら行政記録情報のみでは十分ではなく企業組織調査（COS：Company Organization 

Survey36）のように企業対象として事業所の雇用者数・給与支払・活動内容などを調査す

る統計調査が必要とされている。日本ではいかなるかたちで、企業－事業所コンバータを

年次更新するのかそのための設計が求められよう。 

 
⑥労働生産性統計：米国労働省労働統計局（BLS）では、四半期と年次での非農業ビジネ

ス部門や製造業における労働生産性および単位労働費用（Major Sector Productivity and 

Costs）と NAICSにおける 2桁から 6桁ベースでの産業別年次労働生産性および単位労働

費用（Industry Productivity and Costs）が推計されている37。米国ではそれらは代表的な

経済指標のひとつとして完全に定着している。JSNA-ANAおよび QNAにおいても、GDP

推計値に加えて各種労働生産性指標をもとめる声はユーザーに多い。SNAにおいても、生

産性分析のための労働投入量の測定が求められており、そのためには職数、全労働時間、

常勤換算職数の三つの指標が示されている。第一に求められるものは、労働属性を統御し

たもとで所定内労働時間および所定外労働時間（unpaid も含む）から、有給休暇、祝日、

病欠などを除いた産業別実労働時間（actual hours worked）のデータ整備である。第二に、

職数、平均労働時間、および時間当たり賃金率の産業別雇用者報酬としての整合性保持で

ある。基礎資料となる労働統計の整備の検討し、指標開発に取り組むことが必要である。 

 

9. JSNA-ANA 価格体系 
JSNA-ANAではその実質評価として、CPIや CGPI/CSPIなどを基礎として「基本単位デ

フレーター」38を作成している。不変価格表示による ANA作成の観点からは、国内外から 

CGPIは 2005年基準において 84％ほどが生産者価格であるとされるが、卸売段階の価格が

混在しているという批判があった（ゆえに「企業物価指数」という一般的ではない名称を

利用39）。実際、コモ法における「基本単位デフレーター」を始めとして、実質化を伴う日

本のほとんどの分析ではそれは「生産者価格指数」（PPI）として扱われているのが現状で

ある。これは ANAの不変価格表示にバイアスをもたらしている。 

 
コモ法の商品分類のもとで、ESRI 計算部内において価格統計体系に関する整備や（CPI

および CGPI/CSPIなどの）整合性チェック、そしてmissing dataに対する価格指数の開

発、現在の基準による長期遡及推計の実施など、加工統計としての価格統計を体系的に検

討する機能が日本の統計システムにおいて強化されるべきである。 

                                                  
36 米国センサス局（http://www.census.gov/econ/overview/mu0700.html）。 
37 米国 BLS（http://www.bls.gov/lpc/）。 
38 各表章項目の実質化に用いる最小単位の品目別価格情報であり、約 400 品目レベルで、生産、輸入、輸出、家計消費、
中間消費、固定資本形成の６分野について作成。 
39 国際的に一般的ではないその名称については、「最終的には「企業間取引における需給動向を最も反映する取引価格
の総称」として、その厳密性に拘ることなく、一般の方々を含めた分かり易さを重視して、「企業物価指数」と定めた」

（日本銀行「企業物価指数の基準改定に関する最終案」）（2007年 1月）ものであるとしている。 
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SNA 推計のための基礎統計の整備（QE） 

 

中村洋一、櫨 浩一、山澤成康、門間一夫 

（取りまとめ：門間） 

2008 年 7 月 11 日 

 

1. 対象と範囲 

SNA 推計のための基礎統計の整備に関する論点のうち、QE 推計に関するものが

本報告での検討対象である。 

なお、SNA 推計のための基礎統計整備（行政記録の活用を含む）は、SNA 作成

部署と各々の基礎統計・行政記録等を所管する府省に跨る検討課題ということ

になるが、基本計画の実施に当たっての実際の手順としては、まず SNA 作成部

署側で個々の基礎統計等に関する具体的なニーズをより詳細に詰めた上で、関

係府省との間で検討の場を設け、統計委員会の意見も聴きながら検討を進める

ことが適当と考えられる。 

 

2. 現状と問題の所在 

現在の QE に関しては、 

① 数字の振れやノイズが大きく、月次の各種景気指標等から醸成される景況
感と乖離した動きを示すことが少なくない、 

② １次 QE→2 次 QE の改訂幅や、QE の積上げによる年次計数と確報の乖離が
大きい、 

等の問題から、政府・日銀の政策的な判断、企業・金融市場の景況感の形成、

海外政策当局や外国人投資家の日本経済に関する認識等における共通言語とし

て使いにくい、との指摘がしばしばなされている。 

このような QE の問題点に対し、QE 推計手法の改善の範囲内で一定の対処が可

能と思われる幾つかの点（季節調整手法、基礎統計のノイズ処理手法、QE 推計

に用いる基礎統計の選択の見直し等）に関しては、「GDP 統計の精度向上に向け

た検討」に示した通り。 

しかし、振れ・ノイズや、1次 QE→2 次 QE の「改訂幅」、QE と確報の「乖離幅」

等の大きさが、主として基礎統計の振れ・ノイズに起因するものであったり、

基礎統計自体の改訂（基準改定、季節調整替え等）を反映したものである場合

には、加工統計としての QE がこれらを反映するのは当然である。従って、上記

のような QE の問題点を解決し、共通言語としての QE の有用性を向上させるた

めには、推計手法の改善と併せ、QE 推計に用いられる各種基礎統計の段階まで

遡って、QE の「振れ・ノイズ」や「改訂幅」をなるべく小さくするような形で

の整備を検討することが必要である。 

資料２ 
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また、QE のための基礎統計整備という観点からは、公的部門自身に関する各

種基礎データの拡充や、行政記録を統計化して QE 基礎資料としての活用するこ

と、等も、QE の精度向上に資するものと考えられる。 

以下では、こうした観点から、①需要側基礎統計、②供給側基礎統計、③分配

面推計のための基礎統計の順に、今後の統計整備の方向性を整理する。 

 

3. 需要側基礎統計の整備 

(1) 個人消費関連の基礎統計 

QE の個人消費に関しては、その「振れ」の大きさや、月次の販売統計等の各

種消費関連指標と必ずしも動きが一致しないこと（「景気実態を反映していな

い」との批判も多い）が、しばしば問題とされている。その主な原因が、需要

側推計に用いられる『家計調査』のサンプル数の少なさ（約 8,000）に起因する

標本誤差の大きさにあるとみられることも、ほぼコンセンサスとなっている1。 

標本誤差による「振れ」の問題に関しては、推計手法の改善によってどの程度

改善が可能か実証的に確認する2必要がある。 

ただ、QE のための基礎統計の整備という観点から言えば、やはり『家計調査』

の拡充が検討課題となろう。無論、現行のような詳細な調査項目を維持したま

ま『家計調査』のサンプル数を増やすことは、リソース制約や報告者負担の面

からみて現実的とは思われない。一方で、『家計調査』には、①第 3ＷＧで別途

議論されている「家計・暮らし・居住・余暇・レジャー」等に関する社会統計

としての機能や、②加工統計である『消費者物価指数』作成のための基礎統計、

等の役割があるため、調査項目の大幅な削減・簡素化は困難と考えられる。 

こうしたことを前提に考えると、QEのための基礎統計整備という観点からは、

『家計調査』とは別個に、マクロの家計消費動向を月次ベースで捉える統計調

査を整備することが望ましいと考えられる。具体的な調査内容・項目（どの程

度詳細な内訳項目を訊くか、等）に関しては、SNA 作成部局も加わって検討を進

めるべきであるが、その際、月次の統計結果も SNA との対応関係が明確なもの

                                                  
1 QE個人消費の振れ・ノイズと『家計調査』の関係に関しては、より詳しくみると、①そもそも月次の段
階で、各種販売統計等の動きと『家計調査』の消費支出の動きが一致しないことが少なくないことと、②

（QEでは、消費の需要側推計に『家計調査』が用いられるので）こうした標本誤差に起因するとみられ
る『家計調査』の実質消費支出等の振れ等をある程度織り込んで予測や分析を行っても、QEの個人消費
の動きがなお説明できない場合があること、の 2つの問題が存在している。②に関しては、『家計調査』と
SNAの消費概念の違いが利用者に必ずしも正しく認識されていないことのほか、『家計調査』で振れの大
きい品目を修正するために QE作成過程で用いられる『家計消費状況調査』への注目度が低いこと、等も
影響している可能性があり、こうした点の統計利用者への理解の浸透を図る必要もあろう。ただ、こうし

た点を考慮してみても、QE個人消費の需要側推計に問題が多いことには変わりはないものと考えられる。
なお、1次 QE→2次 QEの改訂幅の問題に関しては、『家計調査』の標本誤差は影響を与えていない。 
2 例えば、『家計調査』中の継続サンプルの利用（毎月 1/6 が入れ替わるので、残り 5/6 を用いて前月比伸
び率を計算し、これを 12 ヶ月分掛け合わせたチェーン指数で前年同月比を求める等）により対処すること

が考えられるが、この方法による改善効果は限定的との検証結果も得られている（「個人消費動向の的確な

把握のための検討会」報告書、平成 11 年 6月、総務庁統計局統計調査部消費統計課）。 
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とすべきであるほか、近年ウェイトの高まっている単身世帯を対象とした調査

の拡充方法も検討する必要があろう。こうした統計は、QE の基礎統計としてだ

けでなく、それ自体、景気指標として非常に有用と思われるほか、それによっ

てQEが市場の景況感と大きく異なる等の「サプライズ」も縮小するはずである。 

なお、具体的な調査実施方策としては、現行の『家計消費状況調査』（総務省）

をこうした方向で改正・拡充することが最も有力な方法と考えられる。すなわ

ち、現在同調査は、QE 推計の際の『家計調査』の補完的な情報として、『家計調

査』では振れが大きい自動車など一部高額品目の支出額を調査しているが、こ

れを、主要品目分類別の支出、およびその合計としての消費支出総額を調査す

る統計に改めることが一案である3。ただし、現在の『家計消費状況調査』のサ

ンプル数（サンプル約 30,000、最近の回答率は 6 割程度）程度では、標本誤差

による振れの縮小には依然不十分との見方が多く4、実効ベースで十分なサンプ

ル数を確保することが必要である5。その点では、この消費に関する新たな基礎

統計は、基幹統計調査として整備されることが望ましい。 

 

 (2) 設備投資関連の基礎統計 

QE の設備投資に関しても、需要側推計の基礎統計である『法人企業統計季報』

の、サンプル入れ替え等に伴う「振れ」や不規則変動が、QE 推計に問題を発生

させていることは、ほぼコンセンサスとなっている。 

この問題への対応策としては、サンプル替えの際の断層修正を適切に行うこと

が望まれる。既に、同調査の 2年継続標本化（1年ごとに半数の標本を入れ替え）

が決まっており、これによる継続標本データが利用可能となり次第、それを用

いて振れや不規則変動の縮小が図れるかを早急に検討すべきである6。 

また、『法人企業統計季報』中の中小企業に関する計数の振れの大きさに関し

ては、90 年の商法改正の影響で、96 年以降資本金 1,000 万円～2,000 万円の階

層の母集団構造が大きく変化した（企業数が大きく増加したほか、①商法改正

                                                  
3 現在調査している品目の計数のうち、引続き調査が必要なものについては、主要品目の内訳項目として
調査すればよい。 
4 因みに 2002年後半～2007年の期間で『家計調査』と『家計消費状況調査』の「実質消費支出」の標準
偏差を求めてみると、それぞれ 1.41、1.25となっており、振れの大幅な縮小はみられない。なお、現行『家
計消費状況調査』の「支出総額」に関しては、記入率が低い、支出項目内訳との整合性が不明等の問題も

あり、消費に関する景気指標としてはほとんど注目されていないのが現状である。 
5 実際にどの位のサンプル数が必要かは、それに要するコスト面も含めて、今後詰めた検討を進める必要
がある。ただ、1つの目安は、『家計消費状況調査』が創設された際の検討では、『家計調査』の振れ縮小
にはサンプル数を約４倍にする必要があるという結論が得られ、ここから約 30,000という『家計消費状況
調査』のサンプル数が導出されたという事実であろう。従って、実効ベースで 30,000程度のサンプル数を
確保することが最低限必要と考えられる。これは、①基幹統計化により現行調査の回収率を引上げること

のほか、②回収率の引上げが困難であれば、30,000程度の回答が得られるようにサンプル数を増やす、等
の方法により、実現可能と見込まれる。 
6 継続標本化は、基本的にはサンプルを 1/2ずつ入れ換える形で行われるため、継続標本の標本数は現在
の 1/2程度となり、その分却って標本誤差が拡大する可能性も考えられなくはない。 
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で資本金を急遽 1,000 万円超に増額した零細企業と、②元々この階層に属して

いた比較的規模の大きい中小企業が混在）にもかかわらず、現行の標本抽出方

法がこれにきめ細かく対応していないことが、振れを増加させていることも考

えられる。従って、この層の抽出方法を見直す（例えば、この層を売上高でさ

らに細分化して層化抽出を行う、等）ことで、計数の振れを縮小できる可能性

もある。 

 

(3) 公的需要関連の基礎統計 

QE における公的需要（政府消費、公的固定資本形成）推計のための基礎統計

は、明らかに大幅に不足している。基本的には、財政支出を、包括的に、かつ

可能であれば（現金支出ベースでなく）発生ベースで、月次ないし四半期で捉

える統計の整備が望まれる。 

この点に関しては、本ＷＧで別項目として検討されている「財政統計の整備」

で、GFS 体系に則した財政統計全般の整備が検討課題となっている。ただ、QE

推計に必要な四半期ベースでの GFS 体系整備は、長期的な展望として視野には

入っているものの、そもそも、基礎となる政府や地方公共団体の会計システム

が現行の公会計制度では発生主義ベースに対応していないという現状を考える

と、実現までには時間を要するものと考えられる。 

従って、あくまでもその間の暫定的な対応という位置付けにはなるが、当面は、

QE の政府消費や公的固定資本形成推計に必要な項目に絞って、関連基礎統計の

整備を進めることを検討すべきである。こうした観点からみた時、公的需要面

での QE の振れや改訂幅の大きな原因としてしばしば指摘される、①公共投資の

推計、および、②政府消費支出中の雇用者報酬推計に関連する基礎統計の整備

が、喫緊の課題と考えられる。 

①に関しては、現状では、『建設総合統計』の「公共分」の計数を用いて推計

が行われているが、カバレッジや標本誤差の問題や、一部データが 1次 QE に間

に合わないこと等から、しばしば、2次 QE 段階での大幅な改訂7や、決算データ

を用いて推計される確報との乖離8を発生させている。中央政府だけでなく地方

分も含めた、公共事業予算の執行状況に関する統計が整備されれば、QE 推計精

度の向上や改訂幅、乖離幅の縮小が期待できる。 

また、②に関しては、特に地方のデータ不足が問題となっている。現状では、

地方公務員数をごく一部の行政機関や地方自治体に対するヒアリングから推計

                                                  
7 設備投資の供給側推計は、コモ法により総固定資本形成を推計し、そこから公共投資、住宅投資を差し
引いて設備投資を求めるため、公共投資の推計精度の低さは、設備投資の振れにも波及している可能性が

高い。 
8 QE推計の問題ではないが、公共投資に関する QEと確報の乖離原因には、QEが、精度が低いとは言え
一応 SNAの原則に則った進捗ベースの推計であるのに対し、決算ベースの確報は支出ベースになってしま
う点も影響している。確報推計も進捗ベースに切り替えることが望ましい。 
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し、これに国家公務員の給与を掛ける形で推計されているが、地方公共団体間

や国と地方の間でのバラつきが大きくなる中で、こうした推計手法は実態と乖

離している可能性が高く、地方公務員数と給与水準に関する統計の整備が望ま

れる。 

以上のような、公的需要関連の統計整備は、中央政府分に関しては基本的には

行政記録の活用の範疇であり、新たな報告者負担を課すものではない。①の地

方分、および②に関しては、地方公共団体等から計数を徴求し、統計として整

備することが必要であるが、その際、リソース面や地方公共団体の報告負担に

も配慮が必要であれば、必ずしも全数調査である必要はないものと考えられる。

従って、基本計画に明記して、早期の実現を目指すべきである。 

 

４. 供給側基礎統計の整備 

(1) 生産統計関連 

供給側推計の基礎統計のうち、財の生産に関しては、現行の『生産動態統計』

でQE推計に必要な情報はある程度カバーされているものと考えられる。従って、

主たる論点は、これまで、しばしば QE と確報の乖離の大きな原因となってきた

とされる、『生産動態統計』と『工業統計表』間の乖離の縮小である。 

両者の乖離は、主に、①カバレッジの違い（『生産動態統計』では零細企業が

カバーされていない）、②OEM 生産品の扱いの違い（付加価値率が大きく異なる

にも拘らず、『生産動態統計』では区別されていない）の 2つの理由から生じて

いるものとみられる。これらの点に着目した、『生産動態統計』の整備を、基本

計画に書き込むことが適当である。 

 

(2) サービス統計関連 

サービス生産に関しては、現状では、財に比べ供給側推計の基礎統計が大幅に

不足している。ただ、この７月から開始される『サービス産業動向調査』で不

足分野（現在は、代替指標、業界統計、トレンド推計等で対応している分野）

のかなりの部分がカバーされる見通しであり、当面は、同調査結果を用いて QE

の改善を検討することが課題である。 

ただ、①一部について QE 作成と分類が一致しない部分がある9ほか、②生産面

からの GDP 推計（付加価値推計）の基礎資料と考えた時、現行の調査項目（収

入、雇用者数のみ）で本当に十分か（ある程度、中間投入項目を訊く必要はな

いか）等の問題に関しても、調査の実情や得られたデータの性質等をみながら、

順次検討を進め、必要に応じて調査対象や項目を拡充し、真に QE 推計に役立つ

調査に発展させていくことが望まれる。従って、基本計画にも、新たな統計の

                                                  
9 娯楽サービス、その他個人サービスの一部内訳項目の区分が、QE推計と一致していない 
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整備と言うよりは、『サービス産業動向調査』の利用実態に応じた拡充を記すこ

とが適当である。 

 

5. 分配面推計の基礎統計の整備 

現行 QE では、分配面は、「雇用者報酬」しか作成・公表されていないが、より

詳細な分配面の GDP 推計を行い、GDP の支出面や生産面（現在、生産面の推計も

行われていないが、上記『サービス産業動向調査』により現在不足しているサ

ービス業に関する供給側統計の整備が進めば、生産面も推計可能となる可能性

が高い）との間での整合性チェックを行うべきとの意見が多い。また、分配面

の計数（例えば、家計の可処分所得等）が QE 時に公表されるようになれば、景

気動向や政策効果の分析にも有用である。 

分配側推計のための基礎統計整備としては、①雇用・賃金関連統計の整備・拡

充と、②税務、社会保険等の行政記録の利用が考えられるので、この点を基本

計画に明記することが適当である。 

①に関しては、まず、しばしば問題となる『労働力調査』や『毎月勤労統計調

査』10の標本誤差の縮小が課題である。また、「雇用者報酬」のうち、特に退職

金の推計手法11に問題があり、これが雇用者報酬の推計精度を下げていることも

指摘されている。『毎月勤労統計』において退職金の支払いを追加調査すること

で、推計精度の改善が期待できる。 

さらに、②の行政記録の活用により、分配面の推計の大幅な拡充が可能となる

ものと見込まれる。具体的には、ⅰ）利子・配当所得を源泉徴収額から推計す

る（単一比率の比例課税であるため、税額から所得額の逆算が可能）、ⅱ）社会

保険料負担や社会保障給付額を行政記録から直接推計する、ⅲ）（上記の様に標

本誤差の問題が多い『労働力調査』や『毎月勤労統計調査』の補完として）雇

用保険被保険者数や税務統計における給与所得者人数の側から雇用者数を捉え

る、ⅳ）所得税源泉徴収額や社会保険料徴収額から、退職金や賃金の支払額を

推計する（これらは、税率や保険料率が単一ではなく、徴収額が完全に所得比

例とはならないため単純な逆算はできないが、平均的な税率・保険料率に大き

な変化はないとすれば、ある程度の精度での推計は可能であろう）、等が考えら

れる。第 4ＷＧでの議論とも連携しつつ、こうした QE 推計のための行政記録の

活用推進を、基本計画に明記することが必要である。 

 

以上 

                                                  
10 例えば、『毎月勤労統計調査』では 5-29人規模の事業所につき、半年毎にサンプルの 1/3が入換わるが、
その際特段の調整は行われないため、そこでレベルシフトが生じやすい。サンプル入換えの頻度を上げる

等の対応が望まれる。 
11 退職者数の推計に『毎月勤労統計調査』の「離職者数」を用いているが、これには同一企業内での転勤
者等、真の退職者以外の数も含まれる。 
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GDP 統計の精度向上に向けた検討 

 

大守隆、中村洋一、野村浩二、門間一夫 

（取り纏め：門間） 

2008 年 7 月 11 日 

 

1. 対象と範囲 

現行 GDP 統計の精度向上に資すると思われる様々な改善策のうち、別途、本Ｗ

Ｇの検討テーマとなっている「SNA 推計のための基礎統計の整備（確報）」、「同

（QE）」、「ストック統計」等で扱うことが適当と思われる論点を除いたものが、

本報告での検討対象である。従って、基本的には、現行の基礎統計をある程度

所与とした上で、GDP 統計の作成・推計手法の範囲内で一定の改善・精度向上が

図れる可能性があるとみられる点を取り上げる。 

 

2. 現状と問題の所在 

現行 GDP 統計に関して、以下のような問題点がしばしば指摘されている1。 

① QE の振れや改訂幅が大きく、政府・日銀の政策的な判断、企業・金融市

場の景況感の形成、海外政策当局や外国人投資家の日本経済に関する認識等

における共通言語として使いにくいこと。 

② QE と確報の乖離や、基準改定時の遡及改訂幅が大きく、潜在成長率の推

計や経済政策の評価などに大きな影響が及んでいること。 

③ JSNA 体系内部での整合性の欠如や、SNA 国際基準への準拠が十分になされ

ていないなど、課題が少なくないこと。 

 

このような指摘に関して、我々は以下のように考える。 

 

ⅰ) GDP 統計は加工統計であり、基礎統計の改訂や新たに判明した基礎統計

等を反映すべきあることは当然である。従って、1 次 QE→2 次 QE や QE→確

報の「改訂幅」が基礎統計を反映したものである限り、その大きさ自体を問

題視すべきではない。しかし、一方で、基礎統計の誤差が大きいことや、各

段階での推計法が異なるために振れや改訂幅が大きくなっている可能性も

高い2ので、こうした点に関してはできるだけ改善していくことが望ましい。 

このため、GDP 統計の改訂要因を実証的に詳細に分析する、いわゆる「リ
                                                  
1 ①、②の点に関する定量的評価、海外との比較に関しては、4/11日の第６回会合の報告資料を参照。 
2  これまでに行われた実証分析結果では、1次 QE→2 次 QE、QE→確報のリバイスが基礎統計の改訂等の
予め予見できない「ニュース」だけでは説明出来ないといった結果も報告されている。河越正明「経済成

長率の事後修正に関する一考察──実質 GDPのリアル・タイム・データによる分析」『季刊国民経済計算』
第 134号 (2007年 12月)、関野秀峰「GDP成長率の改定要因分析──Mankiw-Shapiroの方法による分
析」同。 

資料３ 
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ビジョン・スタディ」を早急に実施して、「改訂幅」の大きさの評価やその

原因究明を図るべきである。リビジョン・スタディは、GDP 統計作成部署で

ある内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部（以下、国民経済計算部）が、

国民経済計算部会の生産・支出専門委員会の意見を聴きつつ、基本計画施行

（21/4 月）後速やかに実施し、3ヶ月程度（21/6 月頃までに）で結論を得る

べき課題と考えられる。その際には、海外主要国と比べた改訂幅の相対的な

大きさや、その原因（改訂幅が小幅となっている国については、その理由＜

基礎統計が当初から整備されているためか、あるいは推計手法が一貫してい

るのか＞等）も検討課題となろう。その結果を踏まえて、改めて、様々な課

題やそれらへの対応策の優先度付けの検討を行う必要がある（その意味では、

本稿の 3．以下で述べる各種課題について優先度や実施タイミングは、現時

点での暫定的なものである）。 

 

ⅱ) 観測対象自体が持つ不規則変動を、観測誤差と厳密に分離することは困

難であるが、従来の発想は、前者については原則的に平滑化を行わないとい

うものであった。この点にまで踏み込んで平滑化を行うべきとの考え方もあ

ろうが、これは指標の性格の変更につながることもあり、まず、上記ⅰ)の

努力を行った上で、この点を改めて検討課題とすることが適切であろう。 

 

ⅲ) QE と確報の推計法上の整合性を高める必要については、ⅰ)で述べたと

おりであるが、QE に関しては景気指標としての有効性を維持・強化していく

という視点も重要である。帰属計算などを除いた指標を並行して推計・公表

していくことなどの可能性を検討していくことが適切であろう。 

 

3． GDP 統計の推計精度向上に関する対処策 

 

(1) 季節調整・四半期パターンの検討 

季節調整や四半期パターン推計の問題が、QE の振れの 1 つの大きな原因にな

っている可能性がある。 

季節調整に起因する QE の振れに関しては、①毎回季節調整をかけなおす現行

方式のメリット・デメリット3と、②集計前の基礎統計段階で季節調整をかける

方法の可否、の 2つ論点があり、これらの点につき検討する必要がある。 

①に関しては、「季節パターンがある程度安定しているのであれば、延長季節

指数を使用する」等の見直しが考えられる一方で、「季節調整は、最新の情報を

                                                  
3 毎回季節調整を掛け直すことで、基礎統計に関する情報の追加・修正等、最新の情報が季節調整値に反
映されるメリットがある一方で、1次と 2次では用いられる基礎統計や推計方法等の違いが大きい QE に集

計値レベルで季節調整を掛け直すことが却ってノイズを生んでいる可能性や、結果として QE の事前予測精

度が低下する等でユーザーからみた QE の使い勝手を悪くしている等のデメリットも考えられる。 
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反映すべきである4」、「基礎統計が改定されていれば、季節調整をかけなおす方

が自然」、「延長指数方式では結果的に不規則変動要因が拡大する等の理由から、

毎回かけなおす方式を維持するのが望ましい」との意見もある。 

また、②に関しても、「基礎統計の中でも、全体の集計値ではなく、さらに細

かい分類の段階等（場合によっては、個別系列）まで降りて季節パターンを分

析することで、系列ごとの曜日調整が可能になること等を通じて、全体として

改善が図れる」と考えられる一方で、「過度の細分化がかえって季節調整の精度

を落とす懸念」や「基礎統計作成部署の作業体制上困難である」等の制約があ

る。どのレベルまで降りて季節調整をかけるべきかは、季節調整法の標準的オ

プションが利用可能かどうか5といった点とも関係している。 

これらの論点に関しては、国民経済計算部会の生産・支出専門委員会の下に、

季節調整手法の専門家等も含めた研究会を立ち上げ、諸外国における対応の調

査なども踏まえつつ、上記のような実務面も含めて検討することが適当であろ

う。そこで基本計画施行から 1 年程度かけて（21 年度末頃までに）結論を得た

上で、早期に適用を開始することを目指すべきである。 

また、QE と確報の乖離の問題に関しては、年次ベースの確報計数を四半期分

割する手法に関する問題が、乖離の原因となっている可能性がある。この点も、

推計手法に関する純粋に技術的な問題とみられ、上記の点と併せて検討を行っ

て、早急に改善を図るべきと考えられる。 

 

(2) 基礎統計のノイズ処理の問題 

『法人企業統計季報』や『家計調査』等、QE 推計において重要な役割を果た

す需要側の基礎統計に、サンプル入れ替えやサンプルの少なさ等に伴う振れが

大きく、これがQEの振れを大きくしていることは、ほぼ共通認識となっている。 

この問題は、純粋に推計手法に関するものというよりは、基礎統計との間での

相互連携を図りながら、最終的には基礎統計の整備と併せて解決が図られるべ

きものである。即ち、①基礎統計側でのサンプル数拡充による標本誤差の縮小、

②継続サンプル計数の作成・公表（そのために必要であれば、継続サンプルの

収集を拡充）、③細かい分類や個票段階まで遡った異常値修正の実施（個票情報

が利用できない加工側での対応には限界がある）等が、有効な解決策と期待さ

れる。これらの点については、別途「SNA 推計のための基礎統計の整備（QE）」

の項で詳しく述べている。 

                                                  
4 その時点で得られる情報を有効活用しないと、推計値が歪むのみならず、後の改訂幅が大きくなるとい
う問題も生じる。 
5  この点に関しては、現在の季節調整プログラム（X12-ARIMA の最新バージョンや、TRAMO-SEATS）では、
モデル選択をある程度自動化して行うことが可能であるので、これらを用いて基礎統計作成部署の負担を

減らすことも考えられる。無論、こうしたモデルの自動選択や標準方式の有効性に関しては、それ自体、

実証的なチェックが必要である。 
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ただ、いずれにしても、基礎統計側での対処（特に、①、②のように統計調査

自体の拡充を要する課題への対処）には、ある程度時間を要するであろう。こ

の間、GDP 統計作成側として、①継続サンプルによる変化率情報を入手し、これ

に基づき GDP を推計する、②関連統計を活用する6、③周辺情報を利用して誤差

縮小を図る7等、推計手法レベルでの対処策によって振れを小さくする余地があ

るものと考えられる。また、純粋に統計的な手法によって基礎統計の振れを平

滑化することも考えられる。 

こうした推計手法レベルでの対処や統計的手法による平滑化の有効性は、極め

て実証的・実務的な検討課題であり、国民経済計算部が、国民経済計算部会の

生産・支出専門委員会の意見を聴きつつ、基本計画施行から半年程度の期間を

目途に（21/10 月頃までに）検討し、一定の結論を得た上で、可能なものから実

施して推計精度の向上につなげるべきである。 

 

(3) QE 推計に利用する基礎統計の選択 

QE の改訂幅の大きさや、確報との乖離に関しては、各段階での推計方式の違

いが大きな発生原因となっていることは、ほぼ共通の認識となっている。推計

方式の違い自体は、QE（1 次、2 次）、確報それぞれの作成時点で利用可能な基

礎統計が異なることを反映したものであり、その意味では各時点での best 

effort との見方もあり得る。しかし、(2)で述べたようにノイズや振れの大きな

需要側統計である『法人企業統計』や『家計調査』等の、各段階での推計への

用いられ方の違いが原因となって、1 次 QE→2 次 QE の改訂幅や、QE→確報の乖

離が拡大していることも確かである8。 

従って、その改善方向としては、QE も生産等の供給側統計に基づく供給側推

計値をメインに作成する（例えば、コモ法商品分類の細目化など、供給側の情

報をより有効に活かせるような改善を行う一方で、ノイズの大きい需要側統計

に基づく需要側推計値は利用しない、ないしウェイトを下げる）ことが考えら

れる。ただし、この場合 QE の振れが小さくなることが期待できる一方で、支出

項目別の動きを把握する上での精度が落ちる惧れもある。 

上述のように、基礎統計段階でのノイズや振れの縮小にはある程度時間を要す

るとすれば、当面（目先 1～2 年程度）は、『法人企業統計』や『家計調査』等

                                                  
6 『家計調査』の補完情報として、ⅰ)よりサンプル数の大きい『家計消費状況調査』の活用を拡大する、

ⅱ）各種販売統計等を用いる等。 
7 『法人企業統計』の段差調整を行う際、企業の分類変更（中小企業⇔大企業、公的部門⇔民間部門、等）

に関する周辺情報を用いてきめ細かく調整する等。 
8  『家計調査』は QE推計（1次、2次とも）では「家計最終消費支出」の需要側推計値作成の中心的な
基礎統計として用いられる。また、『法人企業統計』は 1次 QEでは用いられない（公表時期が間に合わな
い）が、2次 QEでは「民間企業設備」の需要側推計値の作成等に使用される。一方、確報推計では、こ
れら需要側統計はコモ法の一部やマージン率推計、四半期分割等に補助的に用いられるのみとなる。因み

に、公的固定資本形成に関しては逆に、QE段階では『建設総合統計』等の供給側統計から推計し、確報
では決算という需要側データを用いている。 
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の基礎統計の現状はある程度所与とした上で、かつ上述した基礎統計のノイズ

処理手法の検討も踏まえて、QE 推計に利用する基礎統計の選択（需要側推計値

と供給側推計値を統合する際のウェイトの選択も含む）を見直していくことが

課題となろう。基本計画にも、この点を短期的課題として盛り込むのが適当と

考えられる。 

ただし、より長期的に考えれば、こうした推計方法間の優劣比較は、用いられ

る基礎統計の整備状況によっても変わり得るものである。例えば、供給側基礎

統計の 1 つと考えられるサービス業の産出に関しては、本年度より開始される

『サービス産業動向調査』の結果が利用可能になれば、個人消費を中心に供給

側の推計精度が向上し9、QE 推計における『家計調査』等の需要側統計への依存

度を下げることができる可能性も考えられる。 

従って、基本計画施行後の、やや長期的・総合的な検討課題は、基礎統計整備

の可能性も含めて、確報と QE の推計方式を（別個の統計としてではなく）総合

的に検討し、最適な推計システムを定めることである。その際には、 

ⅰ）QE と確報推計に用いられる基礎統計間の関係の整理（『工業統計表』と『生

産動態統計』の乖離縮小等）、 

ⅱ）基礎統計間の定義・概念の統一、 

ⅲ）基礎統計の拡充（例えば、現行『家計消費状況調査』を、QE 推計のため

のマクロ的な消費把握のための統計として整備・拡充する、等）、 

ⅳ）行政記録（税務データ、社会保障データ等）の活用の可能性、 

等が検討課題となろう。これらは、実現までには 5 年程度を要すると思われる

長期的な検討課題であるが、国民経済計算部会の勘定体系・新分野専門委員会

を中心に、着実に検討を進めるべきである。 

なお、GDP 統計の精度向上に関する方向性としては、需要側／供給側統計によ

る支出面の GDP 推計という議論のみではなく、QE においても生産面10および分配

面のより詳細な情報が利用できるようにすることも重要な課題である。このう

ち、分配面の推計に関しては、行政記録の活用を中心とした基礎統計の整備が

必要であり、「SNA 推計のための基礎統計整備（QE）」で詳しく論ずる。一方、生

産面推計に関しては、製造業の『生産動態統計』に加えて、サービス業に関し

ても『サービス産業動向調査』が開始されたことで、早晩、推計手法の工夫の

範囲内で一定の推計が行い得る可能性が高まったものと考えられる。実際、諸

外国でも生産面推計は標準的に行われており、むしろ支出面推計しかない日本

が特殊ともいえる。 

これらの点も、必要な基礎統計の整備も含めて、上記の長期的・総合的な検討

                                                  
9  例えば、「収入額」と費用（「事業従事者数」×平均賃金等）から近似的にマージン率を求めることで、
月次・四半期ベースでのサービス業の付加価値生産の推計が可能となる、等。 
10 英国では生産面からの GDP推計値が当該四半期終了から 1ヶ月未満で公表されているほか、カナダで
は月次で生産面からの GDP推計値を公表。 
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課題に含めるべきである。 

 

(4) 国際標準との整合性確保と QE 

一般論としては、少なくとも確報推計においては、国際的な比較可能性の担保

等のために、GDP の推計方式は極力国際標準に合わせて行くべきと考えられる。

また、基礎統計が不十分である等の理由で十分な推計精度の確保が難しい分野

に関しては、「国際標準の推計方式になるべく合わせておく」ことが、標準的な

基礎統計の整備を促すことにもつながる側面もあろう。 

現行の GDP 推計方式で、特に国際標準との乖離が問題として挙げられるのは、

①公的部門の分類基準、②自社開発ソフトウェア、③FISIM の 3 つであり、これ

らの点に関しては、基礎統計整備も含めた確報推計方式の検討の中で一定の結

論を得ることが期待される。 

なお、このうち FISIM に関しては、現在既に「参考試算値」が公表されてはい

るが、まだ解決すべき問題点が少なくない。次の基準改訂での本体系組入れを

目標に、国民経済計算部において、国民経済計算部会の財政・金融専門委員会

の意見を聴きつつ、また理論・データ両面でこの分野に専門性を有する関係先

の協力等も得ながら、早急に問題点の解決に向けた検討を進めるべきである。 

ただし、これら国際標準の QE 推計への適用に関しては、別途の検討が必要と

考えられる。即ち、①確報に比べて基礎統計が不十分な QE 推計において、無理

に国際標準を適用しようとすると、却って推計精度が低下して確報との乖離を

拡大させてしまう可能性や、②FISIM や各種の帰属計算を含めることで、QE が、

「政府・日銀の政策判断や企業・市場の景況感形成の共通言語」として、さら

に使い辛いものとなってしまう可能性、等についても、十分な配慮が必要であ

る。従って、QE 推計に関しては、「総合的な景気指標として位置付け、FISIM 等

は導入しない」、「QE でも国際標準に合わせた GDP を推計した上で、そこから『市

場取引ベース』の GDP を作成して、これを総合的な景気指標として用いる（あ

るいは、ユーザーがこれを自分で定義できるような形で情報が提供する）」等の

選択肢も検討することが適当と考えられる。 

 

(5) GDP 推計のためのリソース確保 

以上述べてきたような GDP 統計の精度向上に関する検討課題の多くは担当部

局も重要性を認識しているものであり、GDP 統計作成への適用を着実に進めるた

めには、システム開発面も含めて、必要なリソースがきちんと確保されること

が不可欠である。 

日本の SNA 担当部局のリソースは国際的にみても著しく貧弱であり（付表参

照）、IMF が 2006 年に公表したマクロ経済統計に関する評価報告書でも、「SNA

作成のためのリソース（定員、設備、予算）」が「基準を概ね満たしていない」

35



 

との異例の指摘を受けるに至っている。こうした点も基本計画に盛り込むべき

である。 

また、もう少し長期的にみると、分散型の統計システムの下で、SNA 作成部署

と内閣府内の他部門（非統計部門）等との間で頻繁に人事異動が行われる結果、

SNA 専門家や、それを支えるシステム要員の育成が困難になっているという問題

もある。一方で、GDP 統計作成部署と他府省の基礎統計作成部署の間での人事異

動は、「GDP 統計作成部署において、基礎統計を十分に理解した上で、GDP 推計

やその改善提言を行う」、あるいは逆に、「基礎統計作成部署において、GDP 統計

の作成手法やニーズを十分に認識した上、基礎統計の改善や基礎統計側から見

た GDP 改善の提言を行う」等の機能を果たす人材を育て、分散型統計システム

の弊害軽減に資するものと考えられる。こうした JSNA 構築に関わる人材育成の

必要性に関しても、併せて基本計画に盛り込むべきである。 

 

(6) GDP 統計の透明性向上、利便性改善 

 以上のような、GDP 統計自体の推計精度向上に関する対処策とはやや視点が異

なるが、QE の「振れ」がしばしば批判される理由の１つに、市場参加者等の事

前予測値と QE が大きく異なる場合が多いことが挙げられる。①内閣府が月次で

GDP やその構成項目の指数のようなものを作成・公表すること、②QE 推計手法

に関し、市場参加者等にも手間をかければ相当程度再現可能となるようなレベ

ルの詳細を公表すること、③仮置値の置き方やその計数、計数修正の際の詳細

な理由といった点に関してもより丁寧な情報提供を行うこと、等により GDP（特

に、QE）推計の透明性が高まれば、QE に対する誤解やあらぬ批判を減らすこと

が可能と考えられる。 

 また、①QE で提供される情報の充実（上述した分配面の詳細の推計・公表の

ほか、在庫や政府消費の詳細項目等）、②長期時系列の提供等、GDP 統計に対す

る利用者側からの要望が多い点に関しても、改善を検討する必要がある。 

これらはリソースの相当の拡充を必要とするが、こうした点も、長期的な課

題の１つとして基本計画に盛り込み、国民経済計算部を中心に検討を進めるべ

きである。 

 

以上 
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（付表）　主要国における国民経済計算担当職員数

担当職員数 備　考

カナダ  280名 
*1

フランス  115名 
*1

イタリア  115名 
*1

アメリカ  100名程度 
*2

イギリス  240名程度 
*2

日本   52名

*1）　IMF/ROSC報告書に基づく。
*2）　ヒアリングに基づく。

これに加えて、政府推計の改善・拡充のために40名程度増員の予定。

2002年末時点。
国民経済計算担当部局職員のうち、政府財政統計担当及び国際収支統計担
当を除く人数。

2003年10月時点。
INSEE（国立統計経済研究所）における国民経済計算担当部局の職員数。こ
の他、財務省、中央銀行等にも国民経済計算推計業務を行う職員が計70名
程度いる。

2006年5月時点

2008年3月時点
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母集団情報の整備からビジネスレジスターの構築に向けて 

 

田辺孝二、舟岡史雄 

2008 年 6 月 2 日 

 

１．検討の対象 

母集団情報の基盤となる経済センサス等のあり方に加えて、主要な統計調査の結果や

行政情報等を活用してビジネスレジスターを構築するための必要な取り組みを検討･策

定する。 

 

２．現状 

（１）母集団情報の整備と経済センサス                               

平成 21 年に実施される「経済センサス-基礎調査」は、実施計画案が本年５月に統計

委員会に諮問され、現在審議中である。平成 23 年に実施される「経済センサス-活動調

査」は実施計画の策定に向けて検討中である。これらは、「統計行政の新たな展開方向」

【参考１】、「政府統計の構造改革に向けて」及び「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針 2005」【参考２】にもとづき、実施が確定した。これを受けて検討された「経済セ

ンサスの枠組みについて」【参考３】において、経済センサスの意義・目的は、「包括的

な産業構造統計の整備に加えて統計精度の向上に資する母集団名簿の拡充を図ること」

とされ、「平成 21 年に行政記録等の法人企業の名称・所在地等の情報を利用し、事業所・

法人企業の捕捉に重点を置いた調査を実施した上で、当該調査により得られた情報を有

効に利用して、平成 23 年に経理項目の把握に重点を置いた調査を実施。」とされている。 

これまでは、事業所・企業の母集団情報について、５年に２回実施の「事業所・企業

統計調査」の結果を基本に、「商業統計調査」、「工業統計調査」の新設・廃止等の情報に

より更新してきた。平成 21 年以降は、法人登記情報の活用により、法人については母集

団の名簿情報の整備が格段に進むとともに、「経済センサス-基礎調査」により、本社・

支社の名寄せ情報の精度が大幅に向上する。これらは、平成 23 年に経理情報の把握に重

点を置いた「経済センサス-活動調査」が適切に行われるための基礎的要件を成す。 

（２）事業所･企業データベースとビジネスレジスターの構築 

個々の事業所、企業が調査対象となった履歴情報の提供及び事業所･企業に係る統計調

査の実施に必要な母集団情報の提供を目的として、それぞれ平成 14 年 4 月及び 17 年４

月から「事業所･企業データベース」が運用されている。データベースは平成 11 年 4 月

の閣議決定にもとづいており、従来の「事業所･企業名簿情報データベースシステム」の

更新情報として各種の統計調査の結果等を利用することに併せて、事業所や企業が重複

して調査対象となる状況を回避、是正する機能を持たせたものである。主要な情報は「事

業所･企業統計調査」の結果が基本であり、その他「商業統計調査」、「工業統計調査」、

資料４ 
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「法人企業統計調査」の結果から新設･廃業等の情報を利用している。「事業所･企業デ

ータベース」以外にも、母集団情報として各府省が独自に保有しているものがあり、そ

れを利用した統計調査も数多く実施されていること、利用が中央省庁に限定されている

（注）ことなどにより、「事業所･企業データベース」の母集団情報としての利用は年間５

件程度にとどまっている【資料２】。行政情報を利用できないため対象の捕捉が不十分

であることや抽出のための情報が限られていること等による。 

（注）平成 21 年度からは地方公共団体も利用可能となる予定であり、現在事業所名簿を利用しているユーザすべ

てがデータベースを利用すると仮定した場合、利用者は年間延べ 200 件程度に増加することが見込まれる。 

これに対して、最近になって、行政情報を活用して作成されるビジネスレジスターの

構築に向けての新たな展開が可能な状況となっている。  

第１は、統計法が抜本的に改正され、平成 21 年 4 月から全面施行されることである。

新たな統計法の第 27 条に、総務大臣が正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査におけ

る被調査者の負担軽減に資するため、統計調査の調査票情報の利用や法人その他の団体

に対する照会その他の方法によって事業所母集団データベースを整備することが規定さ

れている。 

さらに、同条第 2 項において、行政機関の長等は、事業所に関する統計調査のための

対象の抽出や統計の作成のために、事業所母集団データベースに登録された情報の提供

を受けることが出来る旨、規定されている。すなわち、「事業所母集団データベース」

を単に統計調査における事業所抽出のためのデータベースから、統計を作成する基礎と

なる情報を包含するデータベースへ視野を広げたものとして規定している。 

また、第 29 条に、正確かつ効率的な統計の作成、又は統計調査における被調査者の負

担の軽減に相当程度寄与する場合には、行政記録情報を用いることが出来ると規定され

ている。これまでは行政記録情報に関してその提供を求める根拠がなかったのに対して、

新たな統計法の下で母集団データベースの整備のために活用する道が開かれた。 

第２は、経済センサスがすべての事業所･企業を対象として、平成 21 年以降、５年に

２回の周期で実施されることである。平成 21 年に実施される「経済センサス-基礎調査」

においては、法人登記情報の活用により、法人企業の把握がほぼ完備に近い状況となる。

さらに、本社･支社の名寄せ情報の精度が大幅に向上し、母集団の名簿情報の整備が格段

に進むことが期待される。引き続いて平成 23 年に実施される「経済センサス-活動調査」

によって、全産業にわたって、売上高、人件費等の経理情報を母集団情報として取り込

むことが可能となる。 

 

３．問題の所在 

（１）母集団情報の整備と経済センサス  

  「経済センサス-活動調査」は全産業にわたって経済活動を同一時点で網羅的に把握で

きる統計の整備を目的として、事業所･企業に係る経理事項について、5 年ごとに、産業
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別に調査票を配り分ける方法で調査される。同調査が適切かつ効率的に実施されるため

には、事業所･企業に関する準備調査名簿がより良く整備される必要がある。 

  平成 21 年に実施される「経済センサス-基礎調査」は法人登記情報を活用することに

より、調査時点の法人企業の把握はほぼ完備に近い状況が期待される。しかしながら、

近年、企業の改廃は激しく、法人登記情報によれば平成 18 年の設立法人数は 10 万 6 千

であり、本店の移転登記を行った法人数は 7 万 8 千である。平成 21 年から 23 年の 2 年

間に新設、移転する法人数はかなりの数に上るものと予想される。「経済センサス」は、

法人企業については傘下の事業所の情報を本社等で一括して記入する調査方法を採用す

ることとしている。平成 21 年に実施される「経済センサス-基礎調査」以降の新設法人

や移転法人の名簿が不備であるならば、2 年後に実施される「経済センサス-活動調査」

において大きな混乱を惹き起こすことが懸念される。 

  「経済センサス-活動調査」は平成 23 年調査の 5年後の平成 28 年に第 2回目が実施さ

れる。その準備調査名簿をどのように整備するかは現段階で確定していない。産業別に

調査票を配り分ける方法において、企業における傘下の事業所の情報の把握は不可欠で

あるが、事業所の改廃や業種転換は 5 年経過すれば顕著である。また、「平成 18 年事業

所･企業統計調査」によれば、平成 13 年～18 年の 5 年間に新設された個人企業の事業所

数は 52 万 5 千事業所となっている。法人企業事業所と同様、個人企業事業所についても

大量の新規の調査対象が出現することが予想される。個人企業の新設と業種等の情報を

把握することは、平成 28 年調査の円滑な実施において強く求められる。 

  これまで、事業所･企業の母集団情報の整備を目的として実施されてきた「事業所･企

業統計調査」では、本社･支社の関係に加えて、親会社･子会社の関係についても調査し

てきた。母集団名簿情報の一環として、本社と支社の名寄せや親会社と子会社の名寄せ

が行われてきたが、それぞれ、支社から捉えた本社情報、子会社から捉えた親会社情報

に依拠せざるを得なかったため、それらの照合は十分とはいえない状況にあった。平成

21 年に実施される「経済センサス-基礎調査」では、本社一括調査の方法で傘下の事業所

の情報を把握するので、企業と事業所（本社と支社）を対応させた名簿情報はほぼ完備

すると期待される。他方、親会社･子会社の関係については従来通り、子会社から捉えた

親会社情報しか調査しないので、親会社と子会社の名寄せ照合の精度が大きく向上する

とは期待されない。近年、企業の分社化、持株会社化、海外展開等、企業活動を捉える

際に、企業グループとしての活動を捉えることが求められている。こうした実態を統計

調査から明らかにする上で、それを可能とする企業グループの名簿情報が適切に使用で

きない状況にあることは大きな問題である。 

（２）事業所･企業データベースとビジネスレジスターの構築 

   上記の（１）への対処が実現したとしても、ビジネスレジスターの構築に向けて、現

行の事業所･企業データベースを展開する上で、さらに以下の問題点が残る。 

第１に、事業所に係る情報が適時、適切に捉えられない点である。わが国では、経済
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統計の大半が事業所を単位として調査されており、事業所についての最新の母集団情報

が利用できなければ、これら調査において結果の精度が低下することとなる。例えば、

「毎月勤労統計調査」において、時系列の結果に母集団情報の不備による断層が生じる

ため、標本切り替え時の年初に断層の補正が必要となっている。参考として、【資料３】

に平成 19 年 1 月時の補正率（母集団を平成 13 年事業所・企業統計調査から平成 16 年事

業所・企業統計調査に切り替えた際の補正率）を示す。少なからぬ補正率となっている

ことが分かる。 

  第２に、経済センサスの調査実施とデータベースの更新の間に時間的なズレが発生す

る点である。通常、データベースを更新するための情報が利用可能になるのは調査結果

の公表の一定期間後である。例えば、「平成 18 年事業所･企業統計調査」は平成 18 年 10

月 1 日現在で実施され、速報結果は平成 19 年 7 月に、確報結果は同年 12 月に公表され、

確認済みの調査結果にもとづいてデータベースは平成 20 年 4 月に更新された。調査時点

からデータベースの更新まで１年半程度を要しており、データベースが整備された時点

で、母集団情報として劣化していることになる。 

  第３に、行政情報を統計情報として十分に活用していない点である。経済センサスの

実施以降の事業所･企業に係る統計調査においては、事業所および企業に共通の識別番号

が付与され、各種の経済統計をリンケージして高度な統計情報が生み出されていくもの

と予想される。他方、行政情報についても事業所･企業データベースと接合することによ

って、事業所･企業の属性情報と組み合わせることや行政情報相互の突合を通して、有効

な統計情報を作成することが期待されるが、現在そのような状況にない。 

 

４．海外の主要国の状況 

欧米の主要国では、事業所･企業に係る母集団情報として、各種の行政情報を活用して

ビジネスレジスターを構築している。ビジネスレジスターは、各種統計調査のための母

集団情報の提供、統計調査に必要な標本の抽出や報告者負担等の調整、蓄積された情報

を用いた事業所･企業に係る統計の作成に活用されている。登録されている情報単位は、

事業所に相当する場所的単位、会社等の法的単位、企業単位であり、近年、企業グルー

プについて整備する方向が強まっている。情報源として、統計調査の結果による他、税

務データ、登記データ、社会保障データ等の行政情報を最大限に活用しており、その利

用のための法制度も整っている。詳細は【資料４】に示す。 

アメリカ、カナダ、スウェーデン、フランスについて、各種の行政情報を統計調査結

果と組み合わせて、事業所･企業に係る母集団情報をどのように整備しているかを簡単に

紹介する。 

（アメリカ） 

  米国では、経済センサスを実施するための事業所･企業の母集団名簿情報として、内国

歳入庁(IRS)、社会保障庁(SSA)、労働統計局(BLS)が提供する行政情報を利用している。
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IRS の情報から名称、所在地、経営組織、雇用者数、事業内容等の基本的な属性情報が利

用可能であり、SSA と BLS の情報から業種別に調査票を配り分けるための基礎となる産業

分類コードが利用可能である。名簿情報の更新は情報ごとに、年、四半期、月次、週次

で行われ、最新の母集団情報が整備されている。こうした行政情報は雇用主識別番号

(EIN)を記録単位としており、複数の事業所を有する企業については、統計調査単位であ

る事業所や企業とは必ずしも一致しない。これを補正し、企業の組織構造を把握するた

め、経済センサス実施年である西暦末尾２と７の年を除く毎年、会社組織調査(COS)を実

施し、企業が開業、継続、廃業、売却した事業所の確認と、各事業所の雇用者数・給与

支払額等を調査している。子会社等の所有･支配している企業についても同様である。 

（カナダ） 

カナダでは、多くの経済調査を実施するための事業所・企業の母集団情報として、カ

ナダ歳入庁が提供する行政情報を利用している。この情報から事業者番号、名称、所在

地、連絡先等が利用可能である。このほか、カナダ統計局が母集団フレーム更新のため

の企業調査（企業の内部構造等の調査）を行っている。母集団情報は、カナダ歳入庁か

らのデータ（源泉徴収税の申告情報）により、毎月更新される。母集団情報では、統計

的単位として①企業、②会社、③事業所及び④場所単位の 4 単位を設定している。母集

団情報には、事業所ごとに主たる活動とその全体におけるウェイトが記録されており、

産業分類格付が行われている。 

（スウェーデン） 

スウェーデンでは、事業所・企業の母集団情報として、中央統計局によって付けられ

たＩＤ番号のほか、名称、郵送･連絡用住所、従業者数（階級値のみ）、産業分類等が収

録されている。これらは、国税庁、特許･会計登記担当省庁、郵便局等が提供する行政情

報を利用している（従業者数のデータは、源泉徴収システムから入手。産業分類は、単

独事業所のみの企業については国税庁の地方部局において実施されたものを入手。郵送

用住所については郵便局から情報を入手）。名簿情報の更新は、郵送用住所については随

時、国税関係データについては月 2 回行われる。複数事業所を持つ企業や大企業に対し

ては、事業所数の増減や活動状況をフォローするための年次調査が実施されている。名

簿情報の単位は、行政情報では定義等が明確でないため、統計に適するよう①事業所、

②事業所グループ及び③企業の３つのレベルにおいて統計単位の定義を行い、公表時に

はこの統計単位に基づいて行うよう義務付けている。 

（フランス） 

  フランスでは、事業所・企業の母集団情報として、企業手続センター（CFE）から提供

される行政情報のほか、税務データ、年次社会データの申告（DADS）等の行政情報を利

用している。CFE の情報から名称、所在地、事業所の新設、変更、改廃等の情報が利用可

能であり、DADS からは雇用者数が利用可能である。産業分類（企業の主な活動（APE））

は、企業に関する年次調査の調整システム（OCEAN システム）を利用してチェック、更新

42



されている。名簿情報の更新は、CFE からの情報については毎日、DADS からの情報につ

いては毎年行われているほか、OCEAN システムに登録されている情報とは毎年突き合せが

行われている。母集団情報は、①企業（SIREN）、②事業所（SIRET）、③地理（TOPO）、④

企業･事業所の新設･改廃（EVENT）等の 6つのコードにより管理されている。母集団情報

は、OCEAN システムに提供され、標本抽出の基礎データとなっている。 

 

５．問題への対処   

（１）母集団情報の整備と経済センサス  

  法人登記情報については、今後、新設・廃止などの更新データを毎月利用することが

可能となっている。この情報にもとづいて、事業所･企業の母集団情報を更新することに

より、法人企業については常に最新の母集団情報を利用することが可能となる。ただし、

法人登記情報には本社の名称・所在地等の情報しか存在しないため、母集団情報として

有効に活用するためには、業種、従業者数等の情報が必要であり、その確認のための何

らかの調査が必要である。統計法第 27 条に規定される「法人その他の団体に対する照会

その他の方法」【資料５】に従って、往復郵便等による照会で、業種名、従業者数、事業

所数等の回答を得ることが有効と考えられる。事業所･企業データベースとして母集団情

報を管理する総務省統計局が、平成 22 年以降の毎月、責任を持って実施することが適当

である。   

  「経済センサス-活動調査」は産業別に調査票を配り分ける方法によって実施されるの

で、企業の傘下の事業所に関する所在情報の更新や業種、従業者規模等の属性情報の適

切な把握が肝要である。個人企業の改廃等についても利用できる行政情報の目途が立っ

ていない。また、企業の親子関係の構造を明らかにするためには、親会社から捉えた子

会社の情報を新たに調査することが必要であるが、平成 23 年実施の「経済センサス-活

動調査」では経理事項を（業種によっては詳細に）調査することを予定しているため、

そのような調査事項を盛り込んだ調査の実施は困難である。したがって、５年ごとに実

施が予定されている「経済センサス-活動調査」の中間年の平成 26 年に、「経済センサス

-基礎調査」を引き継ぐ形で、上述の情報を的確に捉える調査を実施し、その中で併せて、

本社機能の詳細等に関する調査事項を盛り込み、本社と支社の組織的な連携関係を明ら

かにすることが適当である。 

（２）事業所･企業データベースとビジネスレジスターの構築 

  現行の事業所･企業データベースに以下の対応を措置して、欧米主要国のビジネスレジ

スターと同等の機能を有するビジネスレジスターの構築に向けて開始することが適当で

ある。 

第１に、事業所の異動情報について行政情報を活用することである。事業所の新設･廃

止に係る行政情報としては、雇用保険適用事業所設置届、労働保険関係成立届、厚生年

金保険新規適用届等がある。それぞれ、厚生労働省の職業安定局、労働基準局、社会保
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険庁が所管している。これらの行政情報の捉える事業所と統計調査における事業所の範

囲が異なっていることもあるので、1 人以上の雇用者のいる事業所数は「平成 18 年事業

所･企業統計調査」の 439 万事業所に対して、雇用保険適用事業所設置届において 201 万

事業所（平成 18 年度末）、労働保険関係成立届において 264 万事業所（平成 18 年度末）、

厚生年金保険新規適用届において 166 万事業所（平成 18 年 9 月末）である。平成 21 年

以降、法人登記以外のこれら行政情報も併せて活用し、法人企業の事業所等の新設･廃止

等を可能な限り把握することは、ビジネスレジスターの構築においてきわめて有用であ

り、その活用の推進を図ることが強く求められる。さらに、労働保険については、名称、

所在地のほか、本所の名称・所在地、事業の概要、常時使用労働者数の情報も届出され

ている。これらが利用できれば、法人登記情報から得られた新設法人に対する照会その

他の方法に相当する業務を省略又は簡略化できる可能性があり、電子化の状況、データ

の有用性、費用対効果などを事前に十分に検証した上で利用する方向を検討すべきであ

る。(現在、WG4 で検討･調整中) 

第２に、母集団情報の劣化を可能な限り緩和するためには、早期に利用可能な事業所･

企業に係る情報の活用を追求することである。株式市場に上場するすべての会社（約

4,000 社）は、自社の有価証券報告書などをＥＤＩＮＥＴ（「証券取引法に基づく有価証

券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」Electronic Disclosure for 

Investors' NETwork）に報告することが義務化されており、これらの報告書は誰でもイ

ンターネット上で閲覧できるようになっている。法令に基づき、有価証券報告書は決算

後３か月以内に、四半期報告は決算後 45日以内に、それぞれ提出することとされており、

上場会社についてはビジネスレジスターに取り込むべき主要な財務データとして早期に

利用可能である。従来のシステムは PDF で報告書を閲覧させていたため、電磁的な処理

が困難であったことに加えて、各社ごとに異なる勘定科目の計上を統一的に処理するた

めには、多大な費用と労力を必要とした。平成 20 年 3 月から稼働を開始したＥＤＩＮＥ

Ｔの新システムでは、ＸＢＲＬ（eXtensible Business Report Language）に対応した財

務諸表の提出を平成 20 年度第１四半期の四半期報告分から義務化している。今後、財務

諸表データの利用が格段に容易となり、効率的なデータベースの作成に資することが期

待される。金融・保険を除く上場会社の売上高は、【資料６】に見るように法人企業統

計の資本金１億円以上の企業の売上高の 50％に達する。経常利益では 60％近い。さらに、

資本金 10 億円以上の大企業については、企業数は約 1/2 であるが、売上高では 70％、経

常利益では 73％を占める。連結ベースの計数では、法人企業統計の資本金１億円以上の

全企業の売上高合計の 84％、約 274 万の全企業の売上高合計の 46％となる。このことか

らも、企業活動を全体的に捉える際に、上場会社の財務諸表データの活用がいかに有用

であるかが理解される。総務省政策統括官室・統計局は財務省と協力して、平成 21 年度

からこれらのデータをビジネスレジスターの中間的なファイルに収納し、法人企業統計

に活用する具体的方策を検討する一方、法人企業統計調査の結果についても、一定規模
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以上の企業について、売上高、総資産等の主要な経理情報をビジネスレジスターの情報

源として利用する方向を検討すべきである。工業統計調査、商業統計調査等のセンサス

型の調査結果の利用についても、同様に経済産業省との検討を速やかに開始すべきであ

る。なお、統計調査結果により得られた経理情報を含むデータを利用する場合は、統計

法第 40 条に規定する情報の適正管理の規定を一層厳格に運用することが求められる。 

第３に、ビジネスレジスターを介在して、行政情報から有効な統計情報を作成する作

業を開始することが求められる。事業所・企業データベースにおいて付番した事業所・

企業の識別番号をすべての統計調査で共通のものとして活用することは、統計調査の効

率化、調査結果の高度利用の観点から言うまでもない。さらに、行政情報ごとの事業所･

企業識別番号を事業所･企業データベースの事業所･企業識別番号と対応させ、ビジネス

レジスターに収納し、有効な統計情報の作成を目指すべきである。 

対象事例として、特許庁が公表する出願公開後のデータ（公開特許公報、審査経過情

報、特許公報）等がある。これらは出願単位での個々の情報であり、出願人の名称･住所

等の情報が含まれている。企業出願人単位でまとめた産業財産権の出願や取得の件数デ

ータ等を財務データ等と結合して利用すれば、知的財産活動を明らかにする貴重な情報

が得られる。産業財産権の企業出願人の名称･所在地は企業の登記情報とは一致しない場

合もあるが、事業所･企業データベースを管理する総務省統計局が両者の照合作業を速や

かに行い、ビジネスレジスターに両者の照合情報を収納することによって、近年重要性

を増している知的財産活動についてのより多くの統計情報を作成することが可能となる。 

もう１例を挙げれば、貿易統計の高付加価値化に向けた取り組みである。貿易統計に

輸出入者の産業･企業規模等の属性を付加して統計化すれば、そこから価値のある情報が

得られる。そのために、事業所･企業データベースを管理する総務省統計局は事業所・企

業識別番号と貿易統計の基礎となる輸出入申告書、蔵入承認申請書、積戻し申告書等に

記載されている輸出入者に対応したコード（現行の JASTPRO コード〔JAPAN SHIPPERS & 

CONSIGNEES STANDARD CODE〕）を照合する作業を速やかに行い、両者の照合情報をビジネス

レジスターに収納することが求められる。 

 

６．期待される効果   

   法人企業に関する最新の母集団情報が常時整備されることによって、「経済センサス-

活動調査」に限らず、法人企業に係る統計調査の高い精度が確保できる。とりわけ、動

態統計調査による動向の把握において顕著である。さらに、事業所・企業の識別番号を

すべての統計調査に共通のものとし、事業所・企業に関する統計調査結果から得られた

被調査履歴等を一元的に管理することを通して、法人企業･事業所の新規開業に加えて、

廃業の情報を業種別･規模別に毎年把握することが可能となる。 

  母集団情報の整備を通じて得られる企業･事業所の毎年の新規開業、廃業等に関する情

報は、経済活動の活発さや新陳代謝などを表す新たな統計として有用なものとなること
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が期待される。 

  さらに、企業グループの名簿情報の整備によって、海外に展開する子会社等に対する

統計調査を実施することが可能となる。これによって、企業のグローバル化の国内企業・

事業所の展開との関連を明らかにしたり、分社化･持株会社等の企業組織の変更による影

響を分析することが可能となる。 

  本社と支社等の照合情報にもとづいて、「工業統計調査」、「商業統計調査」等の事業所

に係る結果を本社機能の情報と統合して、企業に係る統計に編成する方向を目指すこと

が可能となる。 

行政情報にもとづいて新設事業所の把握が可能となれば、事業所に係る母集団情報が

随時更新され、統計調査の結果の精度がこれまでよりも向上する。また、事業所の属性

情報によって、新設法人に対する照会等の業務が代替、ないし軽減されるものと期待さ

れる。   

上場会社の財務諸表データについて、統一した形式で中間的に収納するデータベース

を作成し、ここからビジネスレジスターや法人企業統計、企業活動基本調査等の企業統

計に必要な情報を移送することで、正確な情報を早期に利用できると同時に、調査客体

の負担軽減に寄与する。 

特許出願に関する公表データ、JASTPRO 等とリンクできる情報をビジネスレジスターに

収納することによって、行政情報に事業所･企業属性を付加した、より有用性の高い統計

が作成される。さらに、将来的には、科学技術研究調査・知的財産活動統計や貿易統計

の情報とビジネスレジスターに収録される事業所･企業に係る情報を総合して、拡大した

新たな情報から統計を作成する方向に進展することが期待される。 
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【資料１】 

平成 21 年に実施される「経済センサス-基礎調査」の実施計画案 

  〈別紙〉 

 

 

【資料２】事業所・企業データベースにもとづく母集団情報の利用状況 
（平成１７年度） 

調  査  名 統計の種類 利用省庁 

法人土地基本調査予備調査 承認統計 国土交通省 

法人建物調査予備調査 承認統計 国土交通省 

宿泊統計調査予備調査 承認統計 国土交通省 

事業所・企業統計調査（名簿整備） 指定統計 総務省 

（平成１８年度） 

調  査  名 統計の種類 利用省庁 

宿泊旅行統計調査第二次予備調査 承認統計 国土交通省 

平成17年産業連関表作成のための特別調査（こん包

業に関する投入調査） 

承認統計  

経済産業省企業活動基本調査 指定統計 経済産業省 

法人土地基本調査予備調査 承認統計 国土交通省 

法人建物調査予備調査 承認統計 国土交通省 

工業統計調査 指定統計 経済産業省 

（平成１９年度） 

調  査  名 統計の種類 利用省庁 

中小企業実態基本調査 承認統計 経済産業省 

法人土地基本調査 指定統計 国土交通省 

法人建物調査 承認統計 国土交通省 

通信利用動向調査 承認統計 総務省 

環境投資実態調査試験調査 承認統計 環境省 
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内
容
、

等
）
 

○
内
国
歳
入
庁
（
I
R
S
）
の
納
税

記
録
 

○
労
働
統
計
局
の
産
業
コ
ー
ド
 

○
年
次
企
業
組
織
調
査
 

○
経
済
セ
ン
サ
ス
（
５
年
毎
）
 

○
現
状
調
査
 

○
主
要
な
ソ
ー
ス
は
、
カ
ナ
ダ
歳
入
庁

の
行
政
デ
ー
タ
 

・
事
業
者
番
号
（
B
N
）
登
録
フ
ァ
イ

ル
 

・
納
税
フ
ァ
イ
ル
 

（
法
人
、
非
法
人
、
物
品
サ
ー
ビ
ス

税
（
G
S
T
）
）
 

・
賃
金
控
除
会
計
フ
ァ
イ
ル
 

○
複
合
企
業
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

（
複
数
の
法
律
、
複
数
活
動
、
複
数

所
在
地
）
 

○
経
済
調
査
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
 

 

○
歳
入
税
関
庁
の
V
A
T
ト
レ
イ
ダ
ー
－
貿
易
レ
ジ
ス
タ

ー
 

○
歳
入
税
関
庁
の
源
泉
課
税
（
P
A
Y
E
:
 
P
a
y
 
A
s
 
Y
o
u
 

E
a
r
n
）
対
象
雇
用
者
－
C
O
P
雇
用
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

○
法
人
会
議
所
の
法
人
企
業
－
企
業
登
記
簿
 

○
D
u
n
 &
 B
r
a
d
s
tr
e
e
t
社
が
保
有
す
る
企
業
グ
ル
ー
プ

の
構
造
 

 ＜
O
N
S
の
調
査
デ
ー
タ
及
び
下
記
の
省
庁
の
調
査
デ
ー

タ
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
＞
 

○
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
企
業
貿
易
投
資
省
（
D
E
T
I
N
I
）
 

○
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
規
制
改
革
省
（
B
E
R
R
）
 

○
環
境
食
糧
農
林
省
(
D
e
f
r
a
)
の
農
場
レ
ジ
ス
タ
ー
 

○
税
務
管
理
フ
ァ
イ
ル
 

○
社
会
保
障
フ
ァ
イ
ル
 

○
統
計
調
査
 

 

収
録
情
報
及
び

構
成
 

 ・
収
録
情
報
の

内
容
及
び
更

新
周
期
 

 

<
収
録
情
報
＞
 

・
識
別
番
号
 

・
主
要
名
称
、
2
次
的
名
称
 

・
住
所
 

・
記
入
担
当
者
名
 

・
電
話
番
号
 

・
物
理
的
所
在
地
 

・
雇
用
 

・
人
件
費
 

・
収
益
 

・
資
産
 

・
経
済
セ
ン
サ
ス
の
詳
細
な
デ
ー

タ
 

・
対
象
範
囲
 

・
経
営
状
態
 

 ＜
更
新
周
期
＞
 

フ
ロ
ー
ベ
ー
ス
。
納
税
記
録
及

び
調
査
回
答
は
、
受
領
の
都
度

処
理
さ
れ
る
。
必
要
に
応
じ
、

〈
主
要
事
業
識
別
情
報
〉
 

 
・
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
か
ら
与
え
ら
れ
る

事
業
者
番
号
 

 
・
正
式
名
称
、
事
業
名
称
 

 
・
正
式
住
所
、
事
業
所
在
地
 

 
・
電
話
番
号
 

 
・
連
絡
先
 

 〈
主
要
層
別
情
報
〉
 

 
・
北
米
産
業
分
類
シ
ス
テ
ム
 

 
 
（
N
A
I
C
S
）
 

 
・
地
理
的
情
報
 

 
・
州
コ
ー
ド
 

 
・
準
州
コ
ー
ド
 

 
・
規
模
情
報
（
収
益
、
従
業
員
数
）

  〈
そ
の
他
の
情
報
〉
 

 
・
経
営
状
態
（
営
業
、
休
業
）
 

 
・
法
的
単
位
間
の
所
有
の
関
系
（
複

○
I
D
B
R
は
、
以
下
を
含
み
、
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
の

構
造
や
利
用
に
関
連
す
る
全
て
の
E
U
法
に
全
面
的

に
準
拠
し
て
い
る
。
 

  
・
統
計
目
的
の
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
構
築

に
お
け
る
共
同
体
の
調
整
に
関
す
る
理
事
会
規

則
(
E
E
C
)
N
o
.
2
1
8
6
/
9
3
 

 
・
共
同
体
に
お
け
る
生
産
シ
ス
テ
ム
の
観
察
及
び
分

析
の
た
め
の
統
計
単
位
に
関
す
る
理
事
会
規
則
 

 
 
(
E
E
C
)
N
O
.
6
9
6
/
9
3
 

 <
収
録
情
報
＞
 

 
・
識
別
番
号
 

 
・
名
称
 

 
・
住
所
（
郵
便
番
号
）
 

 
・
法
人
識
別
番
号
 

 
・
開
業
日
 

 
・
廃
業
日
 

 
・
雇
用
者
及
び
就
業
者
 

 
・
売
上
高
 

○
下
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
登
録
が
必
須
。

（
統
計
目
的
の
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス

タ
ー
構
築
に
お
け
る
共
同
体
の
調
整
に
関

す
る
1
9
9
3
年
7
月
2
2
日
付
け
理
事
会
規
則

（
E
E
C
）
N
o
.
2
1
8
6
/
9
3
よ
り
。
）
 

 ＜
法
的
単
位
の
登
録
に
は
以
下
の
情
報
が
含

ま
れ
る
。
＞
 

 
・
識
別
番
号
 

 
・
名
称
、
所
在
地
、
電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
、
F
A
X
番
号
・
年
次
決
算
報
告
義

務
の
有
無
 

 
・
開
業
日
 

 
・
廃
業
日
 

 
・
法
的
形
態
 

 
・
非
居
住
企
業
の
名
称
、
所
在
地
 

 
・
法
的
単
位
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
法

的
単
位
の
識
別
番
号
 

 
・
（
法
人
に
つ
い
て
）
法
的
単
位
の
公
益
事

業
の
特
徴
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ア
ナ
リ
ス
ト
に
よ
り
イ
ン
タ

ア
ク
テ
ィ
ブ
（
相
互
）
に
更
新

が
行
わ
れ
る
。
 

合
企
業
の
み
）
 

 
・
操
業
開
始
日
 

 
・
操
業
停
止
日
 

 
・
会
計
類
型
（
投
資
、
利
益
、
コ
ス

ト
及
び
収
益
中
心
）
 

 
・
統
計
的
識
別
（
企
業
、
会
社
、
事

業
所
、
所
在
地
）
 

 
 
な
ど
 

 ＜
更
新
周
期
＞
 

・
B
R
 

→
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
か
ら
入
手
す

る
行
政
デ
ー
タ
を
利
用
し
、
毎

月
更
新
 

・
法
人
及
び
非
法
人
の
納
税
フ
ァ
イ

 
ル
 

→
通
常
、
年
間
ベ
ー
ス
で
カ
ナ
ダ

歳
入
庁
へ
登
録
 

・
大
企
業
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
 

→
進
行
中
。（
電
話
に
よ
る
照
会
、

直
接
訪
問
）
 

・
調
査
に
よ
る
更
新
は
、
様
々
な
経

済
調
査
か
ら
日
々
入
手
 

 
・
法
的
形
態
 

 
・
企
業
番
号
 

 
・
主
た
る
活
動
（
標
準
産
業
分
類

S
I
C
2
0
0
3
/
S
I
C
2
0
0
7
）
 

 
・
従
た
る
活
動
（
標
準
産
業
分
類
 

 
 
S
I
C
2
0
0
4
/
2
0
0
7
)
 

 
・
国
籍
 

 ＜
更
新
周
期
＞
 

I
D
B
R
は
、
行
政
ソ
ー
ス
の
包
括
的
な
範
囲
の
デ
ー
タ

に
基
づ
い
て
い
る
。
歳
入
税
関
庁
の
V
A
T
業
者
に
関

す
る
情
報
は
毎
日
更
新
さ
れ
、
歳
入
税
関
庁
の
源
泉

課
税
対
象
雇
用
者
に
関
す
る
情
報
は
四
半
期
ご
と

に
更
新
さ
れ
る
。
調
査
結
果
、
と
り
わ
け
ビ
ジ
ネ
ス

レ
ジ
ス
タ
ー
調
査
か
ら
の
追
加
情
報
は
、
毎
年
７
月

に
I
D
B
R
 
に
反
映
さ
れ
る
。
 

 
・
税
関
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
、
そ
の
他
の
関
連

フ
ァ
イ
ル
の
利
用
 

 ＜
事
業
所
の
レ
コ
ー
ド
に
は
以
下
の
情
報
が

含
ま
れ
る
。
＞
 

 
・
識
別
番
号
 

 
・
名
称
、
所
在
地
、
電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
、
F
A
X
番
号
 

 
・
N
A
C
E
（
経
済
活
動
別
統
計
分
類
）
 
R
e
v
1

の
４
桁
レ
ベ
ル
の
活
動
コ
ー
ド
 

 
・
2
次
的
活
動
 

 
・
従
業
者
規
模
 

 
・
開
業
日
 

 
・
廃
業
日
 

 
・
地
理
的
位
置
コ
ー
ド
（
領
域
単
位
）
 

 
・
事
業
所
が
含
ま
れ
る
レ
ジ
ス
タ
ー
情
報

や
、
統
計
目
的
に
利
用
可
能
な
情
報
を
含

む
関
連
レ
ジ
ス
タ
ー
情
報
 

 
・
事
業
所
の
属
す
る
企
業
の
識
別
番
号
 

 
・
企
業
の
副
次
的
活
動
に
つ
い
て
当
該
事
業

所
で
の
活
動
の
有
無
 

 ＜
企
業
の
レ
コ
ー
ド
に
は
以
下
の
情
報
が
含

ま
れ
る
。
＞
 

 
・
識
別
番
号
 

 
・
法
的
に
企
業
責
任
を
有
す
る
法
的
単
位
の

識
別
番
号
 

 
・
企
業
の
主
な
活
動
ま
た
は
全
て
の
活
動
が

含
ま
れ
る
 
N
A
C
E
 
R
e
v
.
1
の
４
桁
レ
ベ
ル

の
活
動
コ
ー
ド
 

 
・
N
A
C
E
 R
e
v
.
1
の
4
桁
レ
ベ
ル
に
お
け
る
2

次
的
活
動
（
該
当
が
あ
れ
ば
）（
2
次
的
活

動
が
、
要
素
費
用
に
お
い
て
、
全
活
動
の

粗
付
加
価
値
の
1
0
％
に
達
す
る
場
合
、
あ

る
い
は
国
内
活
動
の
5
％
以
上
を
占
め
る

場
合
）
 

 
・
従
業
員
規
模
 

 
・
開
業
日
 

 
・
廃
業
日
 

 
・
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
純
売
上
高
 

 
・
純
資
産
 

 ＜
更
新
周
期
＞
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新
規
登
録
お
よ
び
更
新
デ
ー
タ
は
、
C
F
E
’
s
 

(
C
e
n
t
e
r
 f
o
r
 B
u
s
i
n
e
s
s
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
業

務
手
続
き
セ
ン
タ
ー
)
を
通
じ
て
、
I
N
S
E
E

に
日
々
送
信
さ
れ
る
。
 

 
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
の
法
的
単
位
お
よ

び
事
業
所
に
つ
い
て
、
年
間
約
2
0
0
万
件
の

動
き
が
あ
る
。
 

 

 ・
収
録
情
報
の

構
成
 

（
収
録
情
報

数
、
情
報
源

別
収
録
情
報

等
）
 

 

＜
収
録
情
報
数
＞
 

2
7
,
0
0
0
,
0
0
0
企
業
 

2
8
,
0
0
0
,
0
0
0
事
業
所
 

 ○
こ
の
う
ち
、
雇
用
者
を
持
た
な

い
事
業
所
を
2
0
,
0
0
0
,
0
0
0
含

む
。
全
て
の
納
税
デ
ー
タ
及
び

経
済
セ
ン
サ
ス
デ
ー
タ
が
蓄

積
さ
れ
る
。
 

＜
収
録
情
報
数
＞
 

2
0
0
7
年
1
2
月
現
在
 

→
2
,
2
9
0
,
1
3
9
企
業
 

 
2
,
3
8
9
,
3
3
0
事
業
所
 

 ○
B
R
上
の
全
て
の
単
位
は
、
上
記
で
列

挙
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
じ
情
報
を
含

む
。
 

○
複
合
企
業
に
関
し
て
 

調
査
さ
れ
た
関
連
情
報
を
使
っ
て
、

全
て
の
事
業
所
を
含
ん
だ
経
営
組

織
構
造
を
作
成
し
管
理
す
る
た
め
、

企
業
を
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
し
て
い
る
。

＜
収
録
情
報
数
＞
 

2
0
0
7
年
3
月
現
在
 

→
2
,
3
5
2
,
7
8
8
法
的
単
位
 

 
2
,
3
1
4
,
5
9
9
企
業
 

 
2
,
8
1
5
,
4
0
8
事
業
所
 

 
5
9
,
5
2
1
企
業
グ
ル
ー
プ
 

 ○
デ
ー
タ
は
、
O
NS
が
E
u
r
o
s
t
a
t
へ
提
出
し
て
い
る
ビ

ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
調
査
票
の
デ
ー
タ
と
一
致
し

て
い
る
。
 

＜
収
録
情
報
数
＞
 

6
,
5
0
0
,
0
0
0
法
的
単
位
 

（
う
ち
企
業
数
は
約
4
,
0
0
0
,
0
0
0
）
 

ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ

ス
タ
ー
の
活
用

方
法
 

 ・
母
集
団
と
し

て
利
用
 

（
ど
の
よ
う
な

統
計
調
査
の
母

集
団
と
し
て
利

用
し
た
か
）
 

 

○
B
R
の
主
要
な
機
能
は
、
 

 
・
農
業
以
外
の
全
て
の
経
済
部

門
を
カ
バ
ー
す
る
年
次
、
月

次
、
四
半
期
調
査
を
含
む
経

済
調
査
の
母
集
団
 

 
・
行
政
記
録
情
報
（
大
部
分
は

連
邦
税
デ
ー
タ
）
の
中
央
倉

庫
で
あ
り
、
セ
ン
サ
ス
局
の

経
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
利
用

さ
れ
る
 

 
・
収
集
及
び
処
理
の
た
め
の
中

央
サ
ポ
ー
ト
機
能
 

 
・
年
次
郡
別
ビ
ジ
ネ
ス
パ
タ
ー

ン
及
び
Z
I
P
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 

P
a
t
t
e
r
n
s（
郵
便
番
号
エ
リ

ア
別
の
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
）
に
お
け
る
、
産
業
・
地

理
別
基
礎
的
な
雇
用
・
給
与

測
定
の
ソ
ー
ス
 

 
・
研
究
リ
ソ
ー
ス
 

 
・
関
税
表
や
そ
の
他
の
特
別
な

研
究
（
実
費
償
還
プ
ロ
ジ
ェ

○
大
部
分
の
経
済
調
査
及
び
施
設
調

査
の
母
集
団
と
し
て
B
R
が
利
用
さ

れ
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
B
R
は
、
調
査
客
体
の
登
録
や

報
告
負
担
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
ビ
ジ

ネ
ス
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
デ
ー
タ
の

優
れ
た
ソ
ー
ス
と
し
て
も
活
用
さ

れ
る
。
 

 ○
現
在
、
1
0
0
以
上
の
調
査
で
B
R
が
母

集
団
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
調
査
の
大
部
分
は
、
生
産
・

金
融
・
特
性
調
査
で
あ
る
。
 

 
例
）
 

・
月
次
及
び
年
次
製
造
業
調
査
 

・
月
次
及
び
年
次
卸
売
業
・
小
売
業

調
査
 

・
年
次
サ
ー
ビ
ス
業
調
査
 

・
四
半
期
別
金
融
調
査
 

 

○
O
N
S
や
そ
の
他
の
政
府
部
局
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る

ビ
ジ
ネ
ス
調
査
の
抽
出
フ
レ
ー
ム
。
 

2
0
0
5
－
2
0
0
6
年
の
期
間
に
、
O
N
S
は
7
0
の
ビ
ジ
ネ

ス
調
査
を
実
施
し
、
（
委
託
を
受
け
た
）
地
方
自
治

体
は
2
8
6
,
0
0
0
企
業
に
1
,
6
6
2
,
8
8
0
の
調
査
票
を
配

布
し
た
。
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ク
ト
）
の
既
存
の
デ
ー
タ
ソ

ー
ス
 

 
・
再
編
や
所
有
権
の
変
更
を
通

し
て
単
位
を
追
跡
し
、
ビ
ジ

ネ
ス
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の

情
報
を
提
供
す
る
長
期
研

究
の
基
礎
 

 

 
 

･
統
計
作
成
に

利
用
 

(
ど
の
よ
う
な

統
計
を
作
成

し
た
か
)
 

 

○
詳
細
な
産
業
レ
ベ
ル
・
地
理
レ

ベ
ル
で
、
事
業
所
数
、
就
業
者

数
、
雇
用
者
の
給
与
、
雇
用
者

を
持
た
な
い
事
業
所
の
総
収

入
に
関
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ

ス
タ
ー
か
ら
統
計
が
毎
年
公

表
さ
れ
る
。
 

○
B
R
は
官
庁
統
計
の
作
成
に
は
使
わ

れ
な
い
が
、
し
ば
し
ば
、
企
業
規
模

別
（
収
益
の
程
度
、
従
業
員
数
）
・

活
動
の
部
門
別
・
州
別
の
企
業
及
び

事
業
所
数
の
よ
う
な
、
ビ
ジ
ネ
ス
デ

モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
統
計
の
作
成
に
利

用
さ
れ
る
。
 

○
国
家
統
計
の
独
立
性
を
保
持
し
、
2
0
0
8
年
4
月
に
全

面
施
行
さ
れ
る
新
統
計
法
は
、
研
究
を
目
的
と
す
る

研
究
者
に
対
し
て
、
ま
た
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
企
業

貿
易
投
資
省
等
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
統
計
改

善
を
目
的
と
す
る
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
い
る
。
 

○
い
く
つ
か
の
年
次
出
版
物
が
、
I
D
B
R
の
デ
ー
タ
か
ら

直
接
作
成
さ
れ
て
い
る
。
 

 
・
英
国
企
業
：
活
動
、
規
模
、
所
在
地
 

 
・
V
A
T
登
録
及
び
登
録
解
除
（
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
規
制

改
革
省
に
よ
る
作
成
）
 

 
・
中
小
企
業
統
計
（
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
規
制
改
革
省
に

よ
る
作
成
）
 

 
・
ビ
ジ
ネ
ス
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
E
u
r
o
s
t
a
t
に
提
出

さ
れ
、
公
表
さ
れ
る
）
 

○
新
規
設
立
企
業
に
関
す
る
月
次
統
計
 

（
2
0
0
7
年
初
め
か
ら
開
始
）
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   主
要
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
（
２
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ド
イ
ツ
 

デ
ン
マ
ー
ク
 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
 

日
 
本
（
参
考
）
 

作
成
機
関
 

ド
イ
ツ
連
邦
統
計
局
 

デ
ン
マ
ー
ク
統
計
局
 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
 

総
務
省
統
計
局
 

ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ

ス
タ
ー
の
名
称

ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
シ
ス
テ
ム

9
5
（
U
R
S
 
9
5
）
 

統
計
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
（
E
S
R
:
 S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
 

B
u
s
i
n
e
s
s
 
R
e
g
i
s
t
e
r
）
 

事
業
所
・
企
業
ノ
ル
ウ
ェ
ー
中
央
レ

ジ
ス
タ
ー
（
C
R
E
）
 

事
業
所
・
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
 

情
報
源
（
統
計

調
査
名
、
行
政

記
録
の
内
容
、

等
）
 

○
税
務
当
局
の
フ
ァ
イ
ル
 

 
→
V
A
T
（
付
加
価
値
税
）
フ
ァ
イ

ル
 

 
 
所
得
税
及
び
法
人
税
フ
ァ
イ

ル
 

○
連
邦
雇
用
局
の
フ
ァ
イ
ル
 

○
職
人
組
合
の
フ
ァ
イ
ル
 

○
商
工
会
議
所
の
フ
ァ
イ
ル
 

○
統
計
調
査
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
 

○
中
央
行
政
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
（
C
V
R
）（
ソ
ー

ス
は
、
次
の
４
つ
か
ら
の
デ
ー
タ
 

①
国
税
省
の
税
・
関
税
局
 

②
労
働
省
 

③
デ
ン
マ
ー
ク
商
業
・
企
業
庁
 

④
デ
ン
マ
ー
ク
統
計
局
）
 

○
行
政
ソ
ー
ス
 

○
統
計
部
門
か
ら
の
デ
ー
タ
イ
ン
プ
ッ
ト
 

○
株
主
レ
ジ
ス
タ
ー
 

○
中
央
銀
行
デ
ー
タ
 

○
法
人
中
央
調
整
レ
ジ
ス
タ
ー
 

○
V
A
T
（
付
加
価
値
税
）
レ
ジ
ス
タ

ー
 

○
雇
用
者
及
び
非
雇
用
者
レ
ジ
ス

タ
ー
 

○
構
造
ビ
ジ
ネ
ス
統
計
 

○
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
 

（
経
済
セ
ン
サ
ス
実
施
後
は
経

済
セ
ン
サ
ス
）
 

○
工
業
統
計
調
査
 

○
商
業
統
計
調
査
 

○
商
業
登
記
簿
 

収
録
情
報
及
び

構
成
 

 ・
収
録
情
報
の

内
容
及
び
更

新
周
期
 

 

＜
収
録
情
報
＞
 

企
業
の
名
称
、
所
在
地
、
地
理
的

位
置
コ
ー
ド
、
主
要
な
経
済
活
動

コ
ー
ド
、
経
済
活
動
の
開
始
日
及

び
停
止
日
、
2
次
的
活
動
コ
ー
ド
、

従
業
者
数
、
純
売
上
高
、
法
的
形

態
、
行
政
デ
ー
タ
の
利
用
、
E
U

域
内
の
経
営
者
の
登
録
の
利
用
 

 ＜
更
新
周
期
＞
 

最
低
１
年
に
１
回
 

（
上
記
全
て
の
情
報
に
関
し
て
）

 

＜
収
録
情
報
数
＞
 

・
3
,
4
2
7
,
0
0
0
企
業
 

・
3
,
6
2
1
,
0
0
0
事
業
所
 

＜
収
録
情
報
＞
 

識
別
番
号
（
行
政
単
位
(
S
E
N
R
)
の
識
別
番
号
、
法

的
単
位
(
C
V
R
)
の
識
別
番
号
、
生
産
単
位
(
P
)
の
識

別
番
号
、
経
済
活
動
単
位
（
L
K
A
U
）
番
号
、
企
業

グ
ル
ー
プ
（
A
R
B
）
の
識
別
番
号
）
、
 

登
録
日
・
登
録
抹
消
日
、
産
業
デ
ー
タ
の
適
用
日
、

最
新
デ
ー
タ
の
更
新
日
、
所
有
者
及
び
所
有
権
、

名
称
・
所
在
地
、
通
信
情
報
（
電
話
番
号
、
F
a
x

番
号
、
e
-
m
a
i
l
ア
ド
レ
ス
）
、
特
定
の
単
位
（
経

済
活
動
単
位
、
企
業
グ
ル
ー
プ
、
行
政
単
位
）
に

関
す
る
デ
ー
タ
、
売
上
高
、
購
入
額
、
労
働
市
場

補
充
年
金
基
金
（
A
T
P
）
へ
の
支
払
い
、
従
業
者

数
、
更
新
日
、
更
新
者
、
更
新
ソ
ー
ス
、
更
新
の

タ
イ
プ
（
変
更
か
修
正
か
）
 

＜
更
新
周
期
＞
 

・
売
上
高
、
購
入
額
、
A
T
P
へ
の
支
払
い
→
月
次
、

四
半
期
、
年
次
 

    

＜
収
録
情
報
＞
 

組
織
番
号
、
事
業
所
・
企
業
の
名

称
、
所
在
地
、
開
業
日
・
廃
業
日
、

産
業
分
類
（
N
A
C
E
）
、
従
業
者
数
、

経
営
組
織
、
資
本
金
、
組
織
部
門

コ
ー
ド
、
活
動
・
非
活
動
コ
ー
ド

 ＜
更
新
周
期
＞
 

・
毎
年
更
新
 

 
→
売
上
高
、
従
業
者
数
 

 ・
毎
日
更
新
 

 
→
事
業
所
・
企
業
の
名
称
、
所
在

地
、
産
業
分
類
 

 ・
毎
月
更
新
 

 
→
従
業
者
数
 

 

＜
収
録
情
報
＞
 

事
業
所
・
企
業
の
名
称
、
所
在

地
、
異
動
状
況
、
産
業
分
類
、

従
業
者
数
、
本
所
・
支
所
の
別
、

経
営
組
織
、
資
本
金
(
会
社
の
本

所
、
単
独
事
業
所
の
み
)
 

 ＜
更
新
周
期
＞
 

・
５
年
周
期
で
全
体
を
更
新
 

・
企
業
の
名
称
、
所
在
地
、
異
動

状
況
に
つ
い
て
は
毎
月
 

・
製
造
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
所

の
産
業
分
類
、
従
業
者
数
、
経

営
組
織
に
つ
い
て
毎
年
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 ・
収
録
情
報
の

構
成
 

（
収
録
情
報

数
、
情
報
源

別
収
録
情
報

等
）
 

 

 
＜
収
録
情
報
数
＞
 

関
連
す
る
職
場
を
持
つ
約
5
0
0
,
0
0
0
の
法
的
・
経

済
単
位
 

 

○
C
V
R
と
E
S
R
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
っ
て
お

り
、
C
V
R
の
更
新
は
速
や
か
に
E
S
R
に
受
信
さ
れ

る
。
 

 ○
国
税
省
の
税
・
関
税
局
デ
ー
タ
に
登
録
さ
れ
て
い

る
行
政
単
位
の
変
更
情
報
は
、
毎
週
デ
ン
マ
ー
ク

統
計
局
へ
提
出
さ
れ
る
。
 

 

 

○
情
報
の
大
部
分
は
、
法
人
中
央
調

整
レ
ジ
ス
タ
ー
か
ら
更
新
さ
れ

る
。
 

○
企
業
集
団
の
状
況
は
株
主
レ
ジ

ス
タ
ー
か
ら
収
集
さ
れ
る
。
 

 ＜
収
録
情
報
数
＞
 

2
0
0
8
年
2
月
現
在
、
 

・
8
6
5
,
2
6
7
企
業
 

・
5
0
4
,
1
0
0
事
業
所
 

  

○
事
業
所
・
企
業
の
名
称
、
所
在

地
、
異
動
状
況
、
産
業
分
類
、

従
業
者
数
、
本
所
・
支
所
の
別
、

経
営
組
織
、
資
本
金
(
会
社
の
本

所
、
単
独
事
業
所
の
み
)
 

○
工
業
統
計
調
査
、
商
業
統
計
調
 

 
査
 

 
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
異

動
状
況
、
従
業
者
数
、
本
所
・

支
所
の
別
、
経
営
組
織
 

○
商
業
登
記
簿
 

 
企
業
の
名
称
、
所
在
地
、
異
動

状
況
 

ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ

ス
タ
ー
の
活
用

方
法
 

・
母
集
団
と
し

て
利
用
 

（
ど
の
よ
う
な

統
計
調
査
の
母

集
団
と
し
て
利

用
し
た
か
）
 

 

○
標
本
抽
出
の
基
礎
 

 
（
例
：
大
部
分
の
経
済
部
門
の
年

次
統
計
）
 

  

○
全
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
統
計
 

 

○
構
造
ビ
ジ
ネ
ス
統
計
 

○
賃
金
統
計
 

○
通
信
利
用
動
向
調
査
 

○
経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調

査
 

○
中
小
企
業
実
態
基
本
調
査
 

○
法
人
土
地
基
本
調
査
 

 
 

･
統
計
作
成
に

利
用
 

(
ど
の
よ
う
な

統
計
を
作
成

し
た
か
)
 

 

○
新
し
い
統
計
結
果
の
作
成
の
た

め
の
分
析
 
（
例
：
ビ
ジ
ネ
ス
デ

モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
 

○
異
な
る
行
政
情
報
の
組
合
せ
集

計
 
（
例
：
工
業
セ
ン
サ
ス
の
代

替
）
 

○
デ
ー
タ
公
表
の
一
般
的
基
礎
 

○
調
査
の
代
用
 

 
（
例
：
ク
ラ
フ
ト
レ
ポ
ー
ト
）
 

 

○
全
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
統
計
 

○
構
造
ビ
ジ
ネ
ス
統
計
 

○
賃
金
統
計
 

○
ビ
ジ
ネ
ス
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
統
 

 
計
 

○
事
業
所
統
計
（
場
所
単
位
）
 

○
統
計
の
作
成
は
統
計
法
施
行

（
2
0
0
9
年
春
予
定
）
後
に
可
能
と
 

な
る
。
ど
の
よ
う
な
統
計
を
作

成
す
る
か
は
未
定
 

 
ド
イ
ツ
 

デ
ン
マ
ー
ク
 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
 

日
 
本
（
参
考
）
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【資料５】 

（事業所母集団データベースの整備） 

第二十七条 総務大臣は、行政機関、地方公共団体及び第二十五条の規定による届出を行った独立行政法

人等（以下「届出独立行政法人等」という。）による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査における

被調査者の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の

利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するもの

とする。 

 

【資料６】上場会社の売上高等 

業種区分

上場
会社
の対
象社
数

法人企
業統計
の  企業
数

B/C
(%)

上場会
社の単
体売上
高合計

法人企
業統計
の   売
上高

E/F
(%)

上場会
社の単
体経常
利益売

法人企
業統計
の経常
利益（億

H/I
（％）

（参考）
連結売
上高合
計（億

（参考）
連結経
常利益
合計（億

一般事業会社(資本金1億円以 3,775 33,357 11.3 4,269,426 8,520,440 50.1 242,786 409,635 59.3 7,178,298 417,840

　うち資本金1億円以上5億円未 318 24,215 1,316 27,802 1,423

　うち資本金5億円以上10億円 577 68,064 3,277

　うち資本金10億円以上2,880 5,612 51.3 4,177,147 5,980,023 69.9 238,194 328,342 72.5

銀行・証券・保険 130 ― 140,646 ― 48,775 ― 395,719 59,897

　うち資本金5億円未満 0 ― ― ―

　うち資本金5億円以上 130 ― 140,646 ― 48,775 ― 395,719 59,897

合計 3,905 4,410,072 291,562 7,574,017 477,736

注：2008年5月7日現在の全市場の上場国内会社で株式移転等による新設会社で実績データが入手できない
ものは除外　　（直近1年間に公表された財務データを集計）

27,745 81,293

7,150,496 416,416

3.2 2,540,417 3.6 5.6
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【参考１】 

「統計行政の新たな展開方向」（抜粋）（平成 15 年６月 27 日 各府省統計主管部局長等申合せ） 

原則、全産業分野のすべての事業所・企業を対象に、経済活動の実態を経理的側面からとらえる統計調査を平成 21 年を

目途に実施する方向で、その具体化に向けて検討する。このため、総務省（統計基準部）は、平成 15 年度に、関係府省を

始めとして広く関係者を含めた、具体化のための検討の場を設け、平成 17 年度中にその枠組み及びこれに関連した大規模

統計調査等の統廃合、簡素・合理化についての結論を得る。 

 

【参考２】 

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」（抜粋）（平成 17 年６月 21 日 閣議決定） 

「基本方針 2004」に基づいて、経済社会の実態を的確にとらえる統計を整備するとともに、統計制度の改革を推進する。特

に、別表２の（６）の取組を進める。 

別表２（６）（統計整備の推進） 

産業構造の変化等に対応した統計（経済活動を同一時点で網羅的に把握する経済センサス（仮称）、サービス統計、観光統

計等）を整備する。 

 

【参考３】 

「経済センサスの枠組みについて」（抜粋）（平成 18 年３月 31 日 経済センサス（仮称）の創設に関する 

検討会） 

Ⅱ 経済センサス-の意義、目的等 

１ 意義、目的 

産業を対象とする現行の大規模統計調査は、いわゆる分散型統計調査制度の下で、農林水産業、製造業、商業、サービ

ス業などの大きく区分された産業分野毎に、それぞれ異なる年次及び周期で実施されている。このため、既存の大規模統

計調査の結果を統合しても、同一時点における我が国全体の産業を対象とした包括的な産業構造統計を作成することがで

きない状況にある。経済センサスの意義及び目的は、包括的な産業構造統計の整備に加えて統計精度の向上に資する母集

団名簿の拡充を図ることにある。全産業分野の産業横断的な事業所・企業の共通母集団名簿の整備は、事業所・企業を調

査客体とする既存の産業分野別統計の精度向上に大きく寄与するものである。 

また、新たな事業形態の出現や情報通信技術の進展に伴ってＳＯＨＯ等外観からでは捕捉が困難事 

業所・企業が増加していることなど、統計調査員による調査だけでは事業所・企業を必ずしも的確に把握できないという

状況が生じていることから、行政記録等を積極的に活用した調査を行い、事業所及び企業の的確な把握に努める。
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ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
の
整
備
イ
メ
ー
ジ
 

事
業
所
新
設
・

 
廃
止
デ
ー
タ

労
働
保
険
 

業
務
情
報
 

随 時 更 新 

Ｈ
２
１
 

第 １ 回 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査

法
人
企
業
新
設
・

 
廃
止
デ
ー
タ

 

毎 月 更 新 

※
業
種
・
従
業
者
数
・

事
業
所
数
な
ど
に
つ

い
て
は
往
復
郵
便
調

査
で
補
完

 

法
人
登
記
 

業
務
情
報
 

企
業
の
親
子

 
関
係
デ
ー
タ

第
２
回
経
済
セ
ン

サ
ス
基
礎
調
査

 

E
D
I
N
E
T
 

(
財
務
諸
表
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。
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情報通信サービスの統計整備 

                                    

2008 年 7 月 4 日 

田辺委員の報告と各省統計 

のレビューにおける検討を 

踏まえて、座長が取り纏め 

 
１．検討の対象とする範囲 

   情報通信サービスの活動と利用の実態を的確に把握。 
 
２．現状 

  情報通信の技術革新は著しく、情報サービスと通信の融合による情報通信ネットワー

クが急進展している。企業・産業分野から始まり、個人・世帯等の社会生活領域にまで

深く浸透した情報通信ネットワークの高度な利用は、各主体における情報の利用機会の

増加や利用形態の多様化にとどまらず、新たなネットワークサービスに対する需要を創

出している。さらに、多様な利用主体が様々な形態の連結、協働等を通して、ネットワ

ーク上の多種多様な情報を利用して生産活動を行うことにより、ネットワーク上に新し

い情報を流通、集積し、付加価値を生み出している。 
こうした時代の変化に統計情報が十分対応しているとはいえない。これまで、情報通 

信活動は情報サービス分野と通信分野のそれぞれで、相互に連携のないままに捉えられ

てきた。前者を経済産業省（旧通産省）、後者を総務省（旧郵政省）がそれぞれの所管す

る行政分野に従って統計調査を担ってきた。 
経済産業省は、情報サービス業のソフトウェア業と情報処理・提供サービス業につい

て、毎年、事業所を対象として｢特定サービス産業実態調査｣を実施し、売上高（業務種

類別、契約先産業別）、営業費用、従業者数（部門別、職種別）等を明らかにしている。

この他、経済産業省所管の業種を中心に、毎年、企業を対象として｢企業活動基本調査｣

を実施し、情報サービス業等について、事業組織、部門別従業者数、資産･負債、損益、

事業内容、研究開発、技術取引･所有、情報化等を明らかにしている。 
他方、総務省情報通信政策局は、毎年、企業を対象として、通信業、放送業、インタ

ーネット付随サービス業について｢通信産業基本調査｣を実施し、放送番組制作業（テレ

ビジョン番組制作業、ラジオ番組制作業）について｢放送番組制作業実態調査｣を実施し

ている。｢通信産業基本調査｣は事業組織、従業員数、事業内容、資産･負債、設備投資、

損益、費用の内訳、研究開発、今後の事業の方向等を明らかにし、｢放送番組制作業実態

調査｣は業務内容、番組の種類、放送媒体、資産･負債、売上げ構成、損益、設備投資、

従業員数、番組の契約状況、今後の事業展開等を明らかにしている。 
  また、月次の統計調査については、情報通信業の中の所管業種を対象に、経済産業省
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が｢特定サービス産業動態統計調査｣、総務省情報通信政策局が｢通信産業動態調査｣を実

施している。 
一方、情報通信サービスの利用の実態を明らかにする統計としては、経済産業省が、

毎年、企業を対象として｢情報処理実態調査｣を実施し、情報処理関係支出の状況、IT 投
資効果を左右する要因の状況、電子商取引の状況、情報セキュリティの状況、電子タグ

の取組状況、SaaS の利用状況等を把握している。また、｢企業活動基本調査｣において、
情報処理・通信費等の費用、コンピュータ・ネットワークの利用状況、電子商取引の実

施状況、情報化関連投資の種類等を把握している。 
また、総務省情報通信政策局は、毎年、世帯・個人･企業･事業所を対象として、｢通信

利用動向調査｣を実施している。世帯については、情報通信関連機器の保有状況等、イン

ターネットの利用状況・被害状況・セキュリティ対策、 ケーブルテレビ、衛星放送、デ

ジタル放送の視聴状況等、世帯構成員については、情報通信関連機器の利用状況等、イ

ンターネット・公衆無線ＬＡＮサービス・オンラインショッピング・有料デジタルコン

テンツの利用状況、電子マネーの保有状況等、企業については、通信網の構築・利用状

況・電子商取引・テレワークの導入状況、目的、効果・従業員へのＩＣＴ（ＩＴ）教育

の状況・情報通信ネットワークの安全対策・企業経営におけるＩＣＴ（ＩＴ）化への取

り組みとその効果、事業所については、情報通信関連機器の保有状況、インターネット

の利用状況、情報通信ネットワークのセキュリティ等を調査している。 

この他、「家計消費状況調査」(総務省統計局)において、IT 関連機器の保有状況、サ

ービスの利用、インターネットの利用状況等について調査している。 

 
３．問題の所在 

情報通信活動に係る統計が経済産業省と総務省にまたがって作成されているため、そ

れぞれの統計調査間において、調査対象が重複あるいは脱漏が生じている可能性があり、

現状では情報通信業の活動の全容を網羅的・統一的に捉えることが困難である。とりわ

け、インターネット附随サービス業や映像・音声・文字情報制作業に対する統計調査に

よる捕捉が脆弱であり、回収率も悪い。また、各統計で調査目的が異なっていることも

あり、調査の対象範囲が一致していない、調査事項の定義が相違している、地域別の表

章単位が対応しない等、各統計の調査結果を総合して利用することが容易でない。さら

に、調査事項の設定において、通信業との関連から捉えるべき情報サービス業の活動、

逆に、情報サービス業との関連から捉えるべき通信業の活動が十分に考慮されていると

はいえない。「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」第 14 条に規定される、高度
情報通信ネットワーク社会に関する統計等の作成及び公表の義務の履行が不十分なまま

である。 
  情報通信サービスの利用に係る統計については、産業の実態や社会生活の変化を捉え

る上で十分とはいえない。情報通信ネットワークの利用が新事業を創出し、企業の生産
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活動の生産性を大きく変化させ、人々のライフスタイルに大きな影響を与えるようにな

ったことについて、統計調査結果から情報通信サービスと関連付けて明らかにすること

に成功していない。サービス内容が急激に変化している情報通信サービスについては、

時代に即応した調査内容へと絶えず見直し続けることが必要である。 
  情報通信サービスは経済･社会の発展に欠かせぬ国の枢要な基盤であり、とりわけ情報

通信分野の統計情報は行政施策を実行する際のエビデンスとして、今後ますます重要で

あるはずである。しかしながら、情報通信分野においては、いくつかの統計作成が産業

担当部門で実施され、担当職員が短期間で異動するケースが多く、統計調査の専門的知

識を得るまでの育成が図られていない。その結果、既存統計調査の維持にとどまり、新

たな視点からの統計の企画が難しい状況にある。 
 

４．海外の主要国の状況 

4.1 情報通信活動に関する統計 
米国では、商務省統計局（Census Bureau）が「情報通信技術調査」（Information and 

Communication Technology Survey）を実施し、情報通信技術への投資総額、ソフトウェ
ア投資額等を調査している。また、連邦通信委員会（FCC）が「長距離通信産業統計」
（Statistics of the Long Distance Telecommunications Industry）を実施し、長距離通信
産業の収入、市場シェア、企業数等の調査を行っている。 
 カナダでは、統計局（Statistics Canada）が「通信業調査」（Annual Survey of 
Telecommunications）を実施し、事業実績、財務状況、雇用状況、投資等を調査している。 
シンガポールでは、情報通信開発庁（iDA）が「情報通信産業調査」（Annual Infocomm 

Industry Survey）を毎年実施し、事業実績、従業員数等の活動を把握している。また、「情
報通信人材調査」（Annual Infocomm Manpower Survey）を実施し、情報通信産業ととも
にユーザ企業において ICTに従事する ICT人材の状況を把握している。 
 
4.2 情報通信サービスの利用に関する統計 
米国では、商務省統計局が「電子商取引統計」（E-Stat）を実施し、電子商取引規模、取
引段階別規模などを調査している。また、司法省（Department of Justice）が「コンピュ
ータセキュリティ調査」（National Computer Security Survey）を実施し、コンピュータ
セキュリティに関する事案の傾向、経済的損失、対応策などの実態を明らかにしている。 
 カナダでは、統計局が「電子商取引・技術調査」（Survey of Electronic Commerce and 
Technology）を行い、企業の電子商取引の利用状況、情報通信サービスの利用状況などを
調査している。また、「インターネット利用状況調査」（Canadian Internet Use Survey）
を行い、個人・世帯のインターネット利用状況を把握している。 
 シンガポールでは、「電子政府認識調査」（Annual e-Government Perception Survey）
を実施し、国民の電子政府利用の状況について実態を明らかにしている。 
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５．問題への対処 

   情報通信業の分野において、経済産業省と総務省情報通信政策局が実施する統計調査
について、平成 22年の企業活動基本調査の詳細調査を行う際に、連携して一元的に行う
ことが適当である。具体的には、既存の情報通信活動に係る統計調査について、企業活

動を把握する基幹統計「企業活動基本統計（仮称）」の下に統合して、情報通信業に係る

基幹統計調査を経済産業省と総務省の共管調査として新たに実施する。同調査の内容は、

「企業活動基本統計（仮称）」の対象業種すべてに共通の調査事項と情報通信業に固有の

調査事項から構成される。 
  情報通信サービスの利用において、世帯･個人の属性や地域間で明らかな情報格差が生

じている。その実態の把握は、政府の政策的な対応においても、企業等の経営戦略の策

定においても必要性が高い。｢通信利用動向調査｣から、世帯･個人の属性ごとに利用状況

は明らかになっているが、地域別の表章は地域ブロック別にとどまっており、その結果

精度も十分ではない。その精度を向上させ、できれば都道府県別の表章が可能となるよ

うに標本数の確保が望まれる。 
  情報通信分野は技術進歩が著しく、統計の担当職員には情報通信に関する最新の知識

とともに統計調査に関する知識の修得が求められる。的確な知識がなければ、時代の変

化に対応して柔軟に調査内容を変更することは不可能である。その際、行政目的からだ

けではなく、学術研究上の要望や社会的ニーズの観点にも立つべきことはいうまでもな

い。情報通信分野の統計の担当職員の育成のため、統計部門と産業部門との連携の強化

や関係省間の人事交流の活発化が強く求められる。 
 
６．期待される効果 

情報通信業の全体の動向や情報通信活動の相互の関連を的確に把握することが可能と

なる。情報通信業の政策決定や分析がより正確なデータにもとづいて行われるようにな

るとともに、統計の有用性が高まる。 
平成 14年 3月の日本標準産業分類の第 11回改定において、長年の課題であった大分
類項目「情報通信業」が設定されている。我が国における「情報通信業」の設定の考え

方は、その後の国際標準産業分類の改定における情報通信業の創設に際して採用され、

したがって 2005/Rev.4にもとづいて作成されている欧州各国の情報通信業の統計データ
との比較が適切に行えることとなる。 
情報通信に係る統計の企画・設計や調査結果の分析がより専門的な観点から行われこ

とになれば、きめの細かい情報通信政策や、地方公共団体が講じる施策の展開に資する。 
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知的財産に関する統計整備 

 

2008 年 6 月 27 日 

田辺孝二 

 

１．検討の対象 

     知的財産に関する統計整備のあり方を検討。 
   

２．現状 

  近年、知的財産の創造と活用は極めて重要な課題であり、その推進のための政策立案には、①知的

財産の創造活動、②知的財産の保有状況、③知的財産の活用状況を把握し、これら活動を関連付けて

分析する必要がある。 

知的財産の創造の主たる活動は研究開発であり、この分野の統計として、「科学技術研究調査」（総

務省、指定統計）と「企業活動基本調査」（経済産業省、指定統計）がある。「科学技術研究調査」は

科学技術の振興に必要な基礎資料を得ることを目的として、科学技術に関する研究活動の実態を調査

しており、企業、大学、公的機関等の研究関係従業者数、専門分野別研究者数、研究費の費目別･分

野別明細、研究費の受託額と委託額、国際技術取引等の研究活動の実態が明らかとなる。「企業活動

基本調査」は企業活動の実態を明らかにすることを目的として、研究開発費、研究者数等の研究開発

に係る活動を調査している。 
  知的財産の保有状況については、「企業活動基本調査」において技術（特許権、実用新案権等）の

所有及び取引状況を調査しており、また、公開されている特許公報情報等（特許庁、業務情報）から

企業等の産業財産権の出願、審査請求、取得に関する個々のデータが利用可能である。 

知的財産の活用状況については、「知的財産活動調査」（特許庁、承認統計）が平成 14 年度から実

施されている。企業等の知的財産活動の実態を把握し、知的財産政策の企画立案・検証を行うにあた

っての基礎資料の提供、企業等における知的財産活動の強化に資することを目的として、知的財産部

門の活動状況（知的財産活動費用、権利譲渡・譲受、実施許諾、ライセンス収支等）、産業財産権の

所有･実施の状況、知的財産権侵害に係る訴訟とについて調査している。 

その他、「我が国の研究活動の実態に関する調査報告」（文部科学省、承認統計）において、毎年度、

研究者に対し特定のテーマに関する意識調査を実施している。 

 
３．知的財産に関する統計の課題 

① ｢知的財産活動調査｣の低い回収率 
 ｢知的財産活動調査｣は戦略的に重要な統計であり、そこから多くの価値ある情報を得られるこ

とが期待されるにも拘らず、回収率が 50％程度の状況にある。統計利用における結果精度の確保
の観点から何らかの改善を図る必要がある。 

② 知的財産に係る統計間の不整合 
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｢科学技術研究調査｣は｢事業所･企業統計調査｣の結果を母集団情報として、調査対象を抽出して

いる。他方、｢知的財産活動調査｣は特許、実用新案登録、意匠、商標の出願実績のある者の情報

を母集団情報として、調査対象を選定している。そのため、知的財産活動のインプット面に焦点

を当てた科学技術研究調査とアウトプット面を中心に調査している知的財産活動調査を有機的に

リンケージして有効に統計情報を作成･利用するに至っていない。 

 ③ 知的財産活動を捉える統計単位 

    企業活動を捉える統計は、わが国において現在のところ事業所か企業を統計単位とした統計に

限られる。近年、企業のグループ化の進展は著しく、上場企業の連結ベースの売上高は法人企業

統計の資本金１億円以上の全企業の売上高合計の 84％、約 274 万の全企業の売上高合計の 46％

に達する。企業活動においてグループ全体で機能を分担するケースが多く見られ、研究開発等の

戦略的な活動については顕著である。親会社は子会社の研究開発まで負担している場合が多く、

このことは（親会社の有無/子会社の有無）を調査している｢企業活動基本調査｣等の統計データ

からも確認できる。すなわち、企業グループのどこに位置しているかによって、知的財産活動の

状況は大きく異なる。企業グループ全体の知的財産活動をどこかの企業が重点的に担っている場

合、グループ内の各企業の活動成果を知的財産活動と結び付けて分析しても適切とはいえない。 

   この場合、企業グループ全体で活動を捉えることが意味を持つ。 

④ 人的資産への投資に関する統計の未整備 

人材の能力開発（教育・研修）は、人的資産への投資というべき活動であり、設備投資や研究

開発と同様に重要な活動であるが、能力開発投資の「見える化」を図るための基礎となる投資額

を把握する統計が整備されていない。 

 

４．海外の主要国の状況 

研究開発にかかる統計については、OECD が標準的な体系をフラスカチ･マニュアルとして提示して

おり、各国はこれに準拠して統計を作成している。 

米国では、商務省統計局（Census Bureau）と国立科学財団（NSF）が共同して、企業部門について、

「産業の研究開発調査」（Survey of Industrial Research and Development）を実施しており、研究

開発施設の減価償却費、フルタイム換算の研究者数、研究開発費等を調査している。政府部門につい

ては、研究者数等が人事局のデータから明らかにされる。 

ドイツでは、政府･大学･非営利団体等の学術･研究･開発のための非営利組織に対しては、連邦統計

庁（Statistisches Bundesamt）が属性毎の人員分野別収支、研究･開発活動、技術分野別の研究費等

を調査している。企業部門に対しては、学術統計有限会社（Wissenschaftsstatistik gGmbH）が連邦

教育研究所、財団連盟等の資金によって研究開発統計調査（Statistik uber FuE im deutschen 

Wirtschaftssektor）を実施しており、研究開発の支出額、資金源、研究従事者、分野別研究開発状

況等の実態を明らかにしている。 

フランスでは、国民教育･高等教育･研究省（MENESR）と研究･革新統計室が、研究開発人材の内訳、

費目別の研究開発支出、分野別研究開発活動、研究開発活動の資金源、知的財産権等を主な調査内容
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とした研究開発活動と人材についての調査を実施している。 

英国では、国家統計局（ONS）が研究開発部門の費用、雇用、資金源の実態を明らかにするため、｢企

業の研究開発調査｣と｢政府の研究開発調査｣を実施している。 

このほか、欧州の主要国でイノベーションサーベイ（ CIS：Community Innovation Survey)が、企

業レベルのイノベーション活動を把握する目的で実施されている。これまでに、1993 年、1997 年、

2001 年、2005 年に、4年ごとに実施されている。 この調査は、プロダクト（プロセス）・イノベーシ

ョンの程度やイノベーションの効果など、企業のイノベーション活動のインプットから成果に至るま

でを詳細に聞いている。 第 4回の調査実施国は EU25 ヶ国にアイスランド、ノルウェー、ブルガリア、

ルーマニアを加えた 29 カ国である。 

      

５．課題への対応 

① ｢知的財産活動調査｣の改善 
 ｢知的財産活動調査｣の回収率が低い背景として、調査事項が多方面にわたっていて、かつ、調

査項目が多いことなどから調査客体の負担が重いこともあるが、調査内容は企業戦略そのものに

関する情報であり、企業機密に属する類の調査項目が多く含まれ、未記入回答項目が少なくない

ことからすると、調査業務を一括して民間企業に外部委託していることによる回収率への影響も

大いに考えられる。回収率の向上を図り、結果精度を向上させるために、調査票の改善、外部委

託のあり方を検討する必要がある。 
② 知的財産に係る統計の高度利用を目指して 

事業所･企業データベースを管理する総務省統計局が、産業財産権の企業出願人の名称･所在と

企業の登記情報の照合作業を行い、ビジネスレジスターに両者の照合情報を収納する方向が打ち

出されている。これが実現すれば、産業財産権の出願情報にもとづいて調査されている｢知的財

産活動調査｣と｢科学技術研究調査｣のデータリンケージが容易になり、両調査結果を接合して新

たな統計の作成が可能となるにとどまらず、さらに、特許公報情報等や｢企業活動基本調査｣等の

情報と組み合わせることによって、知的財産活動に係る包括的な統計結果が利用できることとな

る。関係省は、所管する知的財産活動に係る統計を有効に活用するために、いかなる対応が今後

必要かについて、速やかに協議を開始することが適当である。 

③ 企業グループを単位とした統計に向けて                               

      平成 26 年に実施がうたわれている第 2回「経済センサス-基礎調査」において、 企業の親子関

係の名寄せが完備に近づく。それまでに知的財産に係る統計の企業コードはビジネスレジスター

と完全な対応関係を持っているので、平成 27 年以降は、知的財産活動を企業グループ全体で纏

めて捉えることが可能になる。また、総務省政策統括官室・統計局は財務省と協力して、平成 21

年度から上場会社の連結ベースも含めて、財務諸表データをビジネスレジスターの中間的なファ

イルに収納することが求められている。平成 27 年時点では、企業グループの知的財産活動に係

る統計データと 5、6 年度分の財務データを同時に利用することが可能となる。関係省は、企業

グループの知的財産活動の分析を可能とする統計データの構築に向けて連携した検討が求めら
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れる。 

④ 人的資産への投資に関する統計情報の整備 

企業における能力開発（教育・研修）に関連する投資額を把握するため、経済産業省は、｢企業

活動基本調査｣において所要の調査項目の設定について検討することが適用である。 

 

６．期待される効果 

  知的財産活動に係る統計情報が、他の企業活動や財務状況を明らかにする統計情報と統合して活用

できることによって、従来は実施できなかった統計情報等の高度利用と分析が可能となり、知的財産

活動に関する政策の企画・立案に資するとともに、企業が戦略を構築するために有意義な情報を提供

することができる。 
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「質の評価が困難なサービス活動」等を捉える統計を構築する方策 

 

平成 20 年 7 月 11 日 

   三輪芳朗 

 
1.検討の視点と対象 
 
「質の評価が困難なサービス活動」を象徴する分野として医療・教育さらに政府活動が

想定されるが、これらのサービス活動が統計データから適切に捉えられているとは言い難

い。それにも拘らず、これらの分野ではこれまで必ずしも「適切ではない」統計が作成さ

れ、何ら見直されることなく現在に至っている。根底に大きな問題が放置されてきたと推

量される。適切な統計が提供されているかとの問いに対して、医療・教育、政府活動等の

「質の評価が困難なサービス活動」は根本的な問題を露呈させる。同様のことが、「質の評

価が困難」とは必ずしも想定されていない他の「（サービス）活動」においても少なからず

あてはまる。 
60 年ぶりの日本の統計法制度の改正に伴う、公的統計全般の本格見直しを課題とする統
計委員会基本計画部会の下に設置された本第 2WGにおいて、一から統計のあり方を検討す
る際、サービス活動統計の適切さの評価と見直しは避けることの出来ない中心的な課題で

あると考えられる。本報告では、「質の評価が困難なサービス活動」を象徴する分野として

想定する医療・教育さらに政府活動を念頭に置いて、その「困難性」に対面する状況をも

たらしている原因とその解決に向けた具体的方策について検討する。 
直面する最重要課題への第一の対処は（政府）統計に対する本格的な需要調査を実施す

ることである。たとえば、的確かつ多様な政策評価の実行を可能とし、それにより実質的

な政策論議が活発に行われ、適切な政策が機動的に実施される状況の実現に資すること（社

会インフラの整備）に向けた国民的要求が潜在需要の中心に位置する。かかる潜在需要の

実質的内容を調査し、政府統計の面でこれに対応するための条件・環境を整備することが

最重要課題である。本報告の課題の中心は、需要調査の有効かつ効率的な実施のための条

件と具体的方策の検討である。 
 
2． 直面する最重要課題は（政府）統計に対する本格的な需要調査を実施すること 
 
統計は国民の財産であり、社会の基礎的インフラである、と位置づけられた。この位置

づけの実質的内容を明確にし、この位置づけへの現行政府統計の適合度を点検し、この位

置づけにより適合した統計制度・「体系」の構築に向けた対応を開始することが今回の見直

しの中心的（あるいは最優先）課題である。この課題に照らして、最優先に取り組むべき

作業の中心が、（政府）統計に対する本格的需要調査の実施である。 

資料７ 
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その有効かつ効率的な実施は容易でない。容易でない理由及び採用すべき対応策の概略

は以下の通りである。2.5の「距離の重要性」が理由と対応策の中心に位置する。 
 
2.1 一般論 
既存の（政府）統計の改善に対する需要調査では不十分である。これまでは、従来の位

置づけに従って、作成した統計（集計結果）を定められたルールに従って公表してきた。

所管庁（担当部局）が、自らの「業務」の必要性に応じて開始した調査の一部を「統計」

として公表してきたという側面が濃厚であり、国民の「需要」を強く意識したわけではな

い。 
担当部局と従来の「利用者」のいずれもが、「需要調査の実施」という表現からイメージ

するのは、既存統計に関連して改善点・追加需要などである。「国民の財産としての統計」

という位置づけに照らして必要かつ適切な統計の内容について考えてきたのではない。誰

もが、既存統計のイメージに強く制約される。（さらに、本格的な需要調査を実施する誘因

の存在に関しても疑問がある。2.3を参照。） 
より広範な国民に、「国民の財産としての統計」という位置づけに照らして必要かつ適切

な統計の内容について問う（たとえば、パブリック・コメントを求め）ても、過去半世紀

にわたる長期間の経緯に条件づけられ形成された統計のイメージ（既存統計の内容とイメ

ージ、利用可能性、作成者の過去の対応に起因する改善可能性のイメージ）もあり、潜在

的なものを含めた需要の把握・発掘・明確化、表明は容易でない。もちろん、「何が実現可

能か？」まで踏まえた需要表明はほとんど不可能である。 
たとえば、IBM360、パソコン、Google、宅配便、コンビニのケースについて、事前の需
要予測と実績のはなはだしい乖離は象徴的であり、周辺の関係者（だけでは視野が狭すぎ

て）による需要予測は参考にもならない、かもしれない。  
 
2.2 統計の位置づけの変更に加えて、現時点で本格的な需要調査が必要な背景的要因――現

状と望ましい姿、潜在需要との間に壮大な乖離が発生し成長している可能性がある 
 

60 年前の制度創設・確立期の時代背景と、その後の変化を反映した今日の時代背景との
間に大きな相違がある。相違は以下の 7点でとりわけ顕著である。このような顕著な変化・
相違が、政府統計の機能、果たすべき役割、政府統計に対する需要を大きく変貌させた（可

能性がある）。 
(1) 集権化から分権化へ。計画化から市場化へ。民営化・deregulationの進行。 
(2) サービス経済化の進展。 
(3) 経済学の変貌――マクロ経済学からミクロ経済学へ。マクロ経済学の変化。数理化と
数量化。Econometrics、とりわけmicroeconometricsの発展と普及。 

(4) 大型コンピューターの登場・普及、さらにパソコンの普及、インターネットの普及。
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並行して、政府統計の需要者層が急拡大すると同時に変貌し、需要の内容・形態が大

きく変化した。 
(5 )事前・事後の政策評価が広く求められるようになった。これに伴う政策の妥当性と透
明性に対する要求の顕在化・拡大。 

(6) 以上の変化を反映した、政府・社会・国民経済に関する国民意識・要求の変化。 
(7) とりわけ、1980年代以降の各国における統計の制度・役割や内容の見直しの大展開。
（――日本における統計法の改正も、その一環かもしれない。） 

 
2.3この需要調査には、現状の問題点・欠陥の発見・評価、さらに対応策・改善方法の模索

という側面がある。”Who monitors the monitors? Who regulates the regulators?”と
いう普遍的に存在する困難な課題と基本性格を共有する。――だから、調査方法、そ

のための仕組み・担当者などの面で新たな工夫が必要である。従来型の審議会・研究

会は不向き・不適切である。 
 
需要調査は、評価対象である担当部局あるいはその「関係者」ではなく、担当部局と一

定（あるいは、かなり）の距離を実質的に維持する（できる）専門家の集団が実施する必

要がある。 
この集団は、国民の実質的代理人として、（その大部分が潜在的である）国民の声を発掘・

収集・整理して、既存統計と照合し、技術的可能性の検討を踏まえて、今後整備すべき統

計などの課題を明確化する。 
潜在的なものを含めた需要の調査、既存統計と照合した不足統計の明確化、各種対応策

の実現可能性の評価、その実施の performance/cost の評価という一連の作業は、短期間に
終了するとはかぎらない。実施後も、さらなる改良の可能性がつねに存在する。このため、

継続的にそのような活動に従事する専門家の集団を組織し存続させる必要がある。 
専門家の集団にとっても、そのような作業の実施は容易ではない。複数の専門家集団か

ら競争的にアイデアを募集し作業を外注するという類の選択肢も検討に値する。このため、

たとえば、検討課題を明瞭化して、具体的作業を projectとして実施する主体を「公募」す
る方式などの新機軸を検討する必要がある。さらに、重要な分野については、中心となる

research centersを創設するという選択肢も検討に値するかもしれない。――ここでも、担
当部局との「距離」、運営方法と内容の透明性の確保が決定的に重要となる。 

Research centers などを舞台とし、あるいはそれが設定する舞台を通じて実施する研究
projectsや conferenceなどの実施も重要な選択肢となり得る。 
 
2.4 どこまでを政府統計とするかという点に関する検討も重要 
 
政府統計とそれ以外の「統計」との関係は上下関係ではなく、適切な役割分担・分業関
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係を確立する必要がある。 
政府統計にはいろいろな点で制約が厳しいという側面がある。2.3の「外注」や research 

centers の創設を通じる政府統計以外の「統計」の充実も重大な選択肢となる。たとえば、
限定された地域で関連情報の収集（さらに、そのための社会的実験）を実施する調査

projects(pilot studies)の実行を補助（あるいは、委嘱）するという選択もあり得る。 
このような舞台を通じる検討成果の中から、適宜、選択して政府統計の改善・充実に資

するものを採用するルートを設定しておけば、この舞台を通じて政府統計の改善に向けた

さまざまな実験・試行を実施することもできる。 
また、担当部局からも、検討課題を提起し、自ら内部で実施した検討内容をこのような

公開舞台における検討に任せること、さらに人的な交流も重要となり得る。 
 

2.5距離の重要性 
 
需要調査は、評価対象である担当部局あるいはその「関係者」ではなく、担当部局と一

定（あるいは、かなり）の距離を実質的に維持する（できる）専門家の集団が実施する必

要がある。 
近づきすぎては見えないし、居場所（立場）が近すぎると全体像と遠くに存在する（か

もしれない）需要に関心が向かない。現状の欠陥・欠落、潜在需要のいずれにも関心が向

かず、認知できないおそれがある。 
（潜在）需要は、自然には顕在化しない・・・。（ｘｘは歩いてこない。） 
統計が社会の基礎的インフラとして適切な機能・役割を果たすという望ましい状態は需

要・供給両サイドの相互作用の中で育つ。 
世界の大勢から見れば、日本政府内部における統計担当部局の地位・位置づけが実質的

に低く、それが果たしている役割が小さい。この状況を改善して占めるべき地位を占め、

果たすべき役割を果たすためには、（潜在）需要を掘り起こし、これに適切に対応し、それ

が本来果たすべき役割を果たしてみせる（国民に実績をアピールする）こと、この積み重

ねが必要である。 
 
3. 需要調査の根本は、多くの国民が（潜在的に）抱く puzzles に注目し、その検討・解決
に必要・有用な政府統計の利用可能性と不足・欠落、および改善可能性を具体的に調査・

検討することである。政策評価の基礎資料としての政府統計の役割はその 1側面である。 
 
基本的なものとして注目され、その検討・解決に有用な基礎情報として政府統計の現状

の検討と必要な「改善」が望まれそうな puzzlesを参考として例示する。このような puzzles
の検討に必要・有用な統計資料が利用可能な状態で整備されているか？ 
時節柄例示が容易であることを反映して、医療に関わる puzzlesが多いが、特別の意味は
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ない。  
 

（1） 放送・ソフトウェア開発・映像や音声情報の開発・生産、さらに流通や建設などの
分野でしばしば話題になる「丸投げ」「下請けイジメ」の実態はどのようなものか？

付随して発生する弊害はどの程度の重要性か？唱導され実施されている関連「政策」

の実効性と貢献度の重要性の程度はどれほどか？なかなか効果が上がらないとすれ

ば、その理由は何か？1950年代から60年代に盛んに議論された製造業における「(下
請)問題」と同質ではないか？どこがどのように異なるか？ 

（2） 談合の弊害・社会的コストの具体的態様とその規模はどのようなものか？時代（背
景）・分野によりどのようにどの程度異なるか？独禁法による規制などさまざまな対

応策それぞれの有効性はどれほどか？規制により実現する（している）社会的便益

の増加はどれほどか？ 
（3） 「情報化」の進展による影響と社会的便益の増加（情報化投資の社会的収益性）は、

各分野でどのような形態でどの程度実現しているか？たとえば、流通分野における

インターネット販売の貢献は？鉄道・バス・航空などの予約や相互調整面での影響

は？通信分野そのものでは?さらに、広告分野では？Securityや消防・交通事故など
への対応方法と時間の短縮の効果は？  

（4） 医療分野の需要と供給を条件づけている（制度・規制などの）多様な政府の関与は
有効かつ適切か？改善の余地・可能性はないか？その方向性は？それぞれの側面に

ついて提案されている（さらに、想定できる、他の先進諸国で採用されあるいは採

用が検討されている）多様な選択肢それぞれの performance/costはどれほどか？ 
（5） 医療サービス産業の効率性・生産性上昇率はどれほどか？さらなる改善の余地はな

いか？たとえば、過去 20 年間の質の改善を含めた生産性の上昇率はどれほどか？
医療サービス各分野の効率性・生産性上昇率についてはどうか？ 

（6） 国民皆保険制度のタテマエと実態はどれほど乖離しているか？現状を維持するコス
トはどれほどか？最適な制度は？長期的な見通しは？作成の前提となっている各種

想定と作成された見通しとの数量的な関係はいかなるものか？ 
（7） 先の医療保険制度改正論議でクローズアップされた日本における患者の平均入院日

数の異常な長さの原因・発生メカニズムはいかなるものか？（注目され目標として

想定された長野県でさえ、ドイツ・フランス・イギリスの平均値の 2倍を超える。）
また、各県間の大きな差は何によるか？適切な対応策は？ 

（8） 現行制度下での医療費支出は国民（消費者）にどのような便益（価値）を与えてい
るか？十分な評価に値するか？（US では GDP の 16％を占める医療費支出に対す
る評価が一貫して国民的関心の的となってきた。）今後さらに激増すると予想される

医療需要への対応は、これまでの延長線上のままでよいか？システムの見直し・変

更は不要か？ 
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（9） 長期間にわたって大規模に実施されてきた道路整備計画の（performance/cost）評
価はいかなるものか？今後も継続されることになっている計画の評価は？計画・評

価の前提となっている各種想定との作成された計画・評価との数量的な関係はいか

なるものか？ 
（10） 医療過誤訴訟（増加）の実態はいかなるものか？今後の予想は？これに伴っていか

なる影響がどの程度に顕在化すると予想されるか？ 
（11） 救急患者「タライ回し」の現状と原因、今後の見通しはいかなるものか？適切な対

応策は？同様に、産婦人科医・産院の現状と今後の課題は？麻酔科医については？

他の分野では同様の「問題」は現実化しないか？ 
（12） サービス業の低生産性、ホワイトカラーの低生産性に焦点を合わせた政策がスター

トして久しい。主張・関連「施策」の妥当性・正当性の根拠は何か？唱導される対

応策の有効性・適切さの根拠は何か？これまでのところ、通念およびそれを反映し

た anecdote、「識者」のコメントなどに基づくのみで、明確な根拠に基づいていな
いのではないか？現状では、国民（消費者）は、ex anteにはもちろん、ex postに
も、唱導される政策の有効性・適切さを検討・確認できないのではないか？ 

 
すべての分野に関わる puzzlesを一挙に検討の俎上に乗せるのは上策ではない。各種資源
面の制約も厳しい。このため、以上のリストに、たとえば、警察・消防・裁判所(legal service)
に関わる puzzlesを追加するのが当面の選択か？（以下の分野を、政府が直接供給し、ある
いは供給・配分に強く関与する分野のうち、サービスが各個人に直接帰属する医療・教育

などと区別して”collective consumption”と呼ぶことがある。） 
(13)  犯罪検挙率が低下しているといわれる。本当か？本当だとすれば、原因は何か？ど

のような分野でどの程度低下しているか？地域差は？適切な対応策は？このような

変化は、国民生活の「安全」に対する脅威としてどれほど重要か？マスメディアが

与えるイメージは正確・適切か？（あるいは、過大・過剰か？） 
（14）都市化、都市の高層化、人口の高齢化（さらに自動車の普及など）に伴って火災予

防・「消防」面に新たな問題は発生していないか？活動の実績・performance面で「問
題」は顕在化していないか？今後の見通しは？ 

（15） 裁判所(legal services)は本来期待されている役割を適切に果たしているか？法科大
学院や新司法試験制度はいかなる見通しに基づいて採用されたか？その後の推移は

どのように評価されるか？これらの点に関する検討を可能とする統計は利用可能

か？裁判員制度の導入に関してはどうか？ 
 
4. 課題への対応 
 本格的な需要調査のために、いくつかの分野を指定して、それぞれの分野について数

年間にわたる需要調査を実施するプロジェクトをスタートさせるべきである。調査プロジ
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ェクトの内容の中心は、それぞれの分野について、多くの国民が（潜在的に）抱く puzzles
を発掘・収集・整理し、その検討・解決に利用可能・有用な統計情報の内容を調査・検討

することである。 
 
「質の評価が困難なサービス活動」を念頭に置きつつ、必ずしもそれに限定しないいく

つかの分野について、（潜在）需要を発掘・調査し、それに基づき、政府統計の改善可能性、

そのための課題・具体的方法などについて集中的に検討するための専門家による作業チー

ム（task force、委員会および作業部会）を設置する。作業チームは、担当部局から一定（以
上）の距離を保ちつつこれと協力できる体制を構築し、これを前提として複数の専門家の

集団に実質的作業を委嘱し、それらの集団の作業と連携して統計需要の本格的調査を実施

する。 
とりわけ 1990年代以降のアメリカやヨーロッパ諸国で急展開した「統計制度・体系」見
直しの経験と実績が大きな参考となる。作業チームは、各国における見直し開始時の背景、

直面した課題と制約、採用した体制と方法、失敗を含めた試行錯誤の経過と実績、成果の

評価と残された課題などについて調査する。大きな目標・方向性を定め、それに向けた

improvementsの積み重ねが各国で進展したプロセスに共通する。このため、作業チームの
機能・役割は継続的であり、一回限り、一過性のものではない。 
作業チームは、目的実現のために有効かつ適切な専門家の集団の組成を促し、専門家集

団に対する統計担当各部局の協力を確保しつつ両者の協働を促すなど有効な活動に必要な

条件の整備を実現する。 
政府統計の本格的な需要調査の実質的作業を委嘱する専門家の集団の組織や構成、作業

の具体的内容などの詳細については新たに設置される作業チームが決定する。その際に参

考とすべきイメージの概略を以下に示す。 
 
4.1 組織の性格・役割等 
  
 政府統計の本格的な需要調査の実質的作業を委嘱する専門家の集団の性格・役割、活動

の仕方などについては 2.に見た。政府統計の需要調査という作業の本質から導かれるもの
であり、象徴的キーワードは「距離の重要性」である。 
 担当部局から一定（以上）の距離を保ちつつこれと協力できる体制を構築した専門家の

作業チームといえども、具体的構成や作業内容・方法にまで立ち入って目的の実現のため

に有効かつ適切な専門家の集団を選任し構成し、その作業内容を監視・管理下に置くこと

は不可能であり不適切だろう。1チームあたり1名あるいは 2名程度のリーダーを指名して、
作業スタート以前から適宜意見交換を行いつつも、実り多い成果の実現に向けた環境整備

に役割を限定するのが適切である。 
委嘱先の専門家の集団が単数であるのは好ましくない。しかし、あまりに多いのも好ま
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しくない（3つ程度か）。 
専門家の集団間の分野「調整」も好ましくない。 

 
4.2 選択すべき分野の候補  
統計需要の本格的調査を期間中に実施する対象分野の候補として次の 7分野を想定する。 

（1） 流通――中心は小売業であるが、卸売業、さらにその上流も連動していることに留
意する必要がある。 

（2） 金融――銀行・証券・保険などという伝統的な業態に限定すべきではなく、金融・
資本市場の全体に対する目配りが必要である。 

（3） 各種 softwareの開発・生産・流通。 
（4） 医療。 
（5） 教育。 
（6） 警察・消防・裁判所（legal services）――政府活動のうち、”collective consumption”

と呼ばれる分野の一部。 
（7） 建設・土木：建設業は通常は service sectorには含めないが、difficult-to-measure 

sectorである性質を共有する。  
 
4.3 具体的検討課題(puzzles)――作業を委嘱された専門家の集団が、それぞれ自由に選択す

ることになるから、いずれにしても単なる例示である。3．に列挙した基本的 puzzles
のほとんどに加えて、次の如き puzzles or issuesも検討課題として浮上する可能性が
ある。 

 
＊流通――3.の（1）（3）。 
・ 大店法の影響の評価――政治との関連に注目しすぎかもしれない。 
・ コンビニの影響と国民経済への貢献度の評価。 
・ インターネット販売――それ以前に、IT（「情報化」）の影響と貢献 
・ 卸、小売のいずれにおいても、IT をはじめとする技術的条件の影響を受けて生産技術
が変化し、業態間の盛衰も激しい。生産性との関連では、そもそも’output’をどのよう
に捉えるかという基本問題がある。――流通と金融は、従来”margin”（額 or 率）を評
価対象の中心に位置づけてきた。生産性の計測との関連ではこの点の見直しが中心かも

しれない。 
 
＊金融 
・ とりわけ 1980年代以降の日本の金融分野で何が起こったか？「バブル崩壊」後に長期
間にわたって大規模に「実施」された金融機関の「不良債権」対策を含む金融行政の影

響と貢献度の評価は。 
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・ 保険などの自由化の評価。――伝統的縦割り行政の cost and benefitの評価。 
・ ITの影響と貢献――生産性への貢献度の評価。 
・ 郵貯制度改革の影響の事前（および事後）評価。 
・ 貸金業法改正による消費者金融金利上限規制の強化の影響の事前（および事後）評価。

cost and benefitの評価。  
・ 金融商品取引法の影響の事前（および事後）評価。 
 
＊ 各種ソフトウェア――3.]の（1）――映画、音楽、ゲーム・ソフトなども性質を共有す
るかもしれない。  
 
＊ 医療、教育――3.の（4）（5）（6）（7）（8）（10）（11）がいずれも医療に関わる。――
近年、医療と教育に関連する政策の見直しが大きな話題となった。しかし、いずれにお

いても、数量的データに基づく検討がほとんど見られない。基礎となる政府統計整備状

況と利用可能性の評価。  
 
＊ 警察・消防・裁判所(legal services)――3.の（13）（14）（15）を参照。――とりわけ

EUで進行した関連統計の整備とその改善の実態と評価、および、そのスタート時点に
おける問題意識。 

 
＊建設・土木――3.の（1）（9） 
・ 入札制度、談合の実態と影響の評価。 
・ ダムや道路建設に関わる政策の評価。 
・ 1990 年代初頭までの産業規模と企業数の急拡大過程の実態（およびその詳細）と原因
はどのようなものか（たとえば、分野、企業規模、地域ごとの情報は得られるか）？最

近に至るその後の縮小（減少あるいは調整）過程についてはどうか？関連して官公需法

の適用の実態とその影響の評価。いわゆる「地元優先」政策の実態と影響の評価。 
・ 耐震偽装事件を契機として成立・施行された改正建築基準法の影響の事前および事後の

評価。cost and benefitの評価。 
 
5. 期待される効果 
 
 政府統計に対する需要の本格的調査の実施およびそれに基づく改善作業を通して、政府

統計は国民の財産であり、社会の基礎的インフラであるという位置づけによりよく適合し

たものとすることが期待できる。 
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企業のサービス活動（組織内活動と業務外部化）に関する統計の整備について 

 

                                    2008 年 6 月 18 日 

岡室博之 

 

１．検討の対象とする範囲 

 企業のサービス活動について、実態の把握が不十分な企業の組織内活動と業務の外部化に焦点を絞っ

て、統計を整備する方策を検討。 

 

２．現状 

 企業のサービス活動は、サービス業以外の業種（例えば製造業）においても生み出され、近年増大し

ている。例えば、人事・経理・企画・総務・法務等のさまざまな管理業務や、仕入・販売・生産管理・

物流・広告宣伝・研究開発等の業務が挙げられる。これらの活動は、企業内の取引については通常、売

上高等として計上されないため、売上高や付加価値額の把握を第一義として整備されてきた既存の企

業・事業所の活動を明らかにする統計においては、それを把握し、評価することが困難であった。 

 現状では、企業のサービス活動を把握できる統計は平成４年度に開始された経済産業省「企業活動基

本調査」等に限られる。同調査では、企業のサービス活動に関して、本社・本店の部門別（調査・企画、

情報処理、研究開発、国際事業、その他）常時従事者数、および国内の支社・支店のうち研究所、サー

ビス事業所、物流関係事業所等における常時従事者数が調査されている。そこから、サービス活動の企

業内分業について、本社と支社の機能別・事業部門別従事者数等を通してある程度は把握できる。しか

しながら、サービス活動の企業グループ内分業については全く把握されず、サービス機能に関する業務

の外部委託についても、委託業務の内容と委託金額および研究開発の委託・受託費用が調査されている

に過ぎない.業務の外部委託は経済産業省「工業統計調査」や「中小企業実態基本調査」でも調査され

ているが、さまざまなサービス業務の外部化についての情報はきわめて限られている。【付表】 

平成 21 年に開始される「経済センサス」は、すべての事業所・企業の経済活動を網羅的に把握する

ことを目的としている。「平成 21 年経済センサス‐基礎調査」では、本社等一括調査によって傘下の事

業所の状況を把握するので、本社と支社・事業所の名寄せはほぼ完備すると期待される。また、平成

20 年４月に施行された改定日本標準産業分類に、主として管理業務ないし補助的業務を行う本社・自

家用倉庫等の事業所の分類が中分類ごとに設定され、純粋持株会社の分類項目も新設されたため、サー

ビス機能に特化した事業所や純粋持株会社の統計的把握・分類が可能になった。 

 

３．問題の所在 

 大きく下記の５点を指摘する。 

１）「企業活動基本調査」において、本社の部門別とサービス・物流関係等、国内事業所の区分別に常

時従事者数が調査されているが、それによって企業が生み出すさまざまなサービス機能が十分に捉えら

資料８ 
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れているとは言えない。とりわけ、原材料や商品の購入、営業・販売活動、物流、品質管理、商品企画

等、企業の競争力の源泉に関わる機能をどれだけの人が担っているかが把握されていない。総務・人事・

経理・営業等、サービス機能別に活動水準を明確に捉える必要がある。 

２）企業のサービス活動が、企業内（事業所間）だけでなく、企業グループ内（親会社・子会社間）で

どのように分担され、取引されているかが不明である。例えば、グループの中で子会社が人事や経理等

の機能をどれだけ担っているかが把握できない。そのため、サービス機能の分担・取引が企業内と企業

グループ内でどのように異なり、事業所の分社化や子会社の統合によってどのように変化するのかが明

らかでない。さらに、純粋持株会社の機能を明確に把握する必要がある。 

３）サービス活動の外部委託については、「企業活動基本調査」では、情報処理・一般事務・福利厚生・

物流・清掃等、いくつかの分野について委託の有無と金額を調査しているのみであり、委託先との関係

についての情報が欠如している。どの業務をどこへ（グループ企業か否か）委託したかが把握できない。

また、委託するサービス活動の対象・区分が、企業の行うサービス活動のそれと必ずしも整合的ではな

いため、企業のどのようなサービス機能がどこにどの程度委託されているのかが明らかでない。なお、

同調査では技術取引について詳細に調査されているが、相手先との関係（グループ企業か否か）による

技術取引の区分はなされていない。 

４）さらに、業務の外部委託および企業の内部組織と密接に関連する事業連携について、情報がほとん

どない。「企業活動基本調査」では、これまで３度にわたって、調達・生産・販売・研究開発の共同化

の状況について調査しているが、その内容や程度、相手先については全く把握されていない。 

５）現在のところ、企業のサービス活動に関する情報を提供する唯一の統計調査である「企業活動基本

調査」は、すべての産業を網羅するものではない。調査対象産業は、過去 10 年間に鉱業・製造業と卸

売・小売業から経済産業省所管の全業種へと大きく拡充されたとはいえ、建設業、運輸業、不動産業、

金融・保険業、医療・教育等が調査されない対象分野として残されている。 

 以上をまとめると、企業のサービス活動についてのこれまでの調査は、対象業種が限定されているだ

けでなく、どのようなサービス機能がどこでどれだけ生み出されているかを明瞭に把握しておらず、ま

た企業グループ内の活動とグループ外企業との関係が明確に区別されていない。サービス活動の外部委

託については委託先との関係が不明であり、事業連携についても情報が不十分である。 

 

４．海外の主要国の状況 

 米国では、５年に一度実施される「経済センサス（Economic Census）」において、事業所の主たる機

能（管理機能を行う本社、持株会社、研究所、倉庫等）を明らかにした上で、一般管理・生産・販売・

仕入・研究開発等の機能別の従業者数と、情報処理・通信・修理保全・広告宣伝等の業務別の外注金額

を調査している。また、「経済センサス」ではこれとは別に持株会社に対する調査を行い、その従業者

規模、主な機能、売上収入の構成等を把握している。しかし、企業間（企業グループ内）のサービス機

能の分担は把握されていない。 

 欧州連合（EU）とその主要加盟国については、企業内・企業間でのサービス機能の分業に関して体系
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的・網羅的な調査は確認できず、ほとんど情報が得られない。ただし、英国、デンマーク、そして（EU

加盟国ではないが）ノルウェーでは、企業グループが識別され、企業グループに関するデータが収集さ

れている。なお、EU 委員会統計局（EUROSTAT）は 2007 年に加盟国等 13 カ国の統計局と共同で業務の

国際外注に関する特別調査を実施した。この統計調査は、非金融業の従業者数 100 人以上（北欧諸国等

一部の国では 50 人以上）の全企業を対象として、企業グループ内の位置づけを明らかにした上で、中

核的業務および各種サービス機能（物流、販売、情報処理、一般管理、デザイン・技術サービス、研究

開発）の国内・国際外注の有無と、国際外注については外注先企業の立地と区分（グループ関係の有無）

を調査している。 

 

５．今後必要とされる対応 

 企業のサービス活動に関する統計については、(１)既存の事業所に係る統計の改善、（２）｢企業活動

基本調査｣等の企業に係る統計の充実、（３）新たな統計の作成、の３点から整備が図られるべきである。 

（１）経済センサスの実施以降は、事業所を単位とする既存の統計調査から得られた情報にもとづいて

企業全体の活動を把握できる。企業の生み出すサービス活動について、事業所レベルで本社と各支社（事

業所）における（部門別でなく）職務別の常時従事者数を代理指標として、より明確に捉えることがで

きれば、サービス活動を事業所と企業の両面から捉えることができる。具体的には、会社役員および管

理職、人事・労務、財務・経理、総務、法務、企画・調査、広告・宣伝、研究開発、情報処理、仕入、

販売、製造、物流（運送・保管等）、品質管理、修理・保全、清掃・保安等に職務を細分して調査する

ことになる。ただし、産業及び本社、支社等ごとに主要なサービス活動は限られており、調査客体の負

担軽減に配慮した適切な職務の設定が必要である。また、従業者規模の小さい事業所では、職務の区分

が明瞭でなく、１人で複数の職務を担当することも少なくないので、小規模事業所については職務の設

定について十分な検討を要する。それに加えて、他企業に委託したサービス活動を把握することも重要

である。 

以上は、従来の事業所単位の労働に係る統計においてもほとんど把握されていない情報であり、経済

産業省はここ数年の間の実施を目途に、工業統計調査、商業統計調査、特定サービス産業実態調査等に

おいて具体化を検討することが適当である。また、平成 26 年に実施される予定の｢第２回経済センサス

-基礎調査｣のなかで本社等の管理活動が把握されるが、これに対応して、事業所の活動に係る統計調査

を所管する各府省においても検討することが求められる。 

 （２）企業を単位とした調査では、業務の外部委託について、委託業務の区分をできる限り従業者の

職務区分に対応させた上で、委託の有無と金額だけでなく、委託先区分（企業グループ内外、国内・国

外別）を把握すべきである。事業連携についても、相手先ごとに連携内容を適切に設定し、取り組みの

有無と件数を把握すべきである。これらについて、経済産業省は平成 22 年｢企業活動基本調査｣におい

て実施すべく、速やかに検討を開始することが適当である。さらに、平成 25 年｢企業活動基本調査｣以

降、調査対象を全産業に拡充し、平成 25 年調査結果から、当該情報を｢第２回経済センサス-基礎調査｣

で入手できる親会社・子会社情報と組み合わせることによって、企業グループ内のサービス活動の分担
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を明らかにする統計を作成することが適当である。 

 （３）純粋持株会社のサービス機能についての情報も重要であり、新たな統計調査によって別途把握

することが適当である。経済産業省は、平成 21 年｢経済センサス-基礎調査｣にもとづいて把握した純粋

持株会社のすべてを対象として、平成 23 年以降、常時従事者数とその機能別内訳、傘下企業に関する

情報（傘下企業数、持株比率、企業統治等）、収益内訳（配当収入とそれ以外など）等について調査し、

｢第２回経済センサス-基礎調査｣で入手できる親会社・子会社情報と組み合わせることによって、持株

会社のグループ活動を明らかにすることが求められる。 

  

６．期待される効果 

 事業所および企業のレベルでさまざまなサービス機能の生産が把握され、企業内・企業グループ内で

のサービス機能の分担・取引が詳細に調査されれば、企業の生み出すサービス活動の実態と機能を明確

に把握することができ、経済のサービス化をより広く、正確に理解することが可能になる。また、企業

の内部組織とグループ関係の全体像を把握し、産業間・規模間で比較し、その時系列的な推移を追跡す

ることができるようになる。さらに、パネル化されたデータを活用することによって、企業のグループ

化による分業関係の変化を明らかにし、企業内・企業間組織に関する議論に実証的な根拠を与えること

が可能になる。また、業務の外部委託と企業間の事業連携を、その対象・程度及び相手先との関係を含

めて詳細に把握することにより、「企業の境界」に関する議論に適切な実証的根拠を確保できる。 
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託
等
）
、
国
内
海
外
別
の
委
託

先
企
業
数
及
び
金
額
を
記
入

６
．
　
受
託
業
務
の
有
無
、
そ
の
内
容
（
製
造
受
注
、
修
理
受
注
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
受
注
、
役
務
提
供
受
注
等
）
、
国
内
海
外
企
業
数
及

び
金
額
を
記
入
　
　
国
内
企
業
か
ら
の
受
注
の
場
合
は
、
親
事
業
者
か
ら
の
受
注
金
額
、
企
業
数
も
記
入
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環境統計の整備について 

 

                                    2008 年 7 月 11 日 

吉岡 完治 

 

１．環境情報を捉える視点と検討の対象範囲  

環境統計の検討においては、環境問題の特殊性を十分に考慮すべきである。第 1に環境問題として

扱う事項は多岐にわたり、かつその要因は地理的な広がりを有している。第 2にその因子の発見や問

題提起は、医学、化学、農学等のどちらかというと自然科学系の多くの分野からなされる。第 3にそ

の解決方策についても、化学、工学などの自然科学系から提起される場合が多い。すなわち、環境問

題については中長期的な観点から、地球規模の視点に立って対処することが求められる。また、何ら

かの有効な処方を下すには、理系の研究者の協力の下で、経済・社会活動に関する情報を調査等によ

り収集することに加えて、自然環境の状態に関する地理的・中長期的な情報を適切に観測し作成する

ことが必要である。 

そのなかで、政府の調査統計は費用対効果を考え、社会の関心事の高い分野に限定せざるをえない。

近年の環境問題に対する世界的な意識の高まりから、環境統計の整備の焦点は、国際協調と国際比較

可能性に向けられている。経済協力開発機構（OECD）は、環境情報を体系的に整理し、指標化するた

めの概念的枠組として、「ＰＳＲモデル」を開発している。これは、人間の活動と環境の関係を、「環

境への負荷（pressure）」「それによる環境の状態（state）」「これに対する社会的な対策（response）」

という一連の流れ（ＰＳＲ）の中で包括的に捉えようとするもので、他の国際機関や各国等が環境指

標を開発する際の基礎として広く世界に浸透してきている。OECD の環境指標は、いくつかのカテゴリ

ーから成り立っており、目的に応じて使い分けられるようになっている。OECD は環境上の改善やその

要因を明らかにし、環境政策を検討するために、ＰＳＲモデルに基づいてコアセット指標を作成して

いる。(表 1) 

我が国においても、環境省が作成する「環境統計集」のなかで、環境問題を捉える一つの体系とし

てコアセット指標を提示している。ここでは、表 1 のコアセット指標の体系で示されている 15 の環

境問題の中で、未整備な点が残されている事項について、既存の関連分野の統計の活用・改善により

必要な関連した情報が入手しうる事項に焦点を絞って検討する。このため、とくに、温室効果ガス問

題と廃棄物・副産物の把握を対象とする。

資料９ 
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表 1．ＯＥＣＤコアセット指標の体系 

 

環境問題 負荷 状態 対応
○温室効果ガス排出指数 ○温室効果ガス大気中濃度 ○エネルギー効率
・CO2排出量 ○地球平均気温
・CH4排出量
・N2O排出量
・CFC排出量
○オゾン層破壊物質（ＯＤＰ）消費指数 ○ＯＤＰ大気中濃度 ○ＣＦＣ回収量
・ＣＦＣ及びハロン消費量 ○地表の紫外線放射量

・成層圏オゾン量
○ＢＯＤ/ＤＯ（内水面/海域） ○生物学的及び/又は化学的下水処理施設接続人口

○窒素及びリン濃度（内水面/海域） ・下水処理施設接続人口
・肥料消費及び家畜からの窒素とリン ・排水処理の使用者料金

・無リン洗剤の市場占有率
4.酸性化 ○酸性化物質排出指数 ○水圏及び土壌におけるｐＨの臨界負荷量の超過 ○自動車触媒装置装着率

・NOx、SOx排出量 ・酸性降下物中の濃度 ○固定発生源脱硫・脱硝装置の能力

○重金属排出量 ○重金属・有機化合物の環境媒体/生物
中濃度

○製品、生産工程における有害物
質含有量変化

○有機化合物排出量 ・河川の重金属濃度 ・無鉛ガソリンの市場占有率
・農薬消費量
○都市域SOx、NOx、VOC排出量 ○大気汚染、騒音曝露人口 ○緑地空間（都市開発から保護されて

いる面積）

・都市域交通密度 ・大気汚染物質濃度 ○経済、財政、規制手段
・都市域車両所有 ○都市域周囲の水質 ・水処理、騒音対策支出
・都市化度（都市人口成長率、都市域土地利用）

○自然状態からの生物生息環境の改変及び土地の転換 ○絶滅危惧又は絶滅種の全既知種数に対する割合 ○自然保護区域面積の割合（生態系タイプ別）

・さらなる指標開発が必要（例：道路網密
度、土地被覆変化等）

○主要な生態系の面積 ・保護されている種

8.景観
9.廃棄物 ○廃棄物発生（一般廃棄物、産業廃棄物、有

害廃棄物、核廃棄物）
○廃棄物最小化（さらなる指標
開発が必要）

・有害廃棄物の移動 ・リサイクル率
・経済、財政手段、支出

10.水資源 ○水資源利用強度（採取量/利用可能資源量） ○渇水の頻度、期間、程度 ○水道価格、下水処理に対する使
用者料金

11.森林資源 ○森林資源利用強度（実伐採量/生産能力） ○森林の面積、蓄積量及び構成 ○森林地帯管理及び保護（例：森林の
全面積のうち保護面積の割合、再植林
による再生が成功の伐採面積の割合）

12.水産資源 ○漁獲量 ○産卵資源量 ・割り当て漁獲数量

○浸食リスク：農業への潜在的及び実際の土
地の利用量

○表土喪失率 ○再生面積

・土地利用変化
14.物質資源
（新しい問題）
15.社会経済の部門
別及び一般的指標

○人口増加率/密度 ○環境保全支出

○ＧＤＰ成長率及び構成 ・公害防止支出
○民間及び政府の最終消費支出
○工業生産高
○エネルギー供給の構成 ○環境問題に対する世論
○道路交通量

○自動車保有量
○農業生産高

○は該当問題に係る第１義的な指標、・は、補完的な指標／第１の指標が直ちに測れない場合の代替指標。
出典：OECD environmental indicators より環境省作成

（特定の環境問題
に限定されない）

・水圏及び土壌への窒素、リン排出量
→○栄養物収支

・公的開発支援（環境パフォーマンスレ
ビューの経験に基づき追加された指標）

5.有害物質汚染

・さらなる指標開発が必要（例：人工物要素の存在、歴史的・文化的又は審美的理由により保護された場所）

－

○物質資源の利用強度（物質フロー勘定と関連をもって指標が開発されるべき）

―

7.生物多様性

13.土壌劣化（浸
食・砂漠化）

・エネルギー集約度（一次エネル
ギー総供給÷GDP又は人口）

1.気候変動

3.富栄養化

6.都市環境質

2.オゾン層破壊

・経済及び財政手段（例：価格及
び税、支出）
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２．環境統計の現状と課題 

 （１）温室効果ガスに関する統計 

   我が国は気候変動枠組条約及び京都議定書に基づき、温室効果ガス総排出・吸収量目録を提出し

ている。そのなかで、経済活動に伴う化石エネルギー消費から発生する CO2排出量の推定とその要

因分析がもっとも重要な分野であろう。OECD のコアセット指標では、温室効果ガスの気候変動の環

境問題に対する負荷を表す指標として CO2排出量等を示し、環境の状態を表す指標として温室効果

ガス大気中濃度、地球平均気温を示している。 

気候変動そのものをあらわす指標としては、地球平均気温が上げられているにとどまり、環境省

発行の「環境統計集」（平成 20 年版）にも気候統計は一部を除き入っていない。しかしながら、近

年、CO2 の排出が地球環境をめぐる世界的な議論の中心となったのは、地球温暖化と異常気象の頻

発である。気候変動が重要な関心事であるとすれば、とにかく現象そのものをはっきり捉えること

が第一のはずで、各地の気温、降水量（降雪量）、異常気象（暴風、豪雪、干ばつなど）の統計及

びそれらを統計的に処理して統合した全国平均指標、あるいは「平年」値、「平年」からの乖離の

尺度、およびそのトレンド、地域間のばらつきの指標などを整備する必要がある。これらの統計は

「理科年鑑」的な視点だけではなく、経済・社会的な観点に立って作成することも必要である。 

CO2排出量に関しては、排出・吸収量目録策定及び国連、IEA の審査への対応のため、2001 年以

降、総合エネルギー統計への一体化が進められてきている。総合エネルギー統計は、エネルギー種

別（新エネルギーを含む）を極めて詳細に分け、地域別にエネルギー消費量、生産量を物量で推定

し、炭素換算表を別途推定し、活動主体別、地域別エネルギー種別に CO2排出量を推定している。

総合エネルギー統計における最終エネルギー消費部門は、産業部門、業務その他部門、家庭部門、

運輸部門に区分される。 

産業部門における製造業については、主要 9業種のみを対象とした「石油等消費動態統計」を使

用している。非製造業、主要 9業種以外の製造業（他業種・中小製造業）については、エネルギー

消費量を把握できる適切な統計調査が存在しないため、推計等により求めていた。また、業務その

他部門（商業、その他サービス業等）についても、同様にエネルギー消費量に関する統計が存在し

ないため、推計等により求めていた。家庭部門については、家計調査（総務省）のデータを、運輸

部門については、自動車輸送統計、航空輸送統計、鉄道輸送統計、内航船舶輸送統計などの各交通

機関別統計（国土交通省）のデータを使用している。 

非製造業、主要 9業種以外の製造業、業務その他部門については、エネルギー消費量を把握でき

る統計が存在しなかったため、正確なデータが把握できていない。そこで、資源エネルギー庁では、

この統計未整備の分野に対する新たな統計として「エネルギー消費統計調査」を平成 20 年 4 月か

ら開始した。また、自動車から排出される温室効果ガス排出量を捉えるために、基礎データとなる

自動車の燃料消費量を的確に把握することを目的として、「自動車燃料消費量調査」が平成 18年 10

月から国土交通省により開始されている。 

したがって、家庭以外の部門については、比較的精度が高い一次統計が整備されているか、また

は今後整備が予定されている状況となっている。問題は、このような詳細な加工統計を１次統計で

どのようにバックアップし、精度が高く速報性に富むものとするかに尽きるといえる。 
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なお、総合エネルギー統計については、現状では毎年 10 月頃に前年度の速報値が、毎年 5 月頃

に前々年度の確定値がとりまとめられているが、欧米では前年度データが 2～3 か月遅れで速報値

として公表されている。我が国では、毎年夏に次年度の政府予算要求があり、予算計画の中で適切

な財政措置等の政策手段を講ずることができるよう、総合エネルギー統計の基礎データとなってい

る統計が利用できることが望まれる。 

 

（２）廃棄物・副産物の把握に関する統計    

最終処分量は排出源からの行き先を推計した結果を足し合わせて求めており、埋立地への搬入量

を実際に悉皆調査しているわけではないため、廃棄物・副産物の把握について問題ないとは言えな

い状況である。 

貿易統計の輸出・輸入データと同様、本来は出荷側と受入側の両方のデータを突合すべきところ

を、情報がとらえられるどこかのポイントからの推計になっている場合がほとんどで、整合性のあ

るフローの物量は追跡しえていない。再生紙偽装の問題が生じるのも、古紙の投入量と再生紙の生

産量がフローとして捉えられていないことに一因がある。 

電子マニフェスト等の普及により情報化が進むことが望ましいが、現行法においてはマニフェス

トにより全廃棄物のフローを追うことはできない状況である。 

 

３．海外における整備状況 

 （１）国際的な環境統計整備の動き 

1984 年に国連統計部が環境統計整備に関する枠組み（A framework for the development of 

environment statistics）を発表し、各国における環境統計整備の統一を図るため、用語の定義や

ガイダンスの作成、国際的な環境指標の設定等を行い、その後、徐々に体制が整えられてきた。2003

年以降、国連統計部が中心となり、OECD、欧州委員会統計局（Eurostat）等の関連組織の事務局が

合同で行う「環境統計に関する事務局間作業グループ」での協議によって、国際的に共通する環境

統計の整備が進められている。これらの機関や国連環境計画（UNEP）等は協力して、隔年で実施す

るアンケート調査によって環境に関するデータの収集を行い、結果を共有している。ただし、環境

統計とは別に、UNEP、国連持続可能な開発委員会（UNCSD）、欧州環境庁（EEA）、世界銀行等は、各々

の組織のミッションに合致した指標を設け、独自にデータを収集しているが、これらの指標の設定

や環境関連データの分析は、環境統計の整備に先行して行われてきており、環境統計という区分は

時代の要請により必要性を生じ、既存データを整理統合する形で整備されてきたことが伺える。 

 

（２）国際機関における環境指標の策定 

   国連や OECD において、80 年代初めより環境に関するデータ収集の必要性が認識され、環境統計

整備に関する調査報告や、関連諸国からの情報収集が継続的に実施されてきた。これにより、デー

タ収集の際に基盤となる環境指標の策定と枠組みの提示が進んだ。環境指標は幅広く共有されてい

るもの（例：OECD のコアセット指標）や、政策目標に沿って新たに策定されたもの（UNCSD の

Indicators of Sustainable Development）等がある。ちなみに、OECD が「環境統計プログラム」
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として位置づけているものは次の３分野である。 

①環境データの収集･データベースの整備 

②環境指標の整備 

③環境収拾の手法に関する情報の提供 

 

（３）EU 

EU では、各統計の統括機関である Eurostat が中心となり、環境統計や環境指標の整備を行って

いる。Eurostat は 2005 年より EU 各国統計機関及び環境保護担当の政府機関、EEA, OECD, UNSD

の代表者を招いて、環境統計･勘定に関するディレクター会議（DIMEA ）を年に 1度の頻度で 開催

している。初回会議では 2010 年までに環境統計･勘定の質を経済統計レベルに引き上げることや、

OECD,UN 等の国際機関との連携の強化等が協議された。 

 

  （４）各国における取り組み 

環境統計について法制度が整備されているドイツでは、環境統計は連邦統計法の規定に準じるほ

か、環境統計簡潔法(2005 年改定)において、対象範囲、調査方法等が規定される。環境統計は連邦

統計の一つとして、連邦環境省、環境庁及び統計庁、州環境省及び統計庁との連携により作成･公

表される。 

利用者とのインターフェースを重視している英国では、環境統計を規定する法律はないが、環境･

食糧・農村地域省（Department for Environment ,Food, and Rural Affairs）が発行する環境に

関するデータ集が、1996 年から毎年発行され、無料で提供されている。掲載テーマは、環境への負

荷、気候変動、大気、水質、騒音、廃棄物・リサイクル等に分類され、発行 10 年目の 2006 年版に

おいては、過去 10 年間の環境問題が特集として加わっている。 

 

４．今後必要とされる対応 

 （１）温室効果ガスに関する統計 

気候変動問題においては、人間活動と自然現象との相互作用が基本的な問題となっているのだか

ら、そのような視点から「気候統計」を編成しなければならない（例えば全国平均気温にしても面

積をウエイトとしたもののほか、人口をウエイトとしたものなど）。したがって、気候統計を全面

的に気象庁の観測統計に任せてしまうのではなく、環境省は、気象に関する観測統計を経済・社会

活動と関連づけて、この数年内に環境統計の一環として、気候統計を整備する必要がある。その際、

気候変動との関連指標として、異常気候、異常気象（旱害、冷害、暴風、暴雪、異常高温等）と関

連づけて、関係省庁から必要なデータの提供を受けて、被害に関する統計（農作物、人的被害、建

築・建物被害等）を整備することも必要である。 

    指定統計の「石油等消費構造統計調査」を廃止し、「石油等消費動態統計」の調査項目を削減し

現在に至っているが、それらの情報を新設の承認統計「エネルギー消費統計」で把握しうるかにつ

いて、資源エネルギー庁は回収率、調査結果等から十分に吟味する必要がある。 

    家計の CO2排出量を捉える一次統計を、どのように充実させるかは長年指摘されてきている。近
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年の環境問題の重要性の増大にかんがみ、CO2 排出削減対策を講じるための情報を整備することに

資するよう、総務省統計局は、2009 年の「全国消費実態調査」の「耐久財等調査票」において、現

行の「太陽熱温水器」の項目に加えて「ソーラーシステム」等の自家発電機器の項目を追加するこ

とを検討することが適当である。併せて、各世帯のエネルギー消費の実態（電力、都市ガス、プロ

パンガス、灯油、ガソリン等）とエネルギー多消費の機器の保有状況の関係、ならびに世帯属性（居

住地、世帯人員、年齢構成、住宅構造、住宅の広さ、住宅建築時期等）と突合して、詳細なエネル

ギー消費構造の把握を可能とする統計情報を作成することが適当である。 

なお、総合エネルギー統計については、適切な政策立案や地球温暖化対策を実施しうるよう、速

報値の公表の早期化に努めるとともに、その基礎統計についても前年度データの速報値を出来るだ

け早期に利用できるよう努力することが求められる。 

新エネルギー関連については、推計による供給量が把握されるのみであり、一次統計が欠如して

いる。とりわけ、再生可能エネルギーは、「ゼロ・エミッション電源」として低炭素社会実現のた

めの最も重要な構成要素の一つでありながら、太陽光発電の部門別消費量は未計上であり、最大出

力 1000KW 以下の自家消費の風力発電量や水力発電は調査されていない、あるいは未計上であり、

総合エネルギー統計に適切に反映されていない。同様に、再生可能エネルギーによる熱利用につい

てもほとんど情報収集がなされていない。新エネルギー関連の需給は徐々に上昇してきており、関

係省庁は新エネルギーを含む再生可能エネルギーについての公的な一次統計の作成について、検討

を速やかに行うことが適当である。 

また、気候変動問題は、広範な社会経済活動に関連するため、温室効果ガス排出状況全体を的確

するとともに、CO2排出量の「見える化」など家庭や企業など個々の行動主体の活動を低炭素型に

誘導する施策を推進するため、現在、英国等で検討が進んでおり、ISO 化も検討されている「カー

ボンフットプリント」の観点からの統一的な算定方法の確立や関連する統計や情報を、関係省庁が

効果的に連携して収集していくことが必要である。 

 

  （２） 廃棄物・副産物の把握に関する統計 

無価物（廃棄物）か有価物であるかを問わず物量フローを追跡しうるよう、副産物、廃棄物など

を含む物量表の充実が求められる。同一の排出物であっても、市況の上昇によって有価物として扱

われるならば、廃棄物としてカウントされなくなるため、物理的な排出物の発生量と廃棄物として

計上されるデータには乖離が生じる。しかしながら、物理的な排出量全体を把握していないと、何

らかの事情によりリサイクル需要が低迷した場合、一気に無価物に戻り、統計上の廃棄物量が急増

すると言ったことが起こりうる。的確な将来予測、政策の企画立案という観点からも、有価物か無

価物か、廃棄物か副産物かといった、省庁の枠を越えた統計調査が必要である。 

また、従前から、廃棄物等のうちリサイクル需要に向かった分を「循環利用量」として捉えてき

たが、この手法では循環利用の「質」を的確に把握することができない。つまり、循環利用プロセ

スに投入された量をカウントしているため、そこからの資源回収量が多くても少なくても、資源回

収プロセスにおいてエネルギーを浪費しても省エネであっても、考慮されない。 

85



国際的な資源制約の高まりや地球温暖化等の新たな資源問題や地球環境問題は、廃棄物等からの

更なる効率的・効果的な資源回収を実現する高次元の循環型社会への移行を要請している。こうし

た状況において、より質の高い循環的な利用（資源回収率が高く、再生利用に要するエネルギー投

入量や発生残渣といった環境負荷が少ないもの）を行っていくためには、循環利用プロセスの実態

を把握し透明化を図る必要がある。 

また、リサイクルに対する信頼性を確保する観点からも、循環資源のトレーサビリティを確保す

ることが求められている。排出量、循環利用量等だけでなく、循環資源がどのような形で生産プロ

セスに入っていくかも把握する必要がある。とりわけ、３R を推進すべき重点分野（古紙、ペット

ボトル等）について、生産工程で原材料としてどれだけ使用されているかは貴重な情報であり、当

該産業の活動を捉える統計の中で捉えることが望ましい。 

廃棄物・副産物の把握に関する統計をいかに整備するかについて、関係省庁は速やかに検討する

場を設けることが適当である。 

 

 （３）環境（CO2、廃棄物）分析用産業連関表（加工）の作成 

総合エネルギー統計は年々の速報性があり、どの経済主体の排出が増加したかなどに警告を発す

るのに有用である。しかし、経済活動主体の分割が事業所ベースの一次統計にもとづいたり、粗く

ならざるをえないことから、分析利用上の問題点もある。総合エネルギー統計のベンチマーク統計

の側面をもち、なおかつ分析目的にかなう統計が望まれる。それは環境分析用産業連関表である。

第 2次循環型社会形成推進基本計画（平成 20 年 3 月閣議決定）においても、「我が国の素材・組成・

設計等の技術データ、廃棄物等の利用・処分の環境影響等について、正確な情報を迅速に把握でき

るよう、地域・個別品目・物質単位でのフローの把握に努めます」 と記されている。個別分野ご

との資源生産性・効率性の検討を行う上でも、環境分野の連関表・IO 表は充実する必要がある。 

＜ベースライン算定の重要性＞ 

個別の企業や事業所が過去の該当産業の平均と比べてどれだけ排出量削減にとり組んできたか

を判定するには、該当産業の排出原単位の平均をベースラインとすることがもっともであろう。し

かし、企業や事業所の生産プロセスには、一貫生産の程度、部品調達の外注化等により垂直総合の

程度にいちじるしい違いがあるため、企業や事業所ベースの数値では意味のあるベースラインの算

定が難しくなる。生産プロセス（アクティヴィティー分類）毎に過去の平均値を出し、それをベー

スラインとして、個別企業や事業所を所有する生産プロセスの集合体とみなして排出削減の有無を

判定することが望まれる。また、このようなベースラインを算定する統計は国や国際機関が定めた

精度の高い、かつ唯一のものでなければならない。その点、我が国の産業連関表（総務省等 10 府

省庁）の基本分類はその目的に近い分類基準に則っている。 

＜ＬＣＡインベントリーの公認統計の重要性＞ 

CO2 排出削減をめざした新技術は、時として立ち上げの時点や製造工程でエネルギー多消費的で  

ある（例．太陽電池）。しかし、運用時点で削減が期待されている。したがって、その製品の環境

評価は、土から生まれて土に帰すまでのトータルでなされるべきである(Life Cycle Assessment）。

このような観点から、エンジニアや理系研究者を中心に民間べ―スでＬＣＡインベントリーが多く
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作成されている。この恣意性を排除するために共通のインベントリーの確立が望まれる。 

グループ企業内の生産プロセスにまつわる排出量データは入手可能だが、部品、その又部品の排

出量は不明である。その際にＬＣＡインベントリーが用いられる。しかし、特に CO2や廃棄物につ

いては、全ての経済主体が発生源であることから、どこまで追跡をつみ上げていくかによって結果

が異なることになる。いわゆるこの boundary 問題を克服し、政府に公認されるインベントリーで

あることが望まれる。この点、産業連関表を用いた分析は明確である。「国内発生量をバウンダリ

ーとするという約束のもとでは国内の産業連関表を用い、世界をバウンダリーとするには国際産業

連関表を」というような取り決めが必要である。 

この点を考慮し、既存の産業連関表（総務省等 10 府省庁）をどのように発展させて、環境分析

用産業連関表を作成するかに関して以下の点を指摘しておく。 

①アクティヴィティー（生産プロセス）列部門分割について 
太陽光、風力、地熱など新エネルギーにもとづく発電アクティヴィティー等が現存しない。 

エネルギー転換部門やエネルギー多消費の主要産業については、総合エネルギー統計に対応し

て分割する。電力、ガスなどネットワーク型のエネルギー転換部門については、生産アクティ

ヴィティーと配送アクティヴィティーに区分する。 

②アクティヴィティー・コモディティ（列行部門共） 
ヒートポンプを用いた給湯器、コジェネ機器、電池の分割、太陽電池の特掲など CO 削減技術

を体化した商品を特掲する。 

③副産物、廃棄物、余熱、潜熱などを含む物量表を充実する。 
④付帯表である資本形成行列については CO2削減技術を体化した設備を特掲することが望まれる。 
環境省は、総務省政策統括官室および経済産業省と協力して、上記の検討を速やかに実施するこ

とが適当である。 
   

 （４）領域環境の統計情報 

基本的な領域データとしてメッシュデータがあるが、これを統計体系の中にどのように取り込む

かは環境統計において意味がある。総務省統計局と環境省は関係省庁と協力して、この数年内に環

境統計と経済社会領域統計（人口、経済活動、建築、建設物、社会施設等）を地理情報上に結び付

けて、領域環境統計を構築することの検討を開始することが適当である。その際、地方公共団体（都

道府県、市区町村）の観点も考慮に入れる必要があり、またその有しているデータも活かす方向で

今後検討することが望まれる。 

 

５．期待される効果 

 関連する分野の統計の活用、改善により、環境統計の未整備な事項である温室効果ガスや廃棄物・

副産物の把握において、問題解決に資する関連情報が環境政策に活用されるようになるとともに、家

庭や企業など個々の行動主体の活動を環境保全に誘導する施策が推進されることになる。 
また、国が統計を整備することで地方公共団体にも統計への関心が高まることが期待される。 
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